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１、開催年月日時刻及び場所

  令和７年９月８日

自  午前１０時４８分

至  午前１０時５７分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

鵜瀬 和博 委 員 長

大久保堅太 副 委 員 長

田中 愛国 委 員

徳永 達也 〃

山田 朋子 〃

川崎 祥司 〃

山本 由夫 〃

宅島 寿一 〃

堤  典子 〃

中村 俊介 〃

３、委員外出席議員の氏名

な  し

４、審査の経過次のとおり

― 午前１０時４８分 開会 ―

【鵜瀬委員長】ただいまから、総務委員会を開

会いたします。

はじめに、さきの定例会におきまして、徳永

議員が本委員会の委員に新たに選任されました

のでご紹介いたします。

なお、委員席につきましては、ただいまご着

席のとおりとしたいと存じますので、ご了承を

お願いいたします。これより議事に入ります。

まず会議録署名委員を、慣例によりまして私

から指名させていただきます。

会議録署名委員は、徳永 委員、堤 委員のご

両人にお願いいたします。

本日の委員会は、令和７年９月定例会におけ

る本委員会の審査内容等を決定するための委員

間討議であります。

それでは、審査方法等について、お諮りいた

します。審査の方法については、委員会を協議

会に切り替えて行いたいと思いますが、

ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議ないようですので、そのように進める

ことにいたします。

それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。

しばらく休憩いたします。

― 午前１０時５０分 休憩 ―

― 午前１０時５７分 再開 ―

【鵜瀬委員長】委員会を再開します。

それでは、本日協議いたしました委員会の審

査内容については、原案のとおり決定されまし

たので、理事者へ正式に通知することといたし

ます。

ほかに、ご意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ほかにご意見等がないようですので、これを

もちまして、本日の総務委員会を終了いたしま

す。

お疲れさまでした。

― 午前１０時５７分 散会 ―



第 １ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和７年 ９月２４日

自  午前１０時 ０分

至  午前１１時３１分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

鵜瀬 和博 委 員 長

大久保堅太 副 委 員 長

田中 愛国 委 員

徳永 達也 〃

山田 朋子 〃

川崎 祥司 〃

山本 由夫 〃

宅島 寿一 〃

堤  典子 〃

中村 俊介 〃

３、欠席委員の氏名

な   し

４、委員外出席議員の氏名

な   し

５、県側出席者の氏名

水田 隆三 警 務 部 長

松本 武敏 首 席 監 察 官

緒方良一郎 警 務 課 長

奥野  勝 総 務 課 長

勝野  慎 広報 相談課 長

松尾 和人 会 計 課 長

森田 博史 装備施設課施設管理室長

橋元 庄司 監 察 課 長

園田 雅樹 厚 生 課 長

松田 芳德 留置 管理課 長

山田 恭市 生活 安全部 長

朝末 英一 生活安全企画課長

松尾 英樹 人身安全対策課長

金子龍太郎 生活安全捜査課長

奥野 春夫 サイバー犯罪対策課長

江口 正広 地 域 部 長

久田 庄蔵 地 域 課 長

平井 隆史 刑 事 部 長

松尾 文則 刑事 総務課 長

荒木  強 捜査 第一課 長

田川 誠一 捜査 第二課 長

吹田 守孝 組織犯罪対策課長

田川 佳幸 交 通 部 長

松尾 邦仁 交通 企画課 長

吉岡  健 交通 指導課 長

山口 秀和 交通 規制課 長

俵屋 義雄 運転免許管理課長

川本 浩二 警 備 部 長

一瀬 永充 警 備 課 長

古賀 新一 公 安 課 長

山本 耕平 外 事 課 長

細川  誠 警衛 対策課 長

井手美都子 会 計 管 理 者

山道  繁 会計課長（参事監）

元村真粧美 物品 管理室 長

桑宮 直彦 監査 事務局 長

重井 健次 監 査 課 長
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小畑 英二 人事委員会事務局長

田邑 聡子 職 員 課 長

小畑 英二 労働委員会事務局長(併任)

西平 能成 調整 審査課 長

濵口  孝 次長兼総務課長

佐藤 隆幸 議 事 課 長

大宮 巌浩 政務 調査課 長

６、審査事件の件名

○予算決算委員会（総務分科会）

第88号議案

令和7年度長崎県一般会計補正予算

（第4号）（関係分）

７、付託事件の件名

○総務委員会

（1）議 案

第90号議案

長崎県議会議員及び長崎県知事の選挙にお

ける選挙運動用自動車の使用等の公営に関

する条例の一部を改正する条例

第93号議案

権利の放棄について

第94号議案

訴えの提起について

第95号議案

和解について

（2）請 願

な  し

（3）陳 情

・令和８年度離島振興の推進に関する要望書

・国政・県政に対する要望書（長崎県町村

会）

・県の施策に関する要望書（新上五島町）

・諫早市政策要望

・要望書（壱岐市）

・公共施設内での労組加入、政党機関紙の勧

誘等に関する調査及び是正を求める陳情

・要望書（五島市）

・要望書（長崎市）

・身体障害者福祉の充実に関する要望書

・令和８年度当初予算要望書（長崎県タクシ

ー協会）

・要望書（佐々町）

・消費者庁「公益通報者保護法を踏まえた地

方公共団体の通報対応に関するガイドライ

ン（外部の労働者等からの通報）」（令和4

年6月1日発行）に対応した「長崎県法令違

反等通報制度」および「長崎県教育委員会

法令違反等通報制度」への改善を求める陳

情書

・平成の公益法人改革の完遂に関する陳情書

・長崎奉行所西役所等遺跡群の調査・保存・

活用・公開・整備に関する陳情書ⅩⅩⅢ

８、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開会 ―

【鵜瀬委員長】ただいまから、総務委員会及び

予算決算委員会総務分科会を開会いたします。

それでは、これより議事に入ります。

今回、本委員会に付託されました案件は、第

90号議案「長崎県議会議員及び長崎県知事の選

挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に

関する条例の一部を改正する条例」外3件であり

ます。そのほか陳情18件の送付を受けておりま

す。

なお、予算議案につきましては、予算決算委
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員会に付託されました予算議案の関係部分を総

務分科会において審査することとなっておりま

すので、本分科会として審査いたします案件は、

第88号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予算

（第4号）」のうち関係部分であります。

次に、審査方法についてお諮りいたします。

審査は、従来どおり、分科会審査、委員会審

査の順に行うこととし、部局ごとに掲載してお

ります審査順序のとおり行いたいと存じます

が、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【鵜瀬委員長】ご異議ないようですので、その

ように進めることといたします。

また、議案外の質問につきましては、各部局

の審査における委員1回当たりの質問時間を理

事者の答弁を含め20分を限度とし、一巡した後、

審査時間が残っている場合に限って再度の質問

ができることといたしますので、よろしくお願

いします。

【鵜瀬委員長】これより警察本部関係の審査を

行います。

なお、野原装備施設課長が欠席し、森田装備

施設課施設管理室長を代理出席させる旨の届け

が提出されておりますので、ご了承願います。

審査に入ります前に、理事者側から、8月の人

事異動による新任幹部職員の紹介を受けること

にいたします。

[幹部職員紹介]

【鵜瀬委員長】ありがとうございました。

それでは、これより委員会による審査に入り

ます。

警察本部においては、今回、委員会付託議案

がないことから、警務部長より所管事項につい

ての説明を受けた後、提出資料についての説明

を受け、陳情審査、議案外所管事務一般につい

ての質問を行うことといたします。

まず、警務部長より所管事項説明を求めます。

【水田警務部長】それでは、警察本部関係の議

案外の報告及び所管事務についてご説明いたし

ます。

横長の総務委員会説明資料、警察本部の4ペー

ジ目をお開きください。

これは損害賠償事案3件及び公用車による交

通事故のうち、和解が成立いたしました2件につ

いてであります。

損害賠償事案の1件目は、警察本部の職員が、

交通事故捜査中、相手方車両に携行していた金

属製メジャーの先端部を接触させたことにより、

当該車両に損害を与えた事案であり、3万1,680

円を支払うためのものでございます。

2件目は、警察署の職員が、事案対応中、相手

方が管理するアパートの一室において、天井点

検口の蓋を外した際、当該点検口の蓋を居室内

側の隙間に落下させ、回収不能となり、相手方

に損害を与えた事案でございまして、6万500円

を支払うためのものでございます。

3件目は、警察署の職員が、交通事故捜査中、

相手方の車両に携行していた資機材を接触させ

たことにより、当該車両に損害を与えた事案で

ございまして、10万6,480円を支払うためのもの

でございます。

これら3件につきましては、9月1日付で専決処

分をさせていただいており、全額県費から支払

われることになります。

また、公用車による交通事故のうち、和解が

成立いたしました2件の合計22万9,460円を支払

うため、9月1日付で専決処分をさせていただい

ており、この損害賠償金は、全額保険から支払

われることになります。

公用車による交通事故を防止するため、各警
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察署指定の安全運転指導員による同乗指導や自

動車学校のコースを借り上げての体感型運転訓

練を行うとともに、公用車事故を起こした職員

には、公用免許の再検定を実施するなど、職員

の運転技能向上のための取組を行っております。

また、そのほかにも、各部署の幹部職員によ

る事故防止教養や公用車事故を起こした職員に

対する個別教養、事故発生時や荒天時などに全

職員に対する速やかな情報配信を行うなど、事

故防止に必要な運転技能と安全運転意識の両面

を向上させる対策に取り組んでおります。

引き続き、交通事故をはじめとする損害賠償

事案を起こすことがないよう、指導を徹底して

まいります。

このほか、犯罪の一般概況について、人身安

全関連事案の取組状況について、ニセ電話詐欺

等被害防止対策について、暴力団対策について、

薬物対策について、少年非行の概況について、

生活経済事犯の取締り状況について、サイバー

犯罪の取締り及び被害防止対策状況について、

交通死亡事故抑止対策についてにつきましては、

縦長の総務委員会関係説明資料に記載のとおり

でございます。

続きまして、「長崎県総合計画チェンジ＆チ

ャレンジ2025」の進捗状況についてご説明いた

します。

補足説明資料「長崎県総合計画チェンジ＆チ

ャレンジ2025 施策の進捗状況調書 警察本部」

の6ページ目をお開きください。

令和3年度から本年度までの5年間を計画期間

とする「長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ

2025」に掲げる警察本部関係部分の施策及び事

業群の指標の令和6年度の進捗状況につきまし

ては、令和6年度の目標値を達成したものが5項

目、令和6年度の目標値を達成しておらず、進捗

に遅れが見られるものが1項目となっておりま

す。

今回の評価・分析の結果を踏まえ、取組の充

実・強化を図りながら、最終目標の達成に向け

て、引き続き施策の推進に努め、総合計画の実

現を図ってまいります。

続きまして、新たな総合計画の策定について

ご説明いたします。

「補足説明資料 長崎県総合計画（素案）」の

61ページから63ページとなります。

令和8年度以降の県政運営の指針となる新た

な総合計画の策定については、去る6月定例会に

おいて、「こども」「くらし」「しごと創造」

「にぎわい」「まち」の5つの柱のもと、12の基

本戦略と、その戦略に基づく施策を掲げた素案

骨子をお示しし、議論いただいたところでござ

います。

県議会や有識者による懇話会でのご議論のほ

か、県内各地域での意見交換会や市町のご意見

等を踏まえながら、内容の検討を深め、今般、

計画素案を策定いたしました。

このうち、警察本部におきましては、主に基

本戦略「安心して生活できる環境づくりを推進

する」に関連施策等を位置づけております。

基本戦略「安心して生活できる環境づくりを

推進する」では、「犯罪や交通事故のない安全・

安心なまちづくり」に関する施策を掲げており、

安全・安心を実感できる社会環境づくり、交通

安全対策、組織犯罪対策及びサイバー空間の安

全確保に向けた対策を推進し、犯罪に強く、交

通の安全が確保された安全・安心なまちづくり

に取り組んでいくこととしております。

今後も引き続き、県議会や有識者懇話会のご

意見をお伺いするとともに、パブリックコメン

ト等により県民の皆様の声をお聞きしながら、
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今年度中の計画策定に向けて検討を進めてまい

ります。

最後に、9月12日から14日までの3日間で実施

いたしました天皇皇后両陛下の行幸啓及び愛子

内親王殿下のお成りに伴う警衛警備につきまし

ては、大きな事件・事故が生じることもなく、

無事に終了いたしましたことをご報告いたしま

す。

昨今の厳しい警備情勢の中実施いたしました

今回の警備は、決して警察のみの力でなし得る

ものではありませんでした。ご協力いただいた

関係機関、団体、事業者の皆様をはじめ、沿道

や施設周辺で行いました警備に対して、ご理解

とご協力をいただきました多くの県民の皆様に、

この場をお借りいたしまして、深く感謝を申し

上げます。

以上をもちまして、警察本部関係の説明を終

わります。

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。

【鵜瀬委員長】ありがとうございます。

次に、提出のあった「政策等決定過程の透明

性等の確保などに関する資料」について説明を

求めます。

【水田警務部長】「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議に基づく資料」についてご説明いたし

ます。

横長の総務委員会提出資料警察本部の2ペー

ジ目と3ページ目をお開きください。

1,000万円以上の契約状況につきまして、令和

7年6月から令和7年8月までの実績は、資料に記

載のとおり20件となっております。

以上をもちまして、警察本部関係の説明を終

わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【鵜瀬委員長】以上で説明が終わりました。

次に、陳情審査を行います。

事前に配付しております陳情書一覧表のとお

り陳情書の送付を受けておりますので、ご覧願

います。

審査対象の陳情番号は62番です。

陳情書について、何かご質問ありませんか。

【堤委員】おはようございます。陳情62番、佐々

町からの陳情ですけども、県道佐世保鹿町線の

信号機設置についてお尋ねをしたいと思います。

令和4年度にも横断歩道への信号機設置の要

望が出されているようですけれども、交差点区

域内のために設置困難ということで、そのまま

になっているようですが、私も時々ここを通る

ことがあるんですが、本当に交通量の多い道路

で、しかも道路を横断するのに、横断歩道はあ

りますけれども、やっぱりここに信号機があれ

ばもっと安全な横断ができるのではないかと思

っているわけですけれども、この要望について

どのような見解をお持ちかお尋ねします。

【山口交通規制課長】陳情をいただいておりま

す佐々町の信号機の要望についてですが、経過

をご説明させていただきたいと思います。

令和4年度に、地元住民、佐々町、また、吉村

元県議の方からご要望をいただいて、設置につ

いての検討を行いました。

当時から、交通量、現場の道路状況について、

県道で非常に交通量が多い、駅の近くで歩行者

も多いということで、警察としましても、前向

きというわけじゃなく、実は設置するという方

向で調整をさせていただいておりました。いざ

設置する段階になりまして、資料を見ていただ

いたらと思いますが、佐々町役場の要望書の6ペ
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ージに状況写真があると思うんですけれども、

現状の横断歩道のある場所が変形の交差点とな

っております。そのままその場所につけますと、

県道の信号が赤で止まった場合、脇道の3方向か

ら横断歩道上に車が入ってくる、設置するには

非常に危険な場所というところで、移設を前提

に調整をさせていただいておりました。しかし、

やはり地元住民の方々の設置場所についてのい

ろいろなご意見がありまして、それがまとまら

ずに、その後も、吉村元県議とも調整をさせて

いただいたり、佐々町役場と話をしながらとし

ておりましたが、実はそこの場所がなかなかま

とまらずという状況でした。

これは要望いただいてから、その都度検討を

して、現場立会いや、説明をしたりしてとか、

そういった経緯なんですけれども、現状は、場

所についての意見がまとまらなかったものです

から、佐々町役場から、今回、要は現状の場所

にどうにかして信号機を設置できないかという

要望が来たということです。

よって、県警としましても、この場所につい

てはやはり信号機は必要と考えておりますが、

地元住民の意見を踏まえながら、どういう方法

が一番いいのかというところで、設置について

今後も協議を検討しているというところであり

ます。

【堤委員】ありがとうございます。地元の意見

がまとまらないけれども、信号機は必要との認

識でいるという、そういうご答弁だったんです

が、県警として、今の場所への設置が非常に難

しいのであれば、代替案などは幾つか示されて

いるんでしょうか、お尋ねします。

【山口交通規制課長】現状の場所についての県

警の見解なんですけれども、これについては、

今のところ、歩行者の安全を守るための押しボ

タン信号を設置と考えています。しかしそれを

設置する上で問題、要は、歩行者の危険性があ

る、脇道からの車ということは、今、お話しさ

せていただいてる分は、脇道からの流入をどう

にかして抑制する方法がないかという部分です。

具体例で言いますと、例えば一方通行化とか、

この脇道から県道には流入できないよと、当然

それについては脇道がほかにあって、ほかに県

道に入れる道があるかどうか、そういった部分

もあるんですけれども、歩行者の安全を守るた

めに、脇道からの流入をどうすればより安全に

できるかという部分をご提案させていただいて

いる、今後もそれを一緒になって検討していく

という考えです。

【堤委員】ありがとうございます。歩行者の安

全が第一ということで、なかなか難しいケース

だと思いますけれども、地元の住民の皆さんが

安全に歩行できるような、横断できるような方

策を進めていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

【鵜瀬委員長】ほかに質問ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【鵜瀬委員長】ほかに質問がないようですので、

陳情につきましては承っておくことといたしま

す。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問はありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【鵜瀬委員長】質問がないようですので、次に、

議案外所管事務一般について、ご質問はありま

せんか。

【山田委員】「犯罪なく3ば運動」について伺い
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たいと思っております。

私は、9月21日の日曜日に「世知原スポレク

2025」に参加をさせていただきました。その際

に、江迎署の皆様においでいただきまして、パ

トカーとキャッチくんと、あといろいろ犯罪を

なくすためのグッズもお配りいただいておりま

した。そして何より町民運動会なんですけれど

も、制服を着て1チーム、江迎署がチームになっ

て参加をいただきまして、私も綱引きをしまし

たけど負けました。警察の皆さんには負けたん

ですが、そういった形で地域に入って活動いた

だいていたことに非常に敬意を表するところで

あります。

そこで、この世知原町が今回、「犯罪なく3ば

運動」のモデル地区になっているということで

ありました。私が言うまでもなく、広く県民に

は知られている「犯罪なく3ば運動」～カギかけ

んば ひと声かけんば 見守りせんば～というこ

の運動でありますが、県下のモデル地区設定状

況、設置状況とか、今まで何年かやってきてい

ると思うんですが、目に見えて犯罪率が下がっ

たりというのは、その地区別で難しいと思いま

すが、効果など、あと先ほど冒頭申し上げたよ

うに、地元の方々との交流によるいろいろない

い効果が出ていると思いますが、そういったこ

とを併せてご報告いただきたいと思います。

【朝末生活安全企画課長】委員の質問について

ご説明したいと思います。

まず、「犯罪なく3ば運動」は、警察、県、教

育委員会が主唱しまして、県民の自主防犯意識

の向上を目的として、平成25年から実施してい

る運動でございます。運動は、「カギかけんば

ひと声かけんば 見守りせんば」の3つをスロー

ガンにして、県民の施錠意識の向上、地域にお

ける連帯感や絆の醸成、規範意識の向上、自主

防犯意識の向上を図るものでございます。

この「犯罪なく3ば運動」につきましては、ま

ず推進モデル地区、もう一つが推進モデル校、

あと推進モデル事業所という3種類の種別を設

けまして、まず江迎署につきましては、「犯罪

なく3ば運動」推進モデル地区ということで、世

知原地区を指定していただいております。

設置する効果ということについてのお伺いか

と思いますけども、やはり地区を指定すること

によりまして、この地区の方々、あるいは警察

署管内の方々の自主防犯意識というものが、非

常に向上しているのではないかと思っておりま

す。

なお、引き続き、この「犯罪なく3ば運動」に

つきましては、各警察署で強力に取り組んでい

きたいと思っております。

【山田委員】推進モデル地区と推進モデル校と

推進モデル事業所があるということでありまし

たが、警察署が今20署ぐらい、どれぐらいです

かね、警察署の数に合わせて1地区モデル地区を

設定しているという理解でよろしいですか。

【朝末生活安全企画課長】委員の質問について

ご説明します。

「犯罪なく3ば運動推進モデル地区」は、10警

察署、「犯罪なく3ば運動推進モデル校」は1警

察署、「犯罪なく3ば運動推進モデル事業所」は、

11警察署、県下22警察署全てに「犯罪なく3ば運

動」のモデル地区、あるいはモデル校、あるい

はモデル事業所、どれか一つを指定してるよう

な状況です。

【山田委員】推進地区というのは、大体理解し

やすいと思うんですけど、推進事業所というの

は、どういったところをもって推進事業所に。

いっぱい事業所がある中で、どういったことで

選んでるのかと、推進校1校だけということであ
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りましたので、ご紹介をいただければと思いま

す。

【朝末生活安全企画課長】まず、推進モデル事

業所につきましては、地区において、事業所と

警察が合同で「犯罪なく3ば運動」を推進すると

いう目的で設置している事業でございまして、

県下11警察署が指定しております。

具体的な広報としましては、鍵かけなどを呼

びかける広報啓発活動ですとか、事業所利用者、

来訪者への声かけ活動、あるいは従業員による

見守り活動を推進しております。

あと、「犯罪なく3ば運動推進モデル校」は、

大村警察署管内の大村工業高校を指定しており

ます。指定理由につきましては、自転車盗の被

害が県下でも多いということで、大村工業高校

を指定しております。

【山田委員】推進校で大村工業高校ということ

でありますが、佐世保からも通ってる子が結構

いて、駅から自転車、その自転車の盗難が結構

多いということで推進校になっているという理

解でいいんですかね。

【朝末生活安全企画課長】やはり大村という土

地柄で、どうしても無施錠の自転車が多い地区

ですので、やはりこういった施錠の意識という

ものを高めていただくために、大村工業高校を

「犯罪なく3ば運動推進モデル校」として指定し

ております。

【山田委員】最後にしたいと思うんですが、事

業所のイメージが全然わかなくて、例えば、長

崎なら三菱さんとか、ある程度大きいところと

取り組んでいるのか、事業所の数はいっぱいあ

るじゃないですか、どういう基準で事業者を選

んでるかどうかを教えていただきたいんですけ

ど。

【鵜瀬委員長】 暫時休憩いたします。

― 午前１０時２４分 休憩 ―

― 午前１０時２５分 再開 ―

【鵜瀬委員長】再開します。

【朝末生活安全企画課長】「犯罪なく3ば運動」

の推進モデル事業所の設置基準ということでご

説明させていただきたいと思います。

具体的には、県民と接触する機会が多い事業

所、例えば具体的に言いますと、タクシー事業

者ですとか、あとヤクルト事業者、各戸を訪問

しますので、あとは地元のスーパーですとか、

銀行なども一応モデル事業所に指定していると

いう状況でございます。

【鵜瀬委員長】ほかに質問はありませんか。

【川崎委員】おはようございます。お聞き苦し

いことをおわび申し上げます。すみません。

特殊詐欺対策についてお尋ねいたします。部

長説明だったと思いますが、架空料金請求詐欺

が46件、オレオレ詐欺が41件、2つの手口で全体

の約74％と大半を占めるということでありまし

たが、確認ですけど、被害者への最初の接触、

これは電話でしょうか、お尋ねいたします。

【吹田組織犯罪対策課長】本年6月末において、

県内におけるニセ電話詐欺の認知件数は、全体

で117件ございます。被害総額は約2億5,900万円

となっております。このうち架空料金請求詐欺

が46件、前年同月比でマイナス17件、全体の約

39％を占め、オレオレ詐欺が41件、前年同月比

でプラス37件で全体の35％を占めています。

ニセ電話詐欺の認知件数117件のうち、被疑者

から被害者への連絡については、被害者の携帯

電話への連絡が51件、固定電話の連絡が21件、

メールによる連絡が12件、その他による接触が

33件となっております。

このうち、架空料金請求詐欺の46件について
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ですけれども、携帯電話の連絡が13件、メール

による連絡が7件、その他による接触が26件とな

ります。

オレオレ詐欺の41件につきましては、携帯電

話への連絡が38件、固定電話の連絡が2件、メー

ルによる連絡が1件となります。

【川崎委員】後でペーパーでいただければと思

いますが、やっぱり電話が多いんですね。携帯

がやっぱり多いような感じがいたします。

よって、対策として、電話がつながりにくい

環境づくりの推進ということで説明があってお

りますが、具体にどういった取組がなされてい

ますでしょうか、お尋ねいたします。

【朝末生活安全企画課長】川崎委員のご質問に

回答したいと思います。

本年6月末現在で見ますと、全国的に増加して

いるニセ電話詐欺被害の特徴といたしまして、

電話番号の一番の頭が、「＋」から始まる国際

電話番号で着信してくるケースが大半でござい

ます。

そこで警察としましては、この種の電話から

の着信拒否の対策の一つとしまして、国際電話

の発信、着信の休止手続の普及広報に努めてい

るところでございます。

そのほか、以前から周知しておりますナンバ

ーディスプレイ、ナンバーリクエストサービス

の普及促進についても、引き続き対策を行って

いく所存でございます。

【川崎委員】「＋」から始まる番号は確かに見

覚えがありますね。出ませんけど。そこはしっ

かり皆さんに周知していただいて、こういった

手口にかからないようにお願いしたいなと思い

ます。

以前、固定電話の録音機の貸出制度というの

があったと思いますが、今も継続しているんで

しょうか。当時設置された方の被害はゼロとい

うことで非常に効果が大きかったと認識いたし

ておりますが、現状をお尋ねいたします。

【朝末生活安全企画課長】委員からの質問に回

答したいと思います。

これまで本県では、自動通話録音機を貸し出

した世帯からニセ電話詐欺被害に遭ったという

届出はあっておりません。

【川崎委員】現在もその制度は継続してあると

いうことで、被害はゼロということですね。で

あれば、これはたしか貸出台数を限定されてい

たと思っているんですけど、これを少し増やし

たりして、皆様に積極的にこの効果をアピール

しながら活用していただく、今、そのような取

組になっているんでしょうか。

【朝末生活安全企画課長】現在、この自動通話

録音機につきましては、県下で使用可能な数と

いうのが829台ございます。そのうち約70％の

573台を22警察署を通じて貸出しをしてござい

ます。

【川崎委員】829台あって、573台が貸し出され

ていると、随分余っていますね。100％貸し出し

て、被害防止に努めるべきだと思いますが、な

ぜ余らせているんですか。

【鵜瀬委員長】暫時休憩いたします。

― 午前１０時３２分 休憩 ―

― 午前１０時３２分 再開 ―

【鵜瀬委員長】再開します。

【朝末生活安全企画課長】貸出し率が70％とい

うことで、残る数百台が余っている状態でござ

いますけども、これにつきましては、県民の方

からの要望がありませんでしたので、残りの

30％が現在余っているという状況でございます。

【川崎委員】要望がなかったというのは、ご存
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じない方もいらっしゃるんだろうと思います。

積極的に、宝の持ち腐れですよ、十分活用して、

100％に近づけて、そして被害防止に努めていた

だきたいと思います。

次に広報啓発の件なんですけど、これは非常

に重要だと思っていまして、いろんな場面で私

も目にしていまして、非常に頑張っていただい

ているなということで感謝申し上げたいと思う

んですが、ただ、詐欺に遭われた方はまさか自

分が被害に遭うとはと、こういったケースもあ

ると聞いています。まさか自分がと、それぐら

い巧妙なんだろうと思いますが、その人も分か

っちゃいるけど、どうしてもそういうふうに被

害に遭ってしまうということであります。きち

んとその人に刺さる広報というか、これは詐欺

なんだといったところがぴしゃっと分かるよう

な広報、そういったところに、いま一歩、工夫

が必要なんだろうと思いますが、いかがでしょ

うか。

【朝末生活安全企画課長】委員ご指摘のとおり、

自分はだまされないなどと、自分自身のことと

して捉えられていない状況にございまして、さ

らなる危機意識の醸成と、具体的な行動変容に

向けて、広報についても工夫が必要ではないか

と認識しております。

具体的には、単にニセ電話詐欺に注意してく

ださいとの広報ではなく、被害者の年齢に応じ

た情報発信方法の選択ですとか、あるいは、犯

行手口や内容に応じた具体的抑止方法の伝達、

また、本人自身の行動を変えられない場合もあ

りますので、家族や知人、あるいは金融機関や

コンビニエンスストアにおける水際での防犯対

策など、県民の皆様の行動変容を促す施策を意

識した広報啓発に努めてまいりたいと思ってお

ります。

【川崎委員】徹底研究を、本当に響く広報、刺

さる広報にしっかりとお取り組みいただきたい

と思います。

次に、熱中症対策についてお尋ねいたします。

夏の参議院選挙のときも、多くの要人の方が

こられて、警備の方が本当に大変頑張っていた

だいておりました。8月9日の原爆の日もしかり、

先般の行幸啓のときもしかり、本当に炎天下の

中で、事故がないように、事件がないようにと

いうことで一生懸命取り組んでおられて、改め

て感謝を申し上げたいと思います。

そういった酷暑、また、屋外での勤務に当た

って、署員の皆様、警備の皆様、熱中症対策と

いうのはお取りになっているのか、お尋ねいた

します。

【園田厚生課長】暑熱対策、熱中症対策なんで

すけれども、まず熱中症とはどういうものか、

そういうことの正しい知識を職員に提供してお

ります。その後、熱中症に対して、例えば、健

康管理の徹底、水分補給、休憩の徹底、暑熱順

化いわゆる暑い環境に徐々に慣れていくという

対策、あと熱中症リスクの把握ということで、

暑さ指数計を配分するなどして予備知識を与え

ております。その後、各部門において、いろん

な勤務形態がありますので、それぞれに応じて

警察職員としての品位を損なわない、制服等に

調和した外見及び装備方法、事故防止に配慮し

た防暑対策品、これをあらかじめ警部以上の階

級の者が承認した上で、例えば、保冷剤やネッ

クリング、冷却ベスト、ドリンクホルダーなど

を活用して熱中症防止に取り組んでおります。

【川崎委員】ありがとうございます。やはり外

観でも抑止力を働かせるために、本当に規律正

しくちゃんとされているということについては、

本当に改めて敬意を表するわけでありますが、
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見ていると、本当に大丈夫なのかというぐらい

長時間炎天下の中で仕事をされてる方も多くい

らっしゃいます。

先ほど、冷却付ベストという話がありました

けど、よく建設現場ではファンがついている作

業服、こういったのを着用をされておられます

が、他県の警察では採用されてるところがある

ように聞いていまして、こういったものは効果

的だと思うんですけど、長崎県ではいかがでご

ざいましょうか。

【森田装備施設課施設管理室長】お答えします。

ファン付きのベストタイプのものを本県警で

も導入しております。

【川崎委員】かなりの台数、皆さん大体装備さ

れて、皆さん着用されている感じでしょうか。

【森田装備施設課施設管理室長】同ベストにつ

いては、令和5年10月に正式に採用しておりまし

て、現在では486着を配分しております。主に地

域課の地域警察官向けに配分しているところで

ございます。

【川崎委員】486着というのが適正数量かどうか

分かりませんけど、参議院選挙のときにはいろ

んな要人の方が来られて、警備の方が、まさに

皆様のような服装で立っておられた方が大半だ

ったと思って、そんなファン付きのベストを着

ているような方は1人もお見受けすることはな

かったんですよ。日頃の訓練で鍛えられて、大

丈夫だということであろうかと思いますが、い

かんせん異常な天気でありますので、そこは警

察官の皆様の健康状態も考えて、しっかりとそ

こは対策を講じていただければと思います。外

観がきちっとされていることは非常にありがた

いんですが、もうそんなこと言っていられない

ぐらいの大変な気象なので、ぜひよろしくお願

いいたします。

次に、ＤＮＡ鑑定についてお尋ねいたします。

佐賀県で、極めて深刻なＤＮＡの不正鑑定が

行われていたと報じられておりまして、県議会

でも大分議論がされているようでありますが、

捜査上の証拠の決定でありますＤＮＡ鑑定の不

正が行われていたというのは、本当に許される

ことではないと思っています。

まず、長崎県警におきまして、過去5年間、Ｄ

ＮＡの鑑定件数がどの程度か、お尋ねいたしま

す。

【平井刑事部長】ＤＮＡ型鑑定件数ということ

ですけど、ＤＮＡ型の過去5年の鑑定数は、令和

2年が2,134件、令和3年が2,347件、令和4年が

2,359件、令和5年が2,528件、令和6年が2,162件、

本年は8月末現在で、1,173件となっております。

【川崎委員】相当な件数ですね。すみません、

想定より桁が多くてびっくりしました。

令和2年で2,134件、令和5年は2,528件、相当

数の数でありますが、鑑定の体制というのはど

うなっているんでしょうか。何名でされている

のか。

【平井刑事部長】現在、科捜研のＤＮＡ鑑定、

法医係となりますけれども、ここは警視級の調

査官以下5名で体制を取っております。

【川崎委員】5名で、恐らく、事件があって早急

にＤＮＡ鑑定を求められたりすると、昼夜問わ

ず頑張っておられると思うんですが、十分な体

制ですか。お尋ねします。

【平井刑事部長】一応、今のところは、現状で

足りているような状況ですけど、ただ、定年、

あるいはうまく採用しないと、凸凹になります

ので、そこについて、県の財政当局にもお願い

して、若干の増員をお願いしているところであ

ります。

【川崎委員】細かい話ですけど、何か国家資格
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とか、そういったものが必要なんですか。

【平井刑事部長】まず採用の段階で、大学の医

学部、薬学部、工学部、これらで基本的な知識

を持った人、こういった者の応募をかけており

ます。

採用後は、半年ほどいたしますと、千葉県の

柏にあります科学警察研究所、ここにそういう

鑑定官の養成等のコースがあります。そこに入

所していただき、国家資格というか、警察内部

的なものになりますけれども、そこでしっかり

した研修を受けて、資格を取って鑑定すること

になっております。

【川崎委員】医学部、薬学部、工学部などを卒

業された方、人材確保が大変な時代になってく

ると思いますので、そこはぜひ長期の視点で体

制をしっかり整えていただいて、あってはなら

ない話ですけど、佐賀県のようなことがないよ

うな感じで目配せしていただければと思います。

最後に、残念な話ですけど、綱紀粛正につい

てお尋ねいたしますが、先般、賭けマージャン

で警察官の方が5人書類送検されたということ

が報じられておりまして、本当にゆゆしき自体、

非常に苛酷な勤務の中で休みぐらいゆっくりさ

せてよと、気が緩むんだろうと思いますが、法

を犯したらいかんですよね。警察官の方が法を

犯しちゃいけない。この遵法意識をしっかり持

っていただきたいなと思っていますが、どう綱

紀粛正を図るのか、お尋ねいたします。

【橋元監察課長】お答えいたします。

委員ご指摘の事案につきましては、県南地区

の警察署に勤務する男性警部ら5名の警察官が、

令和5年から約2年間にわたって十数回、それぞ

れ金銭をかけてマージャン賭博をしたものです。

複数の職員が関係した法令違反行為が発生した

ことについては、誠に遺憾であり、大変重く受

け止めております。

綱紀粛正についてですけども、本来、犯罪抑

止を図り、犯罪を取り締まる立場の警察官が、

法令違反行為である賭博を行ったことについて

は、まさに遵法精神の欠如からくるものであり、

あってはならないゆゆしき事態ということは、

ご指摘のとおりでございます。

このような警察官による法令違反行為は、県

民の期待を裏切り、信頼を失墜させるものです。

これまでも、あらゆる機会を通じて、全職員に

対して、遵法精神はもとより、警察職員として

の誇りと使命感を醸成させる指導教養を行って

きましたが、改めて、あらゆる機会を通じて、

指導教養を徹底したいと思います。

なお、全国的にもオンラインカジノなど、ゲ

ーム感覚で賭博に手を出しているという現状も

ございます。こういった現状を踏まえ、効果的

な不適切事案防止対策を行うため、その取組が

形式的に流れることなく、他人事感覚の払拭や

行動の変容を促すような教養を行い、職員の規

律違反や高い倫理観の醸成を図っていく所存で

ございます。

【鵜瀬委員長】ほかに質問ありませんか。

【堤委員】資料の方に、ニセ電話詐欺の被害状

況が、6月末現在の3年間示してありますけれど

も、様々な被害がありまして、先ほど質問があ

ったように、本当に増えているところだと思う

んですが、年間で見ても、これは9月定例会は6

月末現在で示されていますが、過去5年間ぐらい、

1年間にどのぐらいあったのかを見ますと、本当

に右肩上がりで増えてきてるというのがあって

非常に驚いています。

ニセ電話詐欺というのもありますけど、特に

最近、報道でフィッシング詐欺の被害が非常に

増えているというのがありました。サイバー犯
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罪に含まれると思うんですが、フィッシング詐

欺被害などについては、被害の状況を示すよう

な資料などはないのかどうか、お尋ねしたいと

思います。

【奥野サイバー犯罪対策課長】委員の質問にお

答えします。

フィッシングということなんですけども、最

近では、証券口座が乗っ取られるという手口が

ありまして、これが多くの場合フィッシングを

きっかけとして乗っ取りが行われています。

この証券口座乗っ取りの手口についてお話し

しますと、まず証券会社を装ったメール、これ

をまずは不特定多数の人にメールで送信します。

これはＵＲＬ付のメールです。このメールを受

け取った方で証券口座をお持ちの方であれば、

本当のメールだと認識されて、ＵＲＬにアクセ

スすると、正規ではない偽のフィッシングサイ

トに誘導されます。この偽サイトがフィッシン

グサイトなんですけども、これは証券口座を利

用するためのＩＤやパスワード、こういったも

のの入力を求める偽のサイトになっています。

これに入力してしまうと、犯人側に証券口座に

不正アクセスされて、口座が乗っ取られてしま

う、こういった実態があります。

長崎県内におきましては、証券口座の乗っ取

り被害を8月末現在で10件確認しております。

【堤委員】証券口座の乗っ取りは、8月末現在で

10件というお話ですけれども、フィッシング詐

欺になるかと思うんですけど、パソコンとかス

マホで、なりすましというか、偽のものが来て、

それをクリックするとカード情報とか、いろん

な情報が読み取られてというのがあるかと思う

んですが、私も実は2年ぐらい前に、「荷物を届

けに来ましたが不在だったので持ち帰りました。

詳しくはこちら」というショートメールが来た

んです。冷静に考えれば、配送会社からの連絡

は、メールやＬＩＮＥで来るはずなんですが、

そのときちょうど入院をしていて、何日も家を

空けていたために、慌てて、何だろうと思って

クリックしたら、カード情報が読み取られて、

そして、いろいろカードを使われたんです。そ

のときはゲームの課金に何回か使われたようで、

ぱっと気づいて、すぐにカード会社に連絡をし

て止めてもらって、被害はなかったんですけれ

ども、そういう被害というのは非常に多いんじ

ゃないかなと思っています。

先ほどの、電話の詐欺も、「＋」から始まる

番号は危ないとかというお話がありましたけど、

出なければ被害はないわけですが、何か余裕が

ないときとか、いろんなときに思わず引っかか

ってしまうということがあると思うんですが、

そういう被害というのは、なかなか数字として

出てこないものなんでしょうか。証券口座の乗

っ取りということでは10件あったというお話が

ありましたけれども、そういう被害も、実は住

民の皆さん、県民の皆さんの中にたくさんある

のではないかと思っているんですが、その辺は

いかがでしょうか。

【奥野サイバー犯罪対策課長】フィッシングに

関わる数値なんですけども、フィッシングは、

地理的に制約のないサイバー空間で行われるた

め、長崎県内のフィッシング件数といった県民

に向けられたフィッシングの件数をお示しする

ことは難しいところなんですけども、ただ、フ

ィッシング件数の本県の報告件数ということで

申し上げますと、県警の事件捜査の過程で判明

したフィッシングサイトの件数であったりとか、

大学生ボランティア等の活動を通じて発見した

フィッシングサイト、そういったものをインタ

ーネットホットラインセンターというところに
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通報するんですけども、こういったものを合わ

せて81件の報告をしているというような実態で

ございます。

【堤委員】ありがとうございました。サイバー

空間での犯罪ということで、なかなか掴めない、

報告として被害が上がってくれば確認ができる

ということでした。

総合計画の素案にも、そういうサイバー犯罪

に対するこれからの取組がまた示されているよ

うですけども、本当にこれからどんどんそうい

った犯罪が増えてくるのではないかと、対策、

予防というのがなかなか追いつかないというか、

そういうところのご苦労もたくさんおありかと

思いますけれども、本当に県民に寄り添った安

全対策をよろしくお願いしたいと思います。

それから、先日、女神大橋で大型トレーラー

が乗用車に追突して、トレーラーの運転手が亡

くなるという大変痛ましい事故がありました。

いろいろ後から報道されているものを聞きます

と、まだ捜査は十分に進んでいないと思います

けれども、乗用車の方が30分近く橋の上に、駐

停車禁止にもかかわらず、停車をしていたとか、

あるいは、最初はハザードランプをつけていた

けれども、途中から無灯火だったとか、そうい

うことだと本当に危険で、トレーラーの運転手

の方も夜間の大変見えにくい状況の中での事故

ということで、トレーラーは何とか橋の上で留

まりましたけれども、運転手が海に落ちてしま

ったということで、本当にこういう事故という

のは、どこでどういうふうに起こるか分かりま

せんけれども、防いでいかないといけないとは

思うんですが、監視の担当の人がちょっと席を

外していて、別の業務をされていたということ

があります。公社の方でそれはされているとい

うことで、警察本部とは直接関わりはないかも

しれないですけれども、これからの安全対策と

いうことで、いろいろなお考えとか、これから

のことは決まっていないかもしれないんですけ

ども、今の時点でお話ししていただけることが

あれば、ご報告いただきたいと思います。

【吉岡交通指導課長】お答えをいたします。

委員ご指摘のとおり、9月13日、午前3時頃、

長崎県戸町の女神大橋上でトレーラーと乗用車

が衝突しまして、トレーラーの運転手が死亡す

るという事故が発生しております。

事案の詳細につきましては、捜査中の事案で

もありますので、お答えを差し控えさせていた

だきますが、警察としましては適正な捜査を行

いまして、法と証拠に基づいて適切に対応して

まいりたいと考えております。

【堤委員】捜査中の事案なので、その事故につ

いてはそういうご答弁だと思うんですが、安全

対策というか、これからそういう事故を防いで

いくための方針とかいうのは、今のところはお

持ちではないということなんですか、決まって

いないから、まだちょっと述べることはできな

いと、そういうことでしょうか。

【田川交通部長】今の委員のご質問の内容であ

りますけれども、交通指導課長がお話ししまし

たとおり、事故の真相につきましては、ただい

ま捜査中ということでありますけれども、事故

の内容につきまして精査しまして、これが今後

新たな対策が必要なものでありましたら、交通

安全対策を今後やっていきたいと思いますし、

今までも発生した交通事故につきましても、そ

れぞれ分析いたしまして、交通安全対策を重ね

ているところでございます。

今回の事案につきましては、もうしばらく時

間をいただきまして、新たなことが分かりまし

たら、今後これを教訓といたしまして、二度と
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と同じような事故が起こらないように対策を行

っていきたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。

【鵜瀬委員長】ほかに質問はありませんか。

【山本委員】1点だけお伺いします。先ほどの堤

委員の続きになりますけど、フィッシング詐欺

の関係なんですけれども、先般の新聞記事の中

には、証券口座の乗っ取りが増えている、ほと

んどがフィッシング詐欺だと、その中で、いわ

ゆるリアルタイムフィッシングということで、

ワンタイムパスワードであってもそれを擦り抜

けられたということが書いてありました。そも

そも偽サイトですから、偽サイトに入ること自

体が問題ではあるんですけれども、多段階認証

というんですか、その中でのワンタイムパスワ

ードというのがそこでは効かなかったというこ

とになるのかなと理解をしたんです。

先ほど、今後の防止対策ということにもなり

ますけれども、固定電話に関するニセ電話詐欺

に関しては、録音機付の機能をつけることによ

ってゼロになったということなんですけど、こ

ういうフィッシング詐欺に関して、こういうサ

イトが来たら駄目ですよということ以外に、何

か防止策があるのか、そこをお伺いしたいです。

【奥野サイバー犯罪対策課長】ただいまの委員

のご指摘のとおり、昨今はリアルタイムフィッ

シングという手口で、ワンタイムパスワードさ

えも盗まれるケースの報告がなされております。

リアルタイムフィッシングというのは、ワン

タイムパスワードの偽の入力画面を表示させて、

ワンタイムパスワードさえもリアルタイムに盗

んでしまうといった手口になります。

対策ですと、やはりワンタイムパスワードの

偽の入力画面、いわゆるフィッシングサイトの

入力で盗まれますので、フィッシング詐欺に遭

わないための対策として、電子メールやショー

トメール内のリンクを安易にクリックしない。

また、企業の公式サイトとか、前もってブック

マークしておいたアプリ、ここから口座にアク

セスをしていただく。あとは企業が提供してい

る多要素認証をご利用していただくという被害

防止対策を採っていただく必要があります。

警察では、このような被害防止対策の周知を

図るために、県内各地での警察職員による防犯

講話であったり、ＳＮＳをはじめ、様々な媒体

を活用した情報発信活動を行って、被害防止に

努めているところであります。

【山本委員】これもつい先日の新聞なんですけ

ど、こういったフィッシング詐欺件数が、1月か

ら6月で119万件と載っておりました。これを受

けて、総務省が、いわゆるインターネット関連

の業界団体にメール対策の強化を要請したとい

うことで、迷惑メールのフィルタリング、そう

いったものを強化していくという話がありまし

た。

実際、私自身も迷惑メールということでフィ

ルタリングされたやつが出てくるんですけれど

も、それじゃないやつが入ってきてしまうんで

すね。ですから、今、国の方がそういう形で迷

惑メールのフィルタリングというんですか、そ

れを強化しようとしているということでござい

ますので、一番いいのは、それが入ってこない

のが一番いいことだと思いますので、そういっ

たところについて、国とか、総務省とか、そう

いう業界の方と、すぐできるかどうか分かりま

せんけど、先ほどの録音機付固定電話のような

形で、それを開かないでくださいじゃなくて、

そもそもそういうのが届かないような形のもの

になっていけばいいなと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。
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【鵜瀬委員長】ほかに質問はありませんか。

【中村(俊)委員】フィッシングサイトの話が出

ていたので、私が以前この委員会で、いろんな

手を替え品を替え、様々な手法で消費者の方々

をだますようなものを、情報発信をしていただ

いて、なるべく防止に努めてくださいというお

願いをさせていただいたんですが、先ほど来、

フィッシングサイトの詐欺のお話が出ておりま

す。やっぱりどうしても最終的には、自分の身

は自分で守るしかないのかなという気もします。

そんな中で、私の経験則から申し上げると、

例えば、自分が関わっているいろんなメールが

来ますけれども、証券会社であったり、保険会

社であったり、いろんなものが来る。まずは自

分がどういうものに加入しているのかというの

を、まず自分が知らなきゃいけないですし、例

えば私の場合、ＪＡバンクには入っていないん

ですけど、ＪＡバンクからという名目でメール

が届きます。これはほとんど詐欺ですよね。だ

から常に、報告をするという機能がありますの

で報告をするんですけど、それでもまた来ると

いう、いたちごっこみたいな感じにはなってお

ります。

そんな中で、送信元のアドレスをクリックす

ると、大体何となく、これはもうフィッシング

だなと、そういうのを見てると、何となく選別

ができるようになってくると私は思っているん

ですけれども、そういうのも含めて、本来であ

れば、高齢者の方だったら、ご家族がそういう

のを教える立場にあるのかもしれませんけれど

も、だまされにくい方法を、サイバー対策、広

報は別になるんでしょうけれども、そういう発

信というのはできないでしょうか、いかがでし

ょうか。

【奥野サイバー犯罪対策課長】委員ご指摘のと

おり、メールは頻繁に入ってくるということは

承知しております。一つの手法として、メール

の着信拒否設定をするという手法がありますの

で、そういったものについては、当課でもＬＩ

ＮＥといった情報発信媒体を持っていますので、

この媒体、ほかには紙媒体、自治会を通じた回

覧、こういったものを活用しながら、広報に力

を入れていきたいと思います。

【中村(俊)委員】ありがとうございます。

あと、今お話を伺っていてもう一つ思い出し

たんですけど、よくＳＮＳ、フェイスブックと

か、インスタグラムとか、いろんなものがあり

ますけれども、そういったもので、いわゆるな

りすましで、友達の友達からの申請というよう

な形でも参ります。私たちというか、今の子ど

もたちはそれこそデジタルネイティブなので、

そういう防止の仕方も分かっているんでしょう

けれども、やっぱりちょっと慣れていらっしゃ

らない、ＳＮＳを始められた年齢が、一定お年

を召した方とかは、お友達申請が来ると、あま

り危険性を感じずに受け入れてしまうと、そこ

でつながってしまうと、今度は設定が甘いもの

ですから、その方がつながってる方々に、その

人を起点にして、またなりすましの方が、例え

ば、私が今度、ネットを使った大会に応募しま

したので投票してくださいとか、いろんな手法

で、またそこからその人の本当のお友達をだま

しに来るということもあるので、できれば、こ

れは警察の方々にお願いすることはできないん

でしょうけれども、当然、ＳＮＳの運営会社も

注意を促してますけども、どうしてもそんな詳

細まで読まない方もやっぱり多くいらっしゃる

ので、やっぱりＳＮＳに慣れていない方々に対

しても、それは使ってる我々もしなきゃいけな

いですけど、そういった形で注意喚起を、ぜひ
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やっていただければと思っています。よろしく

お願いします。

【鵜瀬委員長】ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【鵜瀬委員長】ほかに質問がないようですので、

警察本部関係の審査結果について整理したいと

思います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時 ７分 休憩 ―

― 午前１１時 ８分 再開 ―

【鵜瀬委員長】委員会を再開いたします。

これをもちまして、警察本部関係の審査を終

了いたします。

引き続き、出納局、各種委員会事務局関係の

審査を行います。

しばらく休憩し、11時20分から再開します。

― 午前１１時 ９分 休憩 ―

― 午前１１時１９分 再開 ―

【鵜瀬委員長】委員会を再開いたします。

これより、出納局及び各種委員会事務局関係

の審査を行います。

なお、中尾議会事務局長から欠席する旨の届

けが出ておりますので、ご了承をお願いいたし

ます。

それではこれより、委員会による審査に入り

ます。

出納局及び各種委員会事務局においては、今

回、委員会付託議案及び陳情がないことから、

関係局長より所管事項についての説明を受けた

後、提出資料についての説明を受け、議案外所

管事務一般についての質問を行うことといたし

ます。

人事委員会事務局長より、所管事項説明を求

めます。

【小畑人事委員会事務局長】人事委員会事務局

関係の所管事項についてご説明いたします。

初めに、「総務委員会関係説明資料」の2ペー

ジをご覧ください。

令和7年度県職員採用試験についてでありま

すが、大学卒業程度の「行政Ａ」など、16職種

に係る試験、社会人経験者の「行政」など10職

種に関わる試験を実施し、8月25日に最終合格者

を発表いたしました。

次に、「総務委員会関係説明資料（追加1）」

の2ページをご覧ください。

警察官Ⅰ類（男性・女性）Ａ試験を実施し、

9月16日に最終合格者を発表いたしました。

受験者数、合格者数及び競争倍率につきまし

ては、それぞれ記載のとおりであります。

改めまして、「総務委員会関係説明資料」の

2ページをご覧ください。

このほか、短大卒業程度試験、高校卒業程度

試験、警察官Ⅲ類（男性・女性）試験、障害者

を対象とした試験の実施予定につきましては、

それぞれ記載のとおりであります。

以上をもちまして、人事委員会事務局関係の

説明を終わります。

【鵜瀬委員長】ありがとうございます。

次に、提出のあった「政策等決定過程の透明

性等の確保などに関する資料」について説明を

求めます。

【山道会計課長】「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出いたしま

した出納局・各種委員会事務局の資料について

ご説明をいたします。

資料の2ページをご覧ください。

出納局所管の1,000万円以上の契約について、
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令和7年6月から令和7年8月までの実績は、記載

のとおり9件となっております。

また、入札結果につきましては、3ページから

11ページの記載のとおりでございます。

以上でございます。

【鵜瀬委員長】ありがとうございました。

以上で説明が終わりましたので、これより、

議案外所管事務一般に関する質問を行います。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問はありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【鵜瀬委員長】質問がないようですので、次に、

議案外所管事務一般について、ご質問はありま

せんか。

【山本委員】職員の採用試験に関連してちょっ

とお伺いしたいんですけれども、こちらに結果

が出ているんですけれども、近年、なかなか公

務員の成り手が少ないという話がある中で、長

崎県における近年の受験者数とか、倍率の推移

というのをちょっと教えていただけますでしょ

うか。

【田邑職員課長】長崎県採用試験についてでご

ざいますけれども、一番採用予定数が多い大卒

程度の試験について申し上げますと、Ａ試験、

Ｂ試験がございますが、Ａ試験、Ｂ試験を合わ

せた実績で申し上げますと、令和4年一次試験の

受験者が、令和4年611名、令和5年548名、令和

6年647名、令和7年555名となっております。

なお、最終合格者は、令和4年184名、令和5年

177名、令和6年241名、令和7年が229名でござい

ます。

なお、競争倍率につきましては、令和4年3.3

倍、令和5年3.1倍、令和6年2.7倍、令和7年2.4

倍となっております。

【山本委員】ありがとうございました。

一方で、近年、合格をしたんだけれども、最

終的に辞退をしている方が増えているというこ

とが話題になっていまして、日経新聞だったか

と思いますけれども、都道府県の2023年度の辞

退率が34％という資料があるんですけれども、

本県における辞退者の推移というのはどうなっ

ているでしょうか。

【田邑職員課長】先ほどと同じ、大卒Ａ、大卒

Ｂを合わせたデータになっておりますけれども、

令和4年で辞退率が21.2％、令和5年で36.2％、

令和6年37.3％、本年度は、8月末時点で実際に

22名の辞退があっております。

【山本委員】ありがとうございました。

公務員の成り手不足を解消するためには、ま

ず受験者数自体を何とかして増やす必要がある。

一方で、辞退者数は減らさないといけないとい

う課題になるかと思うんですけれども、他県と

か他市の事例を見ると、それぞれまずは受験者

数をとにかく増やさんことにはどうもならんと

いうことで、受験者増に力を入れているところ。

それから、受験者を増やそうというところと、

それから、並行でしょうけれども、辞退者をと

にかくキープしようという動きをしているとこ

ろがあるようですけれども、本県において、受

験者増の取組、それから併せて、辞退者減の取

組について、どのように取り組んでおられるの

か、お伺いします。

【田邑職員課長】人事委員会としましては、や

はり受験をしていただく方を増やすということ

で、県のホームページはもちろんですけれども、

毎年2月に、業務説明と座談会を含めた内容で採

用ガイダンスを実施しております。そちらの方

で、対面、オンライン両方で実施しております

けれども、県職員の仕事の魅力、そして、そう
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いったものを発信して長崎県を選んでいただけ

るように取組をしているところでございます。

任命権者におきましても、合格者を対象とし

たオリエンテーションの実施であるとか、合格

した職員との交流の場であったり、メンター制

度の実施ということで、進路を決めかねて迷っ

ている方に関しても丁寧な対応を行っていると

いうことを聞いております。

【山本委員】ありがとうございました。

他県の事例を見ると、例えば長崎県の方もや

っていらっしゃるんですけども、試験自体を前

倒しして受けられるようにするであるとか、二

次試験までオンラインで受けられるという形で、

受験のハードルをすごく広げているケースがあ

るんですけども、一方で、だからといってじゃ

あ辞退率が減るという直接の関係はないという

こともありまして、一方で、これは東京の日野

市でしたか、半分以上の辞退があったというこ

とで、結局、多摩地区の4つぐらいの市が一緒に

説明会をして、募集をした。多摩地区に興味が

あるというくくりで、4つぐらいの市が一緒にや

ったという事例があります。

県としては違うのかもしれないんですけども、

競合するということじゃなくて、長崎県の、例

えば長崎とか、そういったところも含めて一緒

に説明会をするとか、そういったことも考えら

れるかもしれないなと思いましたので、ご検討

をお願いできればと思いますが、局長、いかが

でしょうか。

【小畑人事委員会事務局長】今、ご意見を賜り

ましたけれども、基本的にこれまでも受験して

もらいやすい環境づくりということで、今、委

員がおっしゃったように、受験者の負担を減ら

すような試験制度というのを、改善しながら取

り組んでおります。

一方で、やっぱり受験の負担がなくなって、

受験しやすい環境が増えてくると、結局は受験

者数は増えるんですけれども、さっきおっしゃ

ったように、ほかの団体ですとか、民間ですと

か、その中で取り合いになって、結果的に辞退

が増えるというのが今の現状かと思っておりま

す。

今委員がおっしゃったように、例えば、県内

で、長崎市とか地区の中で一緒にという考え方

もございますけれども、一方で県庁と、例えば

長崎市との間での競合というのも実際にござい

ますし、先日、ちょっと受験者の方とお話しす

る機会がありましたが、やはり複数合格されて

いまして、県庁にするのか、国の機関に行かれ

るのか、もしくは地元の市役所に行かれるのか、

悩んでいるという話を伺っておりますので、県

としては、まずその中で県職員を選んでいただ

く、そういった方策を引き続き取っていくこと

が必要だと思っています。

人事委員会としては、試験制度の見直しとと

もに、任命権者と連携しながら、先ほど申した

ようなオリエンテーションですとか、つなぎ止

めのための方策というのを、今後検討する必要

があると考えております。

【鵜瀬委員長】ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【鵜瀬委員長】ほかに質問がないようですので、

出納局及び各種委員会事務局関係の審査結果に

ついて整理したいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時３１分 休憩 ―

― 午前１１時３１分 再開 ―

【鵜瀬委員長】委員会を再開いたします。

これをもちまして、出納局及び各種委員会事

務局関係の審査を終了いたします。
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本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10

時から委員会を再開し、企画部関係の審査を行

います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午前１１時３１分 散会 ―



第 ２ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和７年９月２５日

自  午前 ９時５９分

至  午前１０時５７分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

鵜瀬 和博 委員長(分科会長)

大久保堅太 副委員長(副会長)

田中 愛国 委 員

徳永 達也 〃

山田 朋子 〃

川崎 祥司 〃

山本 由夫 〃

宅島 寿一 〃

堤  典子 〃

中村 俊介 〃

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

早稲田智仁 企 画 部 長

川端 博子 企 画 部 次 長

山下 公誉 政策 調整課 長

内田 正樹 政策 企画課 長

寺井 芳隆
政策企画課企画監
（地域連携担当）

川瀬 泰介
政策企画課企画監
（総合計画・総合戦略担当）

直塚  健 デジタル戦略課長

６、審査の経過次のとおり

― 午前 ９時５９分 開議 ―

【鵜瀬委員長】おはようございます。

委員会及び分科会を再開いたします。

これより企画部関係の審査を行います。

【鵜瀬分科会長】まず、分科会員による審査を

行います。予算議案を議題といたします。

企画部長より、予算議案の説明を求めます。

【早稲田企画部長】おはようございます。

企画部関係の議案についてご説明いたします。

予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

をお開き願います。

今回ご審議をお願いいたしておりますのは、

第88号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予算

（第4号）」のうち関係部分であります。

今回の補正予算は、歳入予算で220万円の増と

なっております。今回の補正予算は、他部局で

歳出予算を計上しております、新しい地方経済・

生活環境創生交付金を活用した事業に対応して、

政策企画課において歳入予算を計上するもので

あります。

以上をもちまして、企画部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【鵜瀬分科会長】ありがとうございました。

以上で説明が終わりましたので、これより予

算議案に対する質疑を行います。質疑ありませ

んか。

【田中委員】今説明があったところ、地方経済・

生活環境創生交付金、これの概要的なものをね、

ちょっと改めてお聞きしたいと思うし、どのく

らいの活用が長崎県であってるのかね、そこら

辺もちょっとお知らせをいただきたい。
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【川瀬政策企画課企画監】この新しい地方経済・

生活環境創生交付金につきましては、新たに地

方公共団体が自由度の高い事業を行うことがで

きる交付金を国の方で創設されました。地方公

共団体の自主性と創意工夫に基づき、地域の多

様な主体の参画を通じた地方創生に資する地域

の独自の取組を計画から実施まで強力に後押し

する内容となっております。第2世代交付金と呼

ばれるものでございます。

また、長崎県につきましては、4月に交付決定

がなされております。その中で、全体事業費と

しては20億8,528万8,000円となっており、全国

で2位となっています。

【田中委員】分かりました。できればもう少し

詳しくと思うんだけども、いいです。

要は、こういう国の制度ができたときにね、

長崎県は即対応できるような、即対応してその

予算をもらえるようなね、やっぱり検討という

か努力をね、ぜひ皆さん方にはお願いしておき

たいと思います。

終わります。

【鵜瀬分科会長】ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【鵜瀬分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【鵜瀬分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑、討論を終了しました

ので、採決を行います。

第88号議案のうち関係部分については、原案

のとおり可決することにご異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【鵜瀬分科会長】ご異議なしと認めます。

よって、第88号議案のうち関係部分は、原案

のとおり可決すべきものと決定されました。

【鵜瀬委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

企画部においては、今回、委員会付託議案が

ないことから、所管事項についての説明を受け

た後、提出資料についての説明を受け、陳情審

査、議案外所管事務一般についての質問を行う

ことといたします。

企画部長より、所管事項説明を求めます。

【早稲田企画部長】企画部関係の議案外の所管

事項についてご説明いたします。お手元の総務

委員会関係説明資料をお開き願います。

新たな総合計画の策定について。

令和8年度以降の県政運営の指針となる新た

な総合計画の策定については、去る6月定例会に

おいて、「こども」「くらし」「しごと創造」

「にぎわい」「まち」の5つの柱の下、12の基本

戦略とその戦略に基づく施策を掲げた素案骨子

をお示しし、ご議論いただいたところでありま

す。 県議会や有識者による懇話会でのご議論

のほか、県内各地域での意見交換会や市町のご

意見等を踏まえながら内容の検討を深め、今般、

計画素案を策定いたしました。

計画素案では、「ながさきの誇りと希望を力

に、みんなで夢あふれる未来をひらく」を基本

理念とし、県民一人ひとりの長崎県に対する誇

りや将来への希望を原動力として、新たな時代

を切り開き、「新しい長崎県づくり」に挑む姿

勢を示しております。

この基本理念の下、地域社会の基盤となる経

済の活性化に向けた力強い産業の実現や稼ぐ意

識、力の底上げに加え、本県の将来を担う子ど

もたちの能力と可能性を高めるとともに、全て
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の世代の方々が健康で安全・安心に暮らせる社

会環境づくりなどにこれまで以上に力を注ぐこ

ととしております。

また、施策の構築に当たっては、国の地方創

生2.0の考え方等も踏まえつつ具体化するとと

もに、離島・半島を有する本県特有の課題につ

いても、きめ細かな対応を図るほか、デジタル

技術の活用や戦略的情報発信、ブランディング

の展開、「稼ぐ」視点の反映等の基本的な姿勢

を持ち、分野横断的な取組を充実、強化したと

ころであります。

このうち、企画部においては、主に基本戦略

「活力に溢れた持続可能な地域をつくる」に関

連施策等を位置づけております。

この基本戦略では、「デジタル技術を活用し

た地域活性化と行政運営の効率化」に関する施

策において、デジタル技術やデジタル人材を活

用したサービス創出や県民の利便性向上につな

がるＤＸの推進に取り組んでまいります。

また、「新技術実装連携“絆”特区」の指定

を踏まえ、ドローン等の先端技術の活用による

地域課題への対応、イノベーション創出に加え、

次世代モビリティ活用のユースケースの活用等

にも取り組んでいくこととしております。

今後も引き続き、県議会や有識者懇話会のご

意見をお伺いするとともに、パブリックコメン

ト等により県民の皆様の声をお聞きしながら、

今年度中の計画策定に向けて検討を進めてまい

ります。

「長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ2025」

等の進捗状況について。

令和3年度から本年度までの5年間を計画期間

とする「長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ

2025」に掲げる施策の令和6年度末における進捗

状況については、配付している資料のとおりと

なっております。

各施策の目標として掲げた施策及び事業群の

指標である277項目の指標のうち、目標値を設定

していないものや実績値が把握できていないも

の等を除いた266項目の令和6年度の進捗状況は、

最終目標を既に達成したもの及び令和6年度の

目標値を達成したものが140項目で全体の53％、

令和6年度の目標を達成していないものの改善

傾向にあるものが70項目で全体の26％、令和6年

度の目標値を達成しておらず進捗に課題がある

と考えられるものが56項目で21％となっており

ます。

県全体の進捗状況としては、県民、民間団体

等への情報発信、周知啓発の促進や市町との連

携の強化の効果、計画的なインフラ整備の推進

等により、目標達成に向けて取組が進んでいる

一方で、エネルギー・物価高騰や人口減少、少

子高齢化における地域や産業の担い手不足等の

影響等も一因となり、進捗に遅れが見られた項

目もあり、引き続き社会経済情勢の変化にも的

確に対応しながら、最終年度における目標達成

に向け、施策の推進を一層図っていく必要があ

ると考えております。

なお、企画部関係部分の施策及び事業群の指

標である9項目のうち、目標値を設定していない

ものを除いた8項目の令和6年度の進捗状況は、

最終目標を既に達成したもの及び令和6年度の

目標値を達成したものが7項目、令和6年度の目

標を達成していないものの改善傾向にあるもの

が1項目となっております。

次に、「第2期長崎県まち・ひと・しごと創生

総合戦略」に掲げるＫＰＩ（重要業績評価指標）

の令和6年度末の進捗状況については、配付して

いる資料のとおりであります。

ＫＰＩ全120項目について、実績値が把握でき
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ていないもの等を除いた115項目のうち、令和6

年度の目標値を達成したものが58項目で全体の

50％、「やや遅れ」が32項目で全体の28％、「遅

れ」が25項目で全体の22％となっており、企業

誘致や地場産業への支援による新規雇用創出の

ほか、高校生の県内就職率の改善や技能実習生

など、外国人材の受入れ増加等の成果により、

人口の社会減は、全体としては改善傾向にあり

ます。

一方で、全国的な人手不足による採用市場の

競争の激化により、県内大学生の定着や、福岡

県、首都圏等に進学した本県出身者のＵターン

就職などの進捗に遅れが見られた項目もあり、

最終年度における目標達成に向け、国の地方創

生2.0の政策とも連動しながら、地方創生施策の

充実、強化を図る必要があると考えております。

なお、企画部関係のＫＰＩである6項目につい

て、目標値を設定していないものを除いた5項目

の令和6年度の進捗状況は、最終目標を既に達成

したものが3項目、令和6年度の目標値を達成し

たものが2項目となっております。

各計画とも、今回の評価・分析結果を踏まえ、

取組の充実、強化を図りながら、最終目標の達

成に向けて、引き続き施策の推進に努め、総合

計画、総合戦略の実現を図ってまいります。

民間企業との連携について。

去る8月25日、県と大成建設株式会社は、全国

での活動のノウハウやオープンデータを活かし、

年々頻発化、激甚化する自然災害に対する防災

まちづくりや観光振興の共創など、地方創生の

推進を目的としたデジタル技術活用によるまち

づくりに関する連携協定を締結したところであ

ります。

今後、双方の資源を有効活用しながら、ＤＸ

を活用した新しいまちづくりや地域活性化に関

することなど、地域振興や県民サービスの向上

に連携して取り組んでいくこととしております。

引き続き、県内外の民間企業等との連携の上、

地方創生の更なる推進に努めてまいりたいと考

えております。

ドローンの社会実装等の推進について。

県では、昨年7月にドローン需給のマッチング

サイト「長崎県ドローンプラットフォーム」を

開設し、ドローンサービス事業者と利用者との

マッチングを図り、様々な分野におけるドロー

ンの利活用を促進しているところであります。

そのため、8月から今月にかけては、島原市及

び県庁において、「測量」・「点検」をテーマ

に、「長崎県ドローンプラットフォーム」を登

録事業者と建設業関係者とのマッチングイベン

トを開催し、実際に使用するドローン機体の展

示や利活用に係る相談会を実施しました。参加

した建設業関係者からは、「ドローンの活用方

法や得られるデータなどを見ることができ、利

活用のイメージが湧いた」などの声をいただい

ております。

また、ドローン活用における実証フィールド

の創出については、「新技術実装連携“絆”特

区」に係る国の調査実証事業や県の補助事業を

活用し、民間事業者等による先駆的なドローン

サービスの実証を推進しております。

その中でも、今年度の国の調査、実証事業で

は、本県関係で全国最多の4事業が採択され、日

本では初となるドローンのエリア単位でのレベ

ル4飛行による医薬品、日用品配送のほか、ＡＩ

技術を活用した目視外飛行のルート拡大などの

実証が行われる予定となっております。

今後も、様々な分野におけるドローンの利活

用促進のため、ドローンサービスの需給創出の

拡大を図るとともに、国や民間事業者、地元市
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町とも連携しながら、特区制度等を活用した社

会実装を推進してまいります。

以上をもちまして、企画部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【鵜瀬委員長】ありがとうございました。

次に、提出のあった政策等決定過程の透明性

等の確保などに関する資料について説明を求め

ます。

【山下政策調整課長】政策等決定過程の透明性

等の確保及び県議会、議員との協議等の拡充に

関する決議に基づきまして、本委員会に提出し

ております企画部関係の資料についてご説明申

し上げます。資料の2ページをご覧ください。

1,000万円以上の契約案件につきましては、令

和7年6月から令和7年8月までの実績は、記載の

とおり1件となっております。

続きまして、資料の3ページをご覧ください。

陳情・要望に対する対応状況でございますが、

知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

令和7年6月から令和7年8月までの間に、県議会

議長宛てにも同様の要望が行われたものは、4団

体から計8件となっております。

その内訳といたしましては、大村市が3ページ

から4ページまで、長崎県町村会が、5ページか

ら11ページまで、壱岐市が12ページ、島原市が

13ページから14ページまでとなっておりまして、

それぞれに対する県の取扱いにつきましては、

記載のとおりでございます。

続きまして15ページをご覧ください。

附属機関等会議に係る結果報告でございます。

令和7年6月から令和7年8月までの実績は、長崎

県総合計画・総合戦略懇話会及び長崎県まち・

ひと・しごと創生対策懇話会の2件でありまして、

その議事概要につきましては、16ページから17

ページにお示しをしているとおりでございます。

説明につきましては、以上でございます。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【鵜瀬委員長】ありがとうございました。

次に、政策企画課企画監より補足説明を求め

ます。

【川瀬政策企画課企画監】新たな長崎県総合計

画素案についてご説明申し上げます。

表紙に、長崎県総合計画（素案）と記載され

た資料をご覧ください。本素案は、6月定例会で

お示しした素案骨子を基に、数値目標や主な事

業を追加し、内容を具体化したものです。

加えて、県議会、有識者懇話会、地域別意見

交換会、市町ヒアリング等でいただいたご意見

を反映し、最終案に近い形で取りまとめており

ます。

それでは、素案骨子から追加した点や変更点

を中心にご説明いたします。まず、6ページをご

覧ください。

素案骨子では、基本理念の考え方を示してお

りましたが、今回の素案では、県民の皆様に分

かりやすく伝えるメッセージとして、「ながさ

きの誇りと希望を力に、みんなで夢あふれる未

来をひらく」というフレーズを新たに掲げてお

ります。この基本理念の下、県民の皆様ととも

に新しい長崎県づくりの実現に全力で取り組ん

でまいります。

続いて、10ページをご覧ください。ここでは、

基本理念の実現に向けた基本姿勢を記載してお

ります。これは全ての政策分野に共通する視点

であり、素案骨子から大きな変更はございませ

ん。また、11ページ以降には、新たに、ながさ

きブランディング・情報発信戦略の推進ページ
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を追加しております。

続いて15ページをご覧ください。15ページで

は、基本理念を実現するための政策分野別の柱

立てを示しております。素案骨子と同様に、五

つの柱を掲げておりますが、中央の柱について、

名称をしごと創生からしごとに変更いたしまし

た。この変更は、6月議会総務委員会でのご意見

を踏まえたものであり、先端技術やスタートア

ップなどの新産業創出のみならず、農林水産業、

地場産業、今ある産業の振興にしっかりと取り

組んでいく姿勢を反映しております。名称変更

については、有識者懇話会からもご了承をいた

だいております。

続いて、16ページをご覧ください。16ページ

には、5本の柱を構成する基本戦略と施策の体系

図を掲載しております。「くらし」の柱におい

ては、健康づくりを前提として、医療、介護体

制の確保が重要との考えから、施策の記載順を

見直し、地域の医療・介護サービス確保及び充

実を先頭に記載しております。

その他の記載内容は、素案骨子から大きな変

更はございません。

続いて17ページ以降は、ＳＤＧｓの目標と各

施策との関連を示す整理表を設けております。

続いて、23ページをご覧ください。23ページ

から144ページにかけては、12の基本戦略とそれ

に基づく45の施策を記載しております。さらに、

施策の実現に向けた具体的な取組を、事業群と

して整理しております。

24ページをご覧ください。24ページを例にご

説明いたしますと、上段には施策の10年後のめ

ざす姿、その下に現状や課題、成果指標、施策

の概要を記載しております。

25ページから26ページには、事業群ごとの主

な取組と数値目標を示しております。

成果指標につきましては、県民の皆様に分か

りやすく伝えるため、可能な限り定量的なアウ

トカム指標を設定し、定期的な検証が可能なも

のとしております。

なお、この45の個別の施策につきましては、

各常任委員会に所管部局の事業群一覧や数値目

標の設定理由、根拠を配付させていただき、関

係部分のご議論をお願いしているところでござ

います。

続きまして、大きく飛びますが、145ページを

ご覧ください。145ページから165ページまでは、

県政全般にわたる重要課題をテーマ別に整理し

ております。県政全般にわたる幅広い施策展開

が必要な分野や、長崎県ならではの特性を活か

して、県全体の発展につなげるべき分野につい

て体系的に整理し、お示ししております。

素案骨子において、人口減少への取組として

位置づけていた地方創生の取組、経済成長を目

指す県民所得向上への取組に加え、離島振興を

図る「ながさき しまの創生プロジェクト」、

そして海外との交流を活発に進める「国際県な

がさき」の四つのテーマにつきまして、それぞ

れの目指す姿、現状、課題、本県の特性等を整

理し、数値目標と主な取組を記載しております。

続いて、166ページをご覧ください。166ペー

ジからは、地域別の取組を記載しております。

素案骨子では、振興局単位で方向性のみを示し

ておりましたが、地域別意見交換会や市町ヒア

リングの意見を踏まえ、より具体的に整理いた

しました。各地域の特性を明示し、3から5の目

指す姿と、それに向けた取組の方向性、特徴的

な事例を記載しております。

なお、県内全域で共通して取り組む事項は計

画本体に記載し、推進してまいります。

続いて最後に、最終ページの208ページをご覧
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ください。ここでは、計画の着実な推進を図る

ための県庁内部の仕組みを記載しております。

行財政運営、ＰＤＣＡサイクル等のマネジメン

トサイクルの展開について概要を示しておりま

す。

最後に、今後のスケジュールについてお伝え

いたします。

本素案につきましては、今月16日から10月6日

までパブリックコメントを実施しております。

併せて、市町や関係団体への意見照会も行って

おります。また、10月上旬には有識者懇話会の

開催を予定しており、いただいたご意見を本議

会でのご意見とともに計画案に反映し、11月定

例会に議案として提出する予定となっておりま

す。

以上で説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。

【鵜瀬委員長】ありがとうございました。

以上で説明が終わりました。

次に、陳情審査を行います。

事前に配付しております陳情書一覧表のとお

り、陳情書の送付を受けておりますので、ご覧

願います。審査対象の陳情番号は、29番、30番、

33番、44番であります。

陳情書について、何かご質問ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【鵜瀬委員長】質問がないようですので、陳情

につきましては、承っておくことといたします。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料についてご質問ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【鵜瀬委員長】質問がないようですので、次に、

議案外所管事務一般についてご質問ありません

か。

【中村(俊)委員】それでは、私からはですね、

各委員会共通資料の長崎県中期人口見通し、そ

して次期総合計画含めてですね、幾つか質問を

させていただきます。

当該資料をですね拝見しておりますと、2024

年10月1日現在の本県の推計人口は約125万

1,000人で、2015年からの10年間で約12万6,000

人、パーセンテージにして約9％の減少となって

おります。特に、2024年の自然動態においては

ですね、出生数が7,000人と、10年間で約4,000

人の減となる一方で、死亡数は約2万人と、約

3,000人増加しておりまして、自然減の幅が拡大

をしております。

こうした状況を踏まえまして今般、本県では、

次期総合計画の素案と併せて、2035年までの長

崎県中期人口見通しを策定されておられますけ

れども、この推計をどのような意図でまず作成

されたのか、お伺いをいたします。

【川瀬政策企画課企画監】次期総合計画は、10

年後の長崎県の将来像を見据え、今後5年間の政

策の方向性を示すものであり、地方版総合戦略

としても一体的に取り組む予定としております。

その策定に当たりましては、社会経済情勢や人

口の現状を踏まえる必要があるため、人口動向

の分析に加えまして、県民アンケートの結果や

施策目標の設定を勘案し、2035年を見据えたこ

の中期的な人口推計を計画の基礎資料として作

成いたしました。

【中村(俊)委員】ありがとうございます。

今のご説明の中で人口動向の分析とおっしゃ

いましたけれども、その分析についてももう少

し詳細をお聞かせ願います。

【川瀬政策企画課企画監】まず、自然動態につ
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きましては、出生数に影響を与える女性人口と

合計特殊出生率等の2020年から2024年の5年間

における動向などを捉えました。

さらに、社会動態につきましては、2020年か

ら2024年の5年間における社会減少率の動向を

捉えるなど、自然動態、社会動態の両面から分

析を行っております。

また、この人口動向の分析に関連いたしまし

て、この中期人口見通しを作成するに当たりま

しては、国立社会保障・人口問題研究所を訪問

いたしまして、合計特殊出生率の扱いなどの自

然動態や社会動態の見通し等についてご助言を

いただいております。

【中村(俊)委員】人口減少が加速をする中、2035

年を見据えた中期人口見通しの策定は、次期総

合計画の実効性をですね、高める上で必要不可

欠な取組であると理解をいたしました。

また、自然減の拡大という厳しい現状、現実

とですね、向き合いながら、県民アンケートや

施策目標など多角的な情報を基に将来像をイメ

ージして描いていく姿勢というのは、計画の実

効性を高める上においても非常に重要であると、

私も感じております。

人口動向を可能な限り的確に捉えた上で、持

続可能な地域づくりに向けた施策の展開が必要

だと思いますので、しっかりとその取組につい

ては邁進していただきますようにお願いをした

いと思います。

そして、続きまして社会動態のですね、現況

と若者の県内定着促進についてお伺いしますが、

本県の社会動態を見ると、2022年以降はですね、

転出超過数に一定の改善が見られるものの、若

い世代、特に女性の県外転出が依然として続い

ております。

私は、若者が夢や希望を持っても、進学や就

職のために県外へ出ていくことそのものについ

てはですね、自然の流れであるというふうに考

えます。女性の転出超過がですね、大きい現状

というのは、出生率の低下あるいは地域活力の

創出に直結する大変深刻な課題であると考えま

す。

こうした若者の県内定着促進の改善に向けて、

本県としてどのような施策を展開していくのか、

基本的な考え方と今後の方向性についてお伺い

します。

【川瀬政策企画課企画監】本県の社会動態は、

立地企業の事業所増設や大型複合施設の開業な

どにより改善傾向にございます。

しかしながら、若い世代、特に女性の転出超

過は依然として続いており、将来の担い手確保

や出生数の減少に直結する重要な課題であると

認識しております。

次期総合計画におきましては、若者や女性を

はじめ、誰もがチャレンジし活躍できる環境づ

くりを推進し、魅力ある雇用の場の創出、働き

やすい職場環境の整備、結婚、妊娠、出産、子

育ての切れ目ない支援、共家事・共育ての普及

などに取り組んでまいります。

これらの施策を市町、関係団体、民間企業等

と連携しながら展開し、若者の県内定着に努め

てまいります。

【中村(俊)委員】若者の定着促進にはですね、

雇用や子育て支援だけではなくて、地域の魅力

をどう具体的に発信をしていくのかも重要な要

素であるというふうに思います。

県が多様な主体と連携をしながら、働きやす

さや暮らしやすさの向上に取り組む姿勢は評価

をいたしますが、今後はですね、若者の視点を

取り入れた地域づくりや情報発信、重ねまして、

Ｕ・Ｉターン含めて女性が輝ける、あるいは活
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躍できる環境整備などにもですね、ぜひ力を入

れていただきたいと思いますので、よろしくお

願いをいたします。

そして、続きまして推計の前提条件と結果に

ついてお伺いをしますが、人口推計に戻ります

けれども、人口見通しは、地域の将来像を描く

上で有効な基礎となる資料であり、政策の方向

性を定める上でも重要な役割を果たすものであ

るというふうに考えます。特に、出生、死亡の

自然動態や転入・転出の社会動態を見通した上

で、現実的かつ説得力のある推計を行う必要が

あるというふうに思いますけれども、ここで今

回県が策定した長崎県中期人口見通しについて、

どのような前提条件を設定をしたのか、またそ

れに基づき導き出された具体的な推計結果につ

いて、分かりやすくご説明をお願いします。

【川瀬政策企画課企画監】この中期人口見通し

につきましては、合計特殊出生率や社会移動等

の仮定に基づき、10年後の2035年の人口につい

て、Ａ、Ｂ、Ｃ、3パターンで推計を行いました。

まずＡ推計、分かりやすく言いますと、政策が

しっかりと発揮されたシナリオについてでござ

いますが、出生率が段階的に推移いたしまして、

10年後の2035年には、県民の希望出生率1.84に

上昇いたします。社会動態は2040年に均衡する

と仮定しております。その結果、総人口は約110

万9,000人と推計しております。

続きまして、Ｂ推計につきましては現状維持

シナリオというところが、分かりやすくいたし

たものでございます。出生率は、令和6年の実績

値1.39で推移します。社会動態は、2023から2024

年の年間社会減少率で推移いたしまして、総人

口は約108万9,000人と推計しております。

最後にＣ推計、人口動態が悪化したシナリオ

でございますが、出生率は2020年から2024年の

平均減少率に基づきまして、2030年に1.09まで

低下し、その後も同水準で推移すると仮定して

おります。社会動態は、同期間の平均社会減少

率で推移すると仮定しております。その結果、

総人口は約105万8,000人と推計しております。

この結果、ＡとＣの差は約5万1,000人となっ

ております。

【中村(俊)委員】出生率や社会動態の仮定に基

づいて三つのパターンで推計を行った点、これ

につきましては、やはり将来の不確実性に備え

た計画策定の姿勢として評価をさせていただい

ております。特に、政策効果を織り込んだＡ推

計と動態悪化を想定したＣ推計の差が約5万人

に及ぶことは、施策の有無が人口構造に与える

影響の大きさを示すものであるというふうに理

解をいたします。

現状維持ではなくて、希望出生率の実現や社

会移動の均衡に向けた具体的なこの取組が、今

後の人口減少対策に必要であると改めて感じて

おります。

この点踏まえまして、またお伺いしますけれ

ども、推計結果の次期総合計画への反映につい

て伺います。少子高齢化の進行や人口減少の加

速は、地域社会の持続可能性に深刻な影響を及

ぼす重要課題であり、これに的確に対応するに

は人口動態の変化を踏まえた政策形成が必要で

あるというふうに考えます。

今回の中期人口見通しの推計結果は、今後の

施策の方向性や優先順位を検討する上で極めて

重要な判断材料となるものであるというふうに

考えます。

そこで、県として推計結果をどのように受け

止め、次期総合計画においてどのような形で反

映をさせていくのか、政策の活用方針について

ご説明をお願いします。
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【川瀬政策企画課企画監】次期総合計画の地方

創生の取組にもお示ししているとおり、国の地

方創生2.0の基本姿勢と同様に、人口減少社会に

おいても持続可能な社会の構築を目指してまい

りたいと考えております。

若い世代や女性の転出を改善し、出生率の回

復を図ることで、人口減少の緩和を目指すほか、

定住人口に加え関係人口、交流人口の拡大を通

じて経済の活性化や地域コミュニティの充実な

ど、地域の好循環を促進します。

また、交通インフラ、地域の安全・安心、医

療、介護など、暮らしの質の向上にも取り組ん

でまいります。

次期総合計画では、こうした考え方に基づき、

Ａ推計で示している10年後の希望出生率1.8を

目指して、まずは令和8年度からの5年間で1.64

に、また、社会動態の均衡を目指して施策を展

開してまいります。

【中村(俊)委員】定住人口だけではなくて、関

係人口や交流人口を取り組みながら、地域の活

性化を図る方針はですね、人口減少対策として

非常に有効であるというふうに考えております。

希望出生率1.84の達成に向けた支援、企業誘

致や、また移住施策によるですね、社会移動の

改善など、具体的な取組を今後の成果につなげ

ることが非常に重要になってくるものというふ

うに考えております。

また、次期総合計画が地方創生2.0の考え方を

踏まえて、国の施策とも整合性を持って展開さ

れることは、自然減あるいは社会減の抑制に向

けた明確な目標設定と施策の実行につながるも

のであり、またＡ推計の達成に向けてですね、

長崎県が人口減少に力強く対応していくことを

要望いたしまして、私の質問は以上になります。

ありがとうございました。

【鵜瀬委員長】ほかに質問ありませんか。

【川崎委員】おはようございます。

部長説明にもありました、大成建設さんとの

連携協定についてお尋ねをいたします。

非常に大きな会社の皆様のお力をお借りする

ということでは、非常にいい連携かなというふ

うに思っておりますが、この大成建設のデジタ

ル技術を活用したまちづくりに関する連携協定、

これを締結をされてます。ぜひ、効果的にです

ね、機能させるために進めていただきたいと思

いますが、どう活かしていくのか、まずお尋ね

いたします。

【内田政策企画課長】連携協定に関してご質問

いただきました。

まず、意義等を最初にお話をさせていただき

ますけれども、複雑、多様化する本県の課題解

決のためには、県、行政だけではなくて、民間

企業や各種団体、様々な立場の方々と力を合わ

せて連携しながら地域活性化、あるいは県民サ

ービスの向上に取り組んでいくことが必要だと

いうふうに考えております。

こうした姿勢は、今回お示しをしております

次期総合計画の素案においても、基本姿勢にお

いて、多様な主体との連携、協働ということで

掲げております。

そうした中、今回の協定ですけれども、昨年

度から大成建設の方からご提案がございまして、

地域貢献の内容、あるいは連携の内容等、両者

で協議をしまして、合意に至ったということで

協定を締結したものでございます。特に、大成

建設さんは日本各地の防災関連の取組実績のほ

か、まちづくりに関する共創活動を通じて培わ

れた知見、ノウハウ、デジタル技術等をお持ち

でございますので、県としましては、年々、頻

発化、激甚化する自然災害に対する備えとしま
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して、そういったノウハウ等を防災まちづくり

に活かしていく、あるいは観光振興や情報発信

など、そのほかの分野におきましても、協議を

進めながら連携、協力を図っていきたいという

ふうに考えております。

【川崎委員】防災まちづくり等々、その説明の

中にもありましたけど、重ねて今ご説明いただ

いて、そういったイメージかなというふうに思

っております。

少しですね、具体的にいわゆる一緒になって

進めていただきたいと思うんですが、これ何か

テーマを決めてですね、しっかりとやっていく、

そういった手法ということで進めていかれるの

かお尋ねいたします。

【内田政策企画課長】今回、締結をいたしまし

た協定書におきましては、具体的に四つの連携

事項を掲げてございます。順番に申し上げます

と、ＤＸを活用した新しいまちづくりに関する

こと、二つ目としまして、地域活性化に関する

こと、三つ目としまして、県政情報の発信に関

すること、四つ目としまして、その他地方創生

に関することというふうになってございます。

それぞれその4項目におきまして、デジタル技

術を活用する観点ということで連携を進めてい

き、今後、関係部局を含めて詳細な協議を行っ

ていきたいというふうに考えております。

【川崎委員】今後もこれからということではあ

りましたが、既に何か具体的にですね、テーマ

を掲げて取り組んでおられるものがあるのかお

尋ねをいたします。

【内田政策企画課長】今おっしゃられましたよ

うに、具体的な連携事業の構築はこれからでは

ございますけれども、先ほど答弁しましたよう

に、頻発化、激甚化する自然災害に対する備え

としまして、大成建設さんがお持ちのノウハウ、

それから技術等を活かして連携できるんじゃな

いかというふうに考えております。

例えば、災害ハザードデータと年齢別人口デ

ータ、こういったものを組み合わせて、防災ま

ちづくり等について、もう既に両者で意見交換

を行い、取組内容の議論を始めたところでござ

います。

今回の協定締結を機に、関係部局も含めてさ

らに協議を重ねて、具体的な取組に深化させて

いきたいというふうに考えております。

【川崎委員】まだまだ具体的にはこれからなん

だろうというふうに思ってはおりますが、私も、

デジタル技術をですね、活かしたまちづくり、

これですね、非常に私も高い関心を持ってまし

てですね。ぜひもう力をお借りしたいなと思っ

てます。

審査がちょっと逆転してればスムーズに行け

たんだと思いますけど、長崎空港と新大村駅の

自動運転の実証事業、これが採択にならなかっ

たと。詳しくはまた、地域振興部のところで伺

いますけれども、まさに大成建設さんが東京西

新宿の方で実証事業をやられた経緯があってで

すね、ぜひこの不採択になったということの問

題点、課題は明らかにするとして、ぜひここを

ですね、観光あるいはビジネス、そういったこ

とで、この空港と新大村駅のこの二次交通とい

うのは非常に大事な部分でありますので、何と

かこれ、お力をですね、お借りして、引き継い

でこうやっていただく、このようなことも検討

いただきたいのと、ぜひ空飛ぶ車も前回の議会

でですね、委員会で質問させていただきました

が、非常にこれもですね、社会課題には非常に

すごいコンテンツといいますか、期待できると

ころでありますので、こういったところもです

ね、お持ちのデジタル技術というところでお力
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をお借りしたいなというふうに思っております。

それぞれの車に関しては、今の「新技術実装

連携“絆”特区」、これは今活用を一生懸命さ

れておられますけれども、そういった特区ので

すね、活用についてもぜひ前向きに連携を検討

していただきたいなと思います。

ちょっとぱたぱたと幾つか言いましたけども、

ぜひですね、それについてのご見解を賜りたい

と思います。

【内田政策企画課長】委員が触れられましたよ

うに、今回の連携協定におきましては、大成建

設さんがお持ちのデジタル技術の幅広い活用と

いうものを図りまして、地方創生の推進に努め

ていきたいというふうに考えております。

繰り返しになりますけども、新しい総合計画

の素案における基本姿勢の中でも、デジタル技

術、あるいは国家戦略特区の有効活用というの

は盛り込んでおります。

そういった意味でも、委員ご指摘のあった技

術でありますとか、分野も含めまして、本県に

おいて最先端技術が活用され、または連携を図

られて、それが本県の振興につなげられるよう

に取り組んでまいりたいというふうに考えてお

ります。

【山田委員】次期総合計画の基本理念について

伺いたいと思います。

次期総合計画の素案では、計画の基本理念の

考え方が示され、長崎県は人口減少や少子高齢

化などの課題に、全国に先駆けて直面する課題

先進県として地域の力を結集し、デジタル技術

や人材交流を活用した地方創生を推進し、新た

な産業の育成や子どもたちへの投資などを通じ

て、持続可能で活力ある新しい長崎県づくりを

目指すとされています。

また今般、「ながさきの誇りと希望を力に、

みんなで夢あふれる未来をひらく」という基本

理念も示されているところですが、この理念に

込められた姿勢や意味についてお尋ねいたしま

す。

【川瀬政策企画課企画監】この基本理念につき

ましては、県民一人一人の長崎県に対する誇り

や将来の希望を原動力として新たな姿勢を切り

ひらき、新しい長崎県づくりに挑む姿勢を示し

ております。また、ひらくを平仮名にしており

ますが、未来を切り拓くだけではなくて、夢や

希望が花開くという意味も込めております。

この基本理念の下、地域社会の基盤である経

済の活性化に向けまして、力強い産業の育成や

稼ぐ力の底上げを図るとともに、将来を担う子

どもたちの能力と可能性を伸ばし、全ての世代

が健康で安心して暮らせる社会環境づくりにこ

れまで以上に積極的に取り組んでまいります。

【山田委員】理念に込められた切り拓くと花開

くの両面性が、挑戦と成長の両立を象徴してお

り、長崎の未来に対する前向きな姿勢が表れて

いると思います。

若者の地元定着を促す産業育成や様々な分野

での新たな雇用の創出、子どもたちの将来の投

資など、県民の暮らしと生活を支える具体的な

取組が、今後さらに進むことを期待しておりま

す。

次に、互いに支え合う地域共生社会の実現に

ついて伺いたいと思います。現代社会では、複

雑な課題を抱える人々への包括的な支援体制の

整備が求められており、誰もが生きがいや役割

を持ち、互いに助け合いながら暮らせる地域共

生社会の実現が必要とされております。

また、情報環境の急速な発展や性の多様性の

広がりにより、人権に関する課題も多様化、複

雑化をしております。
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さらに、高齢化の進行に伴い、認知症高齢者

や障害、病気などにより支援を必要とする方々

も増加しており、地域全体で支え合う仕組みの

重要性が高まっております。

こうした背景を踏まえて、県では次期総合計

画においてどのような施策を検討しているのか

伺います。

【川瀬政策企画課企画監】次期総合計画におき

ましては、地域共生社会などにもきめ細かに対

応するため、柱も「まち」、「くらし」に分け

て対応してまいります。

また、「くらし」の柱におきまして、互いに

支え合い、互いの人権が尊重され、一人ひとり

の暮らしや生きがいを大切にしながら地域を共

につくっていく地域共生社会の実現を目指し、

取り組んでまいります。

具体的には、高齢者や障害者など、きめ細か

な支援が必要な方々やその家族に対して、地域

での支援・見守り体制の充実、働く場の確保な

どを通じて社会参加を促進いたします。

また、認知症の方とその家族を地域で支え合

える環境づくり、障害者が安心して暮らせる環

境整備、困難な問題を抱える女性やＤＶ被害者

への支援、予防に取り組みます。

さらに、地域住民、行政、ＮＰＯ、ボランテ

ィア、自治体、学校、企業など、多様な主体に

よる連携協働を推進し、県民への人権教育、啓

発も強化してまいります。

【山田委員】地域で支え合う仕組みづくりや人

権意識の醸成は、誰もが安心して暮らす社会の

実現に不可欠であると考えております。多様性

を尊重し合う社会は、地域のつながりや信頼を

育む基盤となるものと感じています。性別、年

齢、国籍などに関係なく、全ての人々が安心し

て暮らせる共生社会の実現に向けて、県として

今後も継続的かつ効果的な取組を進めていただ

くことを強く要望し、質問を終わります。

【鵜瀬委員長】ほかに質問ありませんか。

【山本委員】おはようございます。

私の方から、テーマ別の取組のですね、この

素案で言うと145ページになるんですけれども、

この中の地方創生の取組ということで、お伺い

をいたします。

146ページにもありますけれども、国の方は平

成26年から地方創生を開始して約10年。これを

地方創生1.0というふうに言うようですけれど

も、これを進めてきたんだけれども、一部は効

果が出ているのもあるんだけれども、十分に普

遍化ができなかったということで、今回、地方

創生2.0ということを掲げられ、そして県でも動

きは、適宜にそれに沿って政策展開されている

んですけれども、今回の計画の中でも、今度は

国の地方創生2.0に合わせてというふうな形で

進めていかれます。

そうすると、今回のその1.0と2.0の違い。1.0

で何が問題で、何か課題として残って、これを

踏まえて2.0でどういうふうに取り組んでいく

のかということについて、総論的にお伺いしま

す。

【川瀬政策企画課企画監】地方創生2.0は人口減

少や東京一極集中の進行を踏まえまして、強い

経済、豊かな生活環境、新しい日本、楽しい日

本を目指す新たな地方創生の方向性を示された

ものです。

地方創生1.0が、まち・ひと・しごと創生を軸

に人口を押しとどめる前提で、移住促進など、

都市から地方への流れをつくる施策を中心に展

開されたところでございますが、この国の地方

創生2.0の基本構想の記述を読みますと、国の評

価につきましては、道半ばであるというふうな
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評価をされております。自治体間での人口の奪

い合いになったとの記述もございました。

こういった話に加えまして、若者、女性の流

出が止められなかったという反省もされており

ます。

そういった点を踏まえまして、2.0につきまし

ては、人口減少が進む中でも経済成長し、社会

を機能させることを目的として、ＡＩとかデジ

タル技術の活用、若者、女性に選ばれる地域づ

くり、自治体の区域を越えた広域イリュージョ

ン連携などを掲げまして、より構造的、戦略的

なアプローチがなされております。

また、2地域居住等の推進や都市部の人材の地

方での促進活用など、関係人口の量的拡大、質

的向上を図り、地域住民や関係人口とともに新

たな地方創生を進めることとされております。

【山本委員】ありがとうございました。

これの151ページの方に少し関係をしてくる

んですけれども、今お話があったように、いわ

ゆる近隣都市間で人口の奪い合いというんです

かね。だから、人口が減ってるところ同士で人

口を動かしてもプラスにならない。だから、東

京とか人口が増えてるところ、大きなところか

ら移住であったり、増えてくる分については、

それなりの効果があるというふうになるんです

けども、なんかそこは十分じゃなかったという

ふうな今お話でした。

この中で、人口減少社会での成長イメージの

中でですね、いわゆる定住人口に加えて交流人

口ですね。よく以前から言われている交流人口、

それから最近言われている関係人口ということ

で、住所地以外の地域に継続的に関わる人とい

う定義がされているんですけれども、先日、こ

の関係人口に関係する概念としてですね、共感

人口という言葉を目にしましたが、共感ですか

ら共に感じるということになるんですけれども、

これが結局、その居住者でもないし頻繁に訪れ

ているわけではないんだけれども、その地域の

取組に共感し、何らかの形で応援をしている人

たちと。

特に今、デジタル時代の中でですね、地域に

足を運ばなくても、例えばＳＮＳで地域の情報

を拡散をしたり、電子商取引であったり、ふる

さと納税であったり、こういった形で特産品を

購入するということで、この地域に共感をして、

これはふるさと納税もそうなんでしょうけども、

地域に共感をして、この地域に関わってくる人

たち、こういった人たちというのを少し定義を

してですね、これに向けて取組を進めていただ

きたい。

具体的には、やっぱり共感をしてもらうため

には、ただ発信をして、いいねがついただけと

いうことではなくてですね、やっぱりそこには

ストーリーであったり戦略的なものが必要にな

ってくるので、そのリアルな地域の魅力をきち

っと磨き上げる。それから、その魅力をですね、

効果的に発信をするというふうなマーケティン

グ力というんですかね、こういったものも必要

になってくると思うんですけれども、こういっ

た共感人口というものに関する県の考え方をお

伺いします。

【川瀬政策企画課企画監】委員がおっしゃいま

した共感人口につきましては、私、新聞の記事

の方を読ませていただきました。共感人口とは、

関係人口、交流人口と同様に、地域との接点を

増やす視点であり、デジタル社会における共感

でつながる新しい人口の概念であるというとこ

ろは、その記事を読みまして承知をしておりま

す。

また、先ほど委員もおっしゃられましたＥＣ
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サイトで特産品を購入するだとか、あと、ふる

さと納税を通じて支援というところは、県がま

さに力を入れているところというふうに認識し

ております。

こちらのデジタルマーケティングを、活用し

たＥＣサイトへの展開というところも、今回の

次期総合計画の物産ブランドの施策としてしっ

かりと入っております。

先ほど、あと委員もおっしゃいました地域の

魅力の磨き上げだとかというところは、しっか

りと取り組んでまいりまして、定住人口のみな

らず、関係人口とか交流人口、また今回のこの

共感人口も含まれると思いますけれども、こう

した流動的な人口の受入れや活用を通じて、地

域の魅力とか価値を再発見して、持続可能な社

会の在り方を模索していくことが重要であると

考え、またこれまで重視してきた量的な人口維

持だけでなく、質的な豊かさだとか、地域の持

続可能性を高めることもこれからの施策の重要

な方向性の一つと考えております。

【山本委員】ありがとうございました。

今やっぱりこちらの出身の方で都会に行かれ

てる方とかですね、何らかの関係のある方たち

は、やっぱり物理的に帰ってこられない。その

中で、例えば2地域居住であったり、そういった

もののいろんな今仕組みができてるんでしょう

けど、なかなか2地域居住もハードルが高いとい

うことで、少しずつ外にいるんだけれども、そ

こから少しずつ内側に近づいてくるというふう

なアプローチは必要なんだろうなというふうに

思っておりますので、今おっしゃったような形

でいろんな何とか人口という名前はいろいろ出

てくるかもしれませんけれども、そういった関

わりを持つ人をですね、増やしていくような施

策を取っていただければなと思います。

よろしくお願いいたします。

【鵜瀬委員長】ほかに質問ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【鵜瀬委員長】ほかに質問がないようですので、

企画部関係の審査結果について、整理したいと

思います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１０時５７分 休憩 ―

― 午前１０時５７分 再開 ―

【鵜瀬委員長】委員会を再開いたします。

これをもちまして、企画部関係の審査を終了

いたします。

本日の審査は、これにてとどめ、明日は午前

10時から委員会を再開し、地域振興部関係の審

査を行います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午前１０時５７分 散会 ―



第 ３ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和７年９月２６日

自  午前１０時 ０分

至  午後 零時 ２分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

鵜瀬 和博 委員長(分科会長)

大久保堅太 副委員長(副会長)

田中 愛国 委 員

徳永 達也 〃

山田 朋子 〃

川崎 祥司 〃

山本 由夫 〃

宅島 寿一 〃

堤  典子 〃

中村 俊介 〃

３、欠席委員の氏名

な   し

４、委員外出席議員の氏名

な し

５、県側出席者の氏名

渡辺 大祐 地域 振興部 長

峰松 茂泰
地域振興部政策監
（離島・半島・過疎対策担当）

南澤 佑典 地域振興部次長兼交通政策課長

椎名 大介
地域振興部参事監
（県庁舎跡地活用担当）

梅田真由美 地域づくり推進課長

中村  雅
地域づくり推進課企画監
（離島振興担当）

小橋 和則 市 町 村 課 長

萩田 勝則 土地 対策室 長

川口 正剛 新幹線対策課長

松島 勝久 県庁舎跡地活用室長

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【鵜瀬委員長】それでは、委員会及び分科会を

再開いたします。

これより地域振興部関係の審査を行います。

審査に入ります前に、理事者側から新任幹部

職員の紹介を受けることにいたします。

【渡辺地域振興部長】本日出席しております幹

部職員のうち、7月10日付で発令がありました職

員を紹介させていただきます。

〔新任幹部職員紹介〕

以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。

【鵜瀬委員長】 ありがとうございました。

それでは、これより審査に入ります。

【鵜瀬分科会長】まず、分科会による審査を行

います。予算議案を議題といたします。

地域振興部長より予算議案の説明を求めます。

【渡辺地域振興部長】地域振興部関係の議案に

ついてご説明いたします。

予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

2ページをお開き願います。

今回ご審議をお願いいたしておりますのは、

第88号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予算

（第4号）」のうち関係部分であります。

今回の補正予算は、歳出予算で選挙費1億

3,579万6,000円の増となっております。これは

長崎市選挙区、佐世保市・北松浦郡選挙区の県

議会議員補欠選挙の執行に要する経費を計上い

たしております。

続きまして、債務負担行為について。令和8年
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度以降の債務負担を行うものについてご説明い

たします。

老朽化した高速線ジェットフォイルの更新支

援について、物価上昇等に伴う船体価格の増額

及び期間延長に係る令和8年度から11年度まで

に要する経費として、2,475万円を計上いたして

おります。

以上をもちまして、地域振興部関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますよう、お願い申し

上げます。

【鵜瀬分科会長】 ありがとうございました。

次に、市町村課長より、令和7年9月定例会補

正予算（案)について補足説明を求めます。

【小橋市町村課長】私の方から、県議会議員補

欠選挙費について補足説明をいたします。お手

元の令和7年度9月定例会補正予算に係る補足説

明資料（市町村課）をご覧ください。

長崎県議会議員につきましては、現在、長崎

市と佐世保市・北松浦郡の2つの選挙区でそれぞ

れ1名の欠員が生じております。県議会議員の補

欠選挙につきましては、公職選挙法の規定によ

り定数1、いわゆる1人区を除き、通常、欠員が

2となった場合に執行されますが、知事選挙が行

われる場合には、欠員が1でも知事選挙と同日に

補欠選挙を行うとされております。

したがいまして、両選挙区の欠員が1のままで

あった場合、知事選挙と選挙期日をあわせて執

行することになりますが、今回の補正予算は、

この知事選挙と同日選挙を前提とした予算とな

っております。その経費として1億3,579万6,000

円を計上いたしております。

知事選挙の日程につきましては、既に県選挙

管理委員会におきまして令和8年1月22日、木曜

日を告示日、2月8日、日曜日を選挙期日と決定

いたしております。知事選挙と同日になる県議

会議員の補欠選挙につきましては、知事選挙の

告示を受け、初めて正式に決定されるというこ

とになります。

したがいまして、現時点におけます県議会議

員の補欠選挙の日程としましては、1月22日に知

事選挙が告示された後、通常どおりであれば投

票日の9日前、1月30日、金曜日が告示日になる

ものと考えております。

続いて、3、予算額でございますが、本予算議

案の承認をいただいた後、知事選挙と並行して

準備を進めるため、年内に投票用紙や公営物費

の作成等を行う予定としております。それらの

経費といたしまして、①補欠選挙県分事務費を

4,556万6,000円、②投票所入場券の発送やポス

ター掲示場の設置のほか、投開票の事務を行い

ます長崎市、佐世保市、小値賀町及び佐々町の

4市町に対する市町村交付金として、9,023万円

を計上いたしております。

以上が補正予算に係る説明でございます。ご

審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。

【鵜瀬分科会長】 ありがとうございました。

以上で説明は終わりましたので、これより予

算議案に対する質疑を行います。質疑ありませ

んか。

【山田委員】選挙費について伺いたいと思いま

す。直近でいうと参議院選挙がありましたが、

掲示板の数、今度、県議選は、長崎市と佐世保

市、佐々町、小値賀町で行われる選挙だと思っ

ておりますが、掲示板の数の状況、推移を教え

ていただければと思います。

【小橋市町村課長】ポスター掲示場の数でござ

います。長崎市選挙区が令和7年、参議院選挙の

時点でございますが、748か所でございます。佐

世保市・北松浦郡選挙区が678か所でございます。
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【山田委員】参議院選挙の数をお示しいただき

ましたが、次期県議補選での数とかは、まだ今

からでしょうか。

【小橋市町村課長】補欠選挙につきまして、知

事選挙も同様でございますが、今から数字が出

てくるということになります。

【山田委員】毎回ですね、やっぱり選挙ごとに

人口も減ってますので、少なくなるのは理解を

するところではありますが、投票率も低い状況

がずっと続いていますので、今回、県知事選と

同日開票で行われる選挙でありますが、効果的

な広報、投票に行っていただくために市町村課

の方では様々なことをやっていただいているこ

とは理解をしておりますが、今回新たに投票率

を上げるために取り組もうとしていることがあ

れば教えていただきたいと思います。

【小橋市町村課長】今回の選挙啓発にあたりま

しては、知事選挙と県議会議員補欠選挙を同時

に執行することを前提に、準備を進めておりま

す。

新たな取組としまして、啓発事業の多くにつ

いて、公募型プロポーザル方式を採用するとい

うことで、実は昨日、公告を行ったところであ

ります。

プロポーザル方式の実施により、民間の広告

事業者等のノウハウを活用し、ターゲットに応

じた効果的な啓発を図ってまいりたいと考えて

おります。具体的な事業内容につきましては、

複数事業者から企画の提案を受けた上で、選定

した事業者と仕様を調整し、決定していくこと

になりますが、仕様書においては、特に投票率

の低い若年層に向けた啓発事業の提案を求める

こととしております。

なお、プロポーザル方式でありましても全て

を丸投げするということではなく、これまで選

挙で実施してまいりましたポスター作成やテレ

ビＣＭ、ＳＮＳ広告などは、引き続き契約の中

で一部拡充するものを含めて実施いたします。

その上で新たな啓発手法の提案を求めるという

ことにしております。

【鵜瀬分科会長】 ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【鵜瀬分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【鵜瀬分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑、討論が終了しました

ので、採決を行います。

第88号議案のうち関係部分については、原案

のとおり可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【鵜瀬分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、第88号議案のうち関係部分は、原案

のとおり可決すべきものと決定されました。

【鵜瀬委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

議案を議題といたします。

地域振興部長より総括説明を求めます。

【渡辺地域振興部長】地域振興部関係の議案に

ついてご説明いたします。お手元の総務委員会

関係議案説明資料2ページをお開き願います。

今回ご審議をお願いいたしておりますのは、

第90号議案「長崎県議会議員及び長崎県知事の

選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営

に関する条例の一部を改正する条例」でありま

す。

この条例は、公職選挙法の一部改正により、

個人演説会告知用ポスターが令和8年1月1日以
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降廃止されること、及び公職選挙法施行令に規

定される各種選挙運動の公営の単価が改正され

たことに伴い、所要の改正をしようとするもの

であります。

次に、議案外の報告事項についてご説明いた

します。

和解及び損害賠償の額の決定について。

これは、公用車による交通事故のうち和解が

成立した２件につき、損害賠償金合計40万5,108

円を支払うため、去る9月2日付で専決処分をさ

せていただいたものであります。

次に、所管事項についてご説明いたします。

後期過疎地域持続的発展方針等の策定につい

て。

過疎対策につきましては、令和3年4月に施行

された過疎地域の持続的発展の支援に関する特

別措置法に基づき、令和3年度から令和7年度ま

でを期間とする「前期」長崎県過疎地域持続的

発展方針の下、各種事業が実施されているとこ

ろでありますが、本年度は、令和8年度から12年

度までの後期5か年の過疎地域持続的発展方針

を策定することとしております。

この「後期」過疎地域持続的発展方針につき

ましては、前期方針を踏まえつつ、社会環境の

変化や県議会のご意見も踏まえて策定すること

としており、方針策定後、県及び過疎市町にお

いて過疎地域持続的発展計画の策定を進めてま

いります。

続きまして、国境離島地域の振興について。

国境離島地域の振興については、平成29年の

有人国境離島法の施行以来、法に基づく国の交

付金を活用しながら、関係市町と一体となって、

地域社会の維持、振興に取り組んでまいりまし

た。

その結果、これまでの8年間で、移住者数は、

法施行前の年間100人程度から500人を超えるま

でに増加し、新たな雇用の場が1,600人以上創出

されたこと等により、一部地域では人口の社会

増が達成されるなど、地域の活力向上や雇用の

確保、交流人口の拡大等において成果が現れて

おります。

一方で、進学や就職に伴う若者の転出、自然

減の拡大に伴う人口減少が本土地域以上に進ん

でおり、国境離島地域における地域社会の維持、

振興を図るには、令和9年3月末に期限を迎える

現行の有人国境離島法の改正、延長が必要不可

欠であると考えております。

そのため、去る8月22日、知事は、県議会議長

や関係市町等の皆様方とともに坂井内閣府特命

担当大臣など関係者に対する要望活動を実施し、

有人国境離島法に基づくこれまでの取組の成果

等を説明した上で、この法律が確実に改正、延

長され、関連施策の充実や必要な予算が確保さ

れるよう要請いたしました。

今後、県では、関係市町や県議会からの制度

改正の要望等を踏まえた意見書を取りまとめ、

要望活動を実施するなど、支援策の充実、強化

を伴う所要の法改正が行われるよう取り組んで

まいります。

恐れ入りますが、総務委員会関係説明資料（追

加2）、2ページをご覧願います。

地価動向について。

国土利用計画法に基づく地価調査について、

県下447地点の基準地における7月1日現在の価

格について調査を行い、去る9月16日に「令和7

年長崎県地価調査の結果概要」について公表を

行ったところであります。

県下の地価動向は、住宅地、商業地、工業地

などを合わせた全用途での令和7年の対前年平

均変動率はプラス0.1％で、前年の0.0％から0.1
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ポイント上昇し、平成10年から続いていた下落

から、上昇に転じております。

住宅地においては、令和7年の対前年平均変動

率は0.0％で、前年のマイナス0.2％から0.2ポイ

ント下落幅が縮小し、平成11年から続いていた

下落が下げ止まり、横ばいに転じております。

また、商業地においては、対前年平均変動率

は0.4％で、前年の0.3％から0.1ポイント上昇し、

2年連続のプラスとなっております。

この背景としては、近年進められている都市

部中心の開発への期待感や、都市部でのホテル

等事業用地の需要及び住宅地需要などがいまだ

堅調で、その効果が周辺部にも波及しているな

ど、全体的に平均変動率が上昇傾向となり、令

和3年以降その傾向が継続しております。

一方で、都市部では地価の上昇が続いている

ものの、人口減少により過疎化が進む地域では

地価の下落傾向が続いており、二極化が進んで

いると分析をしております。

今後も引き続き、土地取引に関して円滑な運

用を図るとともに、国が行う地価公示制度と併

せて、一般の土地取引に対して適切な指標の提

供に努めてまいります。

恐れ入りますが、総務委員会関係説明資料に

お戻りいただき、3ページ下段をご覧願います。

松浦鉄道の今後の在り方検討について。

松浦鉄道については、地域住民の生活を支え

る移動手段として重要な役割を担っております

が、人口減少や自家用車の普及による輸送人員

の減少が進む中、厳しい経営環境が続いており

ます。

このため、令和4年度に松浦鉄道の今後の在り

方について検討を開始し、これまで長崎、佐賀

の両県が主体的な役割を担いながら検討を行っ

てまいりました。

去る8月22日の松浦鉄道自治体連絡協議会総

会において、一部区間のバス転換や、国の制度

を活用した新たな支援制度について協議した結

果、バス運転士不足や運賃値上げにより収益が

改善傾向にあることなどから、当面の間、現状

の路線を維持し、現在の施設整備補助のスキー

ムを継続していくことが承認されたところであ

ります。

今後は、松浦鉄道の経営状況を注視、分析し

ながら、同社と連携を強化し、更なる経営改善

及び自治体による新たな支援の必要性等につい

て検討を進めてまいります。

九州新幹線西九州ルートについて。

令和4年9月の開業から、今月で3周年を迎える

九州新幹線西九州ルート（長崎～武雄温泉間）

につきましては、令和6年度の１日当たりの利用

者数が7,000人を超え、開業当時の水準を継続し

て上回るなど、順調に推移しているものと認識

しております。

一方で、未整備区間である新鳥栖～武雄温泉

間につきましては、国土交通省と佐賀県による

幅広い協議が行われておりますが、いまだ整備

方式が決定されておらず、議論の進展には至っ

ておりません。

このため、今後の議論を前に進めるためには、

西九州新幹線の効果をさらに拡大させるととも

に、全線フル規格による整備に向けた一層の機

運醸成が重要であると考えております。

そうした中、去る8月19日には、大石知事が、

佐賀県の山口知事、ＪＲ九州の古宮社長との三

者で、九州新幹線西九州ルートの現状や課題に

ついて意見交換を行いました。

大石知事からは、議論を進めるため、根拠の

あるデータに基づいて具体的に検証する必要性

を示し、環境影響評価の実施等を国に求めるこ
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とを提案されました。

また、フリーゲージトレイン導入断念という

経緯を踏まえ、国に対して具体的な解決策を求

めること、間を置かずに次回の意見交換を実施

することについて、三者間で認識が一致したこ

とは、今後の議論を進める上で意義あるものと

受け止めております。

恐れ入りますが、総務委員会関係説明資料（追

加1）、2ページをご覧願います。

さらに、7月の石破内閣総理大臣の来崎時に九

州新幹線西九州ルートに言及されたことを受け、

去る9月4日には、外間県議会議長、沿線市長、

市議会議長、県内経済団体の皆様とともに首相

官邸を訪問し、林内閣官房長官同席のもと、石

破総理に対し、フリーゲージトレイン導入断念

に伴い増加が見込まれる地方負担など、想定さ

れる課題に対する具体的な解決策の提示や、環

境影響評価の早期実施について強く要望すると

ともに、国が責任を持って主体的に調整を行い、

関係者間の協議を加速させることで、全線フル

規格による整備の早期実現を図るよう求めまし

た。

恐れ入りますが、総務委員会関係議案説明に

お戻りいただき、5ページ中段をご覧願います。

加えて、去る8月29日には、福岡市において、

県内経済団体の主催による「九州新幹線西九州

ルート整備促進シンポジウム」が開催され、九

州各地から約800名の方々が参加されました。

このシンポジウムでは、中川大京都大学名誉

教授から、高速鉄道整備の国際的な潮流を踏ま

えた日本の鉄道政策の在り方について基調講演

があったほか、「全国新幹線ネットワークが地

方にもたらすもの」をテーマに、観光振興や地

域経済などの専門家によるパネルディスカッシ

ョンが行われ、全線フル規格整備による将来的

な西九州地域の発展の可能性が議論されました。

こうした議論を通じて、全線フル規格整備の

必要性について理解が深まり、九州全体で機運

が高まったものと認識しております。

恐れ入りますが、総務委員会関係説明資料（追

加1）、2ページをご覧願います。

去る9月6日には、ＪＲ九州が開業3周年記念イ

ベント「ＧＯＷＥＳＴ３」を開催し、一日限定

で西九州新幹線が乗り放題となる「Ｔシャツき

っぷ」の販売や、大村車両基地での新幹線かも

めの清掃体験イベントなどを実施されたほか、

新幹線各駅においても沿線市と連携したイベン

トが開催されました。

県では、県内周遊の促進を目的に、波佐見町

やきもの公園で「かもめのよりみちフェスタ」

を開催し、地元出身アーティストによるトーク

ショーやヒラマサの解体ショー、特産品販売な

どを通じて県北地域の魅力を発信し、多くの来

場者でにぎわいました。

恐れ入りますが、総務委員会関係説明資料に

お戻りいただき、5ページ中段をご覧願います。

県としましては、引き続き市町や関係団体と

連携しながら、新幹線効果の拡大に取り組むと

ともに、政府・与党をはじめ関係者に対して議

論の進展や課題の解決について働きかけるなど、

西九州地域全体の発展に資する全線フル規格で

の整備を目指し、力を注いでまいります。

新たな総合計画の策定について。

令和8年度以降の県政運営の指針となる新た

な総合計画の策定については、去る6月定例会に

おいて、「こども」、「くらし」、「しごと創

造」、「にぎわい」、「まち」の五つの柱のも

と、12の基本戦略と、その戦略に基づく施策を

掲げた素案骨子をお示しし、ご議論いただいた

ところであります。
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県議会や有識者による懇話会でのご議論のほ

か、県内各地域での意見交換会や市町のご意見

等を踏まえながら、内容の検討を深め、今般、

計画素案を策定いたしました。

計画素案では、各種施策における事業群や主

な取組について、国の地方創生2.0の考え方等も

踏まえつつ具体化するとともに、離島・半島を

有する本県特有の課題についても、きめ細かな

対応を図ることとしております。

また、施策の構築に当たっては、デジタル技

術の活用や戦略的情報発信・ブランディングの

展開、「稼ぐ」視点の反映等の基本的な姿勢を

持ち、分野横断的な取組を充実、強化したとこ

ろであります。

このうち、地域振興部においては、主に基本

戦略「地域の魅力で人を惹きつける」や「活力

にあふれた持続可能な地域をつくる」等に関連

施策等を位置づけております。

基本戦略「地域の魅力で人を惹きつける」で

は、ながさき暮らしの魅力で呼び込むＵ・Ｉタ

ーンの促進やデジタルノマド等の関係人口と地

域との交流促進に関する施策において、Ｕ・Ｉ

ターン促進のための情報発信の強化や、デジタ

ルノマドと地域との交流促進等に取り組んでい

くこととしております。

また、基本戦略「活力にあふれた持続可能な

地域をつくる」では、離島・半島などの地域社

会の維持、活性化や地域を支える公共交通の維

持、確保に関する施策において、地域の特色を

生かした地域づくりや持続可能な公共交通ネッ

トワークの構築等に取り組んでいくこととして

おります。

今後も引き続き、県議会や有識者懇話会のご

意見をお伺いするとともに、パブリックコメン

ト等により県民の皆様の声をお聞きしながら、

今年度中の計画策定に向けて検討を進めてまい

ります。

「長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ2025」

等の進捗状況について。

令和3年度から本年度までの5年間を計画期間

とする「長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ

2025」に掲げる令和6年度末における施策の進捗

状況については、施策体系を共通化し一体的推

進を図っている「第２期長崎県まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」の関連施策も含め、令和5年

度に実施した総合計画の一部見直しに伴う指標

改訂の内容を反映の上、評価、分析を行ったと

ころであり、地域振興部関係部分については、

配付している資料のとおりであります。

総合計画の施策及び事業群の指標である19項

目のうち、目標値を設定していないものや実績

値が把握できていないもの等を除いた18項目の

令和6年度の進捗状況は、最終目標を既に達成し

たもの及び令和6年度の目標値を達成したもの

が8項目、令和6年度の目標を達成していないも

のの改善傾向にあるものが7項目、令和6年度の

目標値を達成しておらず進捗に遅れが見られる

ものが3項目となっております。

次に、「第２期長崎県まち・ひと・しごと創

生総合戦略」に掲げるＫＰＩである12項目のう

ち、実績値が把握できていないもの等を除いた

11項目の令和6年度の進捗状況は、最終目標を既

に達成したもの及び令和6年度の目標値を達成

したものが5項目、令和6年度の目標を達成して

いないものの改善傾向にあるものが4項目、令和

6年度の目標値を達成しておらず進捗に遅れが

見られるものが2項目となっております。

各計画とも、今回の評価、分析の結果を踏ま

え、取組の充実、強化を図りながら、最終目標

の達成に向けて引き続き施策の推進に努め、総
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合計画・総合戦略の実現を図ってまいります。

以上をもちまして、地域振興部関係の説明を

終わります

よろしくご審議を賜りますよう、お願い申し

上げます。

【鵜瀬委員長】 次に、市町村課長より、第90号

議案について補足説明を求めます。

【小橋市町村課長】私の方から、第90号議案「長

崎県議会議員及び長崎県知事の選挙における選

挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例」、

いわゆる公営条例の一部を改正する条例につい

て補足説明をいたします。横長の総務委員会資

料、地域振興部の3ページをお開き願います。

はじめに、内容の（1）をご覧ください。この

条例の第1条には、条例の目的としまして、選挙

運動における選挙運動用自動車、ビラとあわせ

てポスターの公営について必要な事項を定める

と規定しております。

本年4月に公布された改正公職選挙法では2段

目の後段のとおり、個人演説会告知用ポスター

が令和8年1月1日以降廃止されるとなっており

ます。ポスター掲示場に掲示されるポスターの

大きさは、例えば県議会議員の場合、42センチ

かける30センチ以内でありますが、衆議院の小

選挙区選挙、参議院の選挙区選挙、知事選挙の

場合、原則として、このポスターに42センチか

ける10センチの大きさをあわせて作成すること

ができます。このプラスして作成できる42セン

チかける10センチの部分が単独で作成された場

合、個人演説会告知用ポスターというものに該

当します。

今般の法改正による選挙運動に関する規格の

簡素化の1つといたしまして、令和8年1月1日以

降、全ての選挙における候補者の選挙運動用ポ

スターは、この個人演説会告知の記載の有無に

かかわらず、42センチかける40センチ以内とさ

れ、個人演説会告知用ポスターの文言が不要と

なりましたので、公営条例について所要の改正

を行うものでございます。

続きまして（2）をご覧ください。こちら以降

は、条例に定める公営単価の改正でございます。

各種選挙を執行するための経費の基準につきま

しては、原則として参議院議員通常選挙が執行

される年に3年に1回、物価変動など社会経済情

勢を反映させるため、執行経費基準法の見直し

が行われております。

そして、この基準法の基準額を参考としまし

て、実際の公営手続等を規定する、国政選挙の

場合は公職選挙法施行令、地方選挙の場合は各

自治体の公営条例等において、公営単価を定め

ることになっております。

今回、県議会議員の選挙並びに知事の選挙に

おいて公営の対象となります、①選挙運動用ビ

ラの作成、②選挙運動用ポスターの作成にかか

る経費について、従来と同じく政令で定められ

た単価にあわせて、増額の改正を行うものでご

ざいます。こちらは、7月の参議院議員通常選挙

にあわせて、既に公職選挙法施行令が改正され

ておりますが、県においては来年の知事選以降

適用となる見通しでございます。

以上が条例改正についての説明でございます。

【鵜瀬委員長】 ありがとうございました。

以上で説明が終わりましたので、これより議

案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【鵜瀬委員長】質疑がないようですので、これ

をもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【鵜瀬委員長】討論がないようですので、これ
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をもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑、討論が終了しましたので、

採決を行います。

第90号議案については、原案のとおり可決す

ることにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【鵜瀬委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、第90号議案は、原案のとおり承認す

べきものと決定されました。

【鵜瀬委員長】 次に、提出のあった「政策等決

定過程の透明性等の確保などに関する資料」に

ついて説明を求めます。

【梅田地域づくり推進課長】「政策等決定過程

の透明性等の確保」及び「県議会議員との協議

等の拡充に関する決議」に基づき、本委員会に

提出しております地域振興部関係の資料につい

てご説明いたします。

資料の2ページをご覧ください。補助金内示一

覧表でございますが、本来であれば6月議会で報

告すべき5月分の内示2件につきまして、前回の

報告から漏れておりましたので、今回記載をさ

せていただいております。大変申し訳ございま

せんでした。

次に、3ページをお開きください。1,000万円

以上の契約状況の令和7年6月から8月までの実

績で、一般競争入札が1件、公募型プロポーザル

を含む随意契約が5件となっており、一般競争入

札に係る資料を4ページにお示ししております。

次に、5ページをお開きください。知事及び部

局長等に関する陳情・要望のうち、令和7年6月

から8月までに県議会議長宛てにも同様の陳情・

要望が行われたものは佐世保市などからで、県

の対応等につきましては、49ページまでお示し

しているとおりとなっております。

次に、50ページをお開きください。附属機関

等会議結果につきまして、令和7年6月から8月ま

での実績は、長崎県土地利用審査会など計4件と

なっており、その内容については記載のとおり

となっております。

以上で報告を終わります。

【鵜瀬委員長】次に、地域づくり推進課長より

補足説明を求めます。

【梅田地域づくり推進課長】私の方から、後期

過疎地域持続的発展方針案についてご説明いた

します。補足説明資料は、概要と方針案の2種類

載せておりますけれども、3枚物の概要の方で説

明をいたします。

この過疎方針は、いわゆる過疎法に基づき策

定するものでございますが、まず、過疎法関係

についてご説明いたします。1の（2）に本県の

過疎地域を記載しておりますが、過疎地域は法

で指定されており、本県では12市3町となってお

ります。市町全地域が過疎地域となっているの

が、島原市や平戸市など9市3町、市町の一部が

過疎地域となっているのが3市で、旧町単位で指

定されております。

過疎法は、昭和45年に初めて制定されており

ますが、10年の時限立法となっており、直近で

は令和3年度から施行されているところです。過

疎方針につきましては、過疎地域の持続的発展

を図るため県が策定できるものとされており、

県の方針に基づき、市町も計画を策定すること

ができるようになっております。市町が過疎債

等の財政支援を活用する場合は、市町が策定し

た計画に基づくものでないといけないため、県

が策定する方針は、各市町の多様な過疎対策事

業を想定しつつ、ハード・ソフト両面の幅広い

施策を盛り込んでいく必要があります。

この県の方針ですけれども、前期と後期に分

けて策定することとされておりまして、今回お
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示ししておりますのは令和8年度から12年度ま

での後期5か年分となっております。後期方針は、

法律の改正に伴う内容の追加などがございませ

んので、時勢や環境の変化を反映することが主

な内容となっております。

今後は、県議会の議論を経まして、国に提出

の上、国の同意を経て正式に決定することにな

ります。

6に後期方針案の概要を記載しておりますが

後期方針におきましても、住民生活に必要な生

活・産業基盤の整備を進めるとともに、移住・

定住の促進、産業の振興など、関連施策の強化、

推進を図りながら、人口減少社会における持続

可能な地域社会の形成、地域活力のさらなる向

上につなげていくこととしております。

そして、Ⅱ、移住・定住、地域間交流の促進、

人材育成から、12の再生可能エネルギーの利用

の促進までの11項目につきましては、過疎法に

おいて定められている項目となっており、今回

の方針案では、下線を引いている部分について、

環境の変化など新たな内容を反映させていると

ころでございます。

例えば、4の地域における情報化では、コロナ

禍を契機にデジタル社会へ急速に進展している

ことや、本県が国家戦略特区制度の指定を受け

たことなどから、項目の追加を行っているとこ

ろでございます。

以上、後期過疎地域持続的方針案について説

明を終わります。

どうぞよろしくお願いいたします。

【鵜瀬委員長】 ありがとうございます。

次に、地域づくり推進課企画監より補足説明

を求めます。

【中村地域づくり推進課企画監】 私の方から、

有人国境離島法の改正・延長に関する意見書素

案についてご説明させていただきます。資料に

つきましては、1枚目の右上に資料1－1、地域づ

くり推進課と記載し、表題を有人国境離島法の

改正・延長に関する意見書（素案）の概要につ

いてとしております資料でご説明いたします。

部長説明にもございましたように、平成29年

4月施行の有人国境離島法については、令和9年

3月末に期限を迎えることから、県としましては

法期限が確実に延長されるとともに、法の改正・

延長に合わせた支援策の充実、強化が図られる

よう、県内関係市町をはじめとして広くご意見

をお聞きし、その結果を意見書として取りまと

めた上で、国等への働きかけを行ってまいりた

いと考えております。

資料1ページ1、関係スケジュールでございま

す。今回の意見書素案は、本年3月以降、関係市

町や庁内各部局等への照会等を行いながら作成

しております。この3については、去る9月2日の

県議会、離島・半島地域振興特別委員会でご説

明させていただいており、その際いただいたご

意見や本日の総務委員会でのご意見を踏まえ、

来月に関係市町等から再度ご意見をお聞きした

上で、意見書案としての取りまとめを行ってま

いります。

その後、意見書案について、11月予定の離・

半特別委員会など、県議会においてご審議いた

だいた上で意見書を確定し、12月に本意見書を

基に、国等への要望活動を行うこととしており

ます。

なお、有人国境離島法の改正法案については、

現時点で令和8年度の通常国会で審議されるス

ケジュールとなるものと想定をいたしておりま

す。

次に2、意見書素案の構成についてご説明いた

します。意見書の構成としましては、1、有人国
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境離島法施行後の取組による成果、2、特定有人

国境離島地域の地域社会の維持に向け拡充等が

必要な施策。資料2ページになりますが、3、有

人国境離島地域の保全に向け拡充等が必要な施

策、4、必要な財政上の措置等の四つの柱立てで

整理をしております。

恐れ入りますが、1ページにお戻りください。

1、有人国境離島法施行後の取組による成果につ

いてご説明いたします。現行の有人国境離島法

は、平成29年4月の施行以来、初めて法期限を迎

えますので、国等に対し本県における法施行後

の取組による成果をしっかりと説明していくこ

とが大変重要と考えております。

このため、意見書の一つ目の大項目として、

取組による成果を記載しております。取組の成

果について（1）社会減の改善等では、社会増減

数について、法第4条の規定に基づく国の基本方

針において、法の期限に向け特定有人国境離島

地域における人口の社会増が施策の基本目標と

して掲げられており、法施行前の本県特定有人

国境離島地域では約1,000人の社会減となって

いましたが、地域社会維持交付金等の法に基づ

く国の支援制度を積極的に活用し、航路・航空

路の運賃低廉化、農林水産品等の出荷等に係る

輸送コストの低廉化、雇用機会の拡充が図られ

たことにより、法施行後においては、社会減が

総じて約4割改善しており、一部市町では社会増

を達成していることを挙げております。

このほか、（2）新たな雇用の場の創出では、

地域社会維持交付金の雇用機会拡充事業によっ

て、8年間で890件の事業が実施され、1,658人の

新たな雇用の場が創出され、移住者の増加や社

会減の改善などの重要な成果につながっている

こと。

（3）交流人口の拡大では、地域社会維持交付

金の滞在型観光促進事業によって、もう一泊し

てもらうための仕掛けづくりや受入れ体制の充

実が図られたことにより、国内観光客の延べ宿

泊者数が、コロナ禍以外では順調に増加してい

ること。

（4）農林水産業の維持では、基幹産業である

農林水産業に関し、新規就農・就業者数、新規

漁業就業者数及び農林水産物の生産額について、

相談窓口のワンストップ化の実施等や、特定有

人国境離島漁村支援交付金の活用のほか、地域

社会維持交付金の輸送コスト支援事業によって、

毎年一定の担い手が継続的に確保されており、

また、農林水産物の生産額が維持されているこ

とを挙げております。

2ページをお願いします。3、要望事項の主な

内容についてご説明いたします。大項目の二つ

目として2、特定有人国境離島地域の地域社会の

維持に向け拡充等が必要な施策として、（1）か

ら（7）までの項目を整理しております。

このうち、（1）から（6）までについては、

国の基本方針の記載事項に沿って整理したもの

であり、（7）は国の基本方針には記載されてい

ない内容を新たに取り組むべき施策として掲げ

ております。

（1）航路・航空路の運賃低廉化では、離島住

民及び準住民を対象とした地域社会維持交付金

の航路・航空路運賃低廉化事業について、帰省

客等を準住民の対象に追加することや、航路事

業者等が運賃とは別に利用者から徴収すること

ができる燃油サーチャージを支援対象とするこ

とを掲げております。

（2）生活または事業活動に必要な物資の費用

の負担の軽減では、地域社会維持交付金の輸送

コスト支援事業について、原材料等の輸入品目

数を拡大することや、輸送手段の燃料費等の高
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騰の状況を踏まえ、一事業者当たりの補助上限

額を見直すこと、離島のガソリン流通コスト対

策事業における補助単価を引き上げること。さ

らに、離島貨物航路における老朽化した船舶の

更新（建造）や船員確保に係る補助制度の創設

など、必要な措置を講じることを掲げておりま

す。

（4）民間事業者等の創業・事業拡大等の促進

では、地域社会維持交付金の雇用機会拡充事業

について、物価高騰等の社会経済状況を踏まえ、

創業・事業拡大等に係る補助上限額を引き上げ

るとともに、高い効果が見込める事業について、

さらなる引上げを可能とすることや、小規模離

島において、雇用要件の緩和や補助上限額の引

上げを行うことなどを掲げております。

3ページをお願いします。（5）滞在型観光の

促進では、観光産業は裾野の広い産業であり、

重要性をしっかりと打ち出していただきたいた

め、法第4条第2項に規定する基本方針に掲げる

事項に「滞在型観光の促進」を明記することな

どを掲げております。

（7）新たに取り組むべき施策では、今後、本

県特定有人国境離島地域の地域社会の維持、振

興を図る上では、現行の支援制度の拡充等に加

え、現行では措置されていない支援施策が必要

であることから、持続可能な医療・介護提供体

制の確保に対する支援の強化として、診療報酬・

介護報酬制度の充実、強化を図ることや、社会

増の実現に向けて市町等が実施する独自の移住

施策についての支援を充実することを掲げてお

ります。

次に、大項目の三つ目には、3、有人国境離島

地域の保全に向け拡充等が必要な施策として、

国の基本方針の記載事項に沿って、（1）から（5）

までの項目を整理しており、（1）国の行政機関

の施設の設置では、国の行政機関の充実、強化

として、地域内に設置されている国の行政機関

を維持し、体制強化を図ることなど、また、（3）

港湾等の整備では、港湾、漁港、道路及び空港

の整備に係る支援を拡充することなどを掲げて

おります。

最後に、四つ目の大項目が4、必要な財政上の

措置等でございます。地域社会維持交付金につ

いては、本県特定有人国境離島地域の地域社会

の維持、振興に欠かすことができない支援制度

となっており、今後においては地域の実情や燃

料費等が高騰している現下の社会経済状況等に

対応可能となるよう、対象事業の拡充をはじめ、

制度内容の充実に取り組むとともに、必要な予

算の確保等の財政上の措置が特に必要であるこ

となどから、地域社会維持交付金や離島活性化

交付金の有人国境離島法関連予算について、現

下の社会経済状況等も踏まえ、必要な予算を確

保することなどや、小規模離島に対する特段の

配慮として、各種支援制度における補助率の引

上げや要件緩和等の措置を講じることを掲げて

おります。

なお、ただいまご説明させていただいた資料

1－1のほかに、資料1－2としまして、意見書素

案の全体版と参考資料1及び2としまして、法律

や地域社会維持交付金の概要などを配付させて

いただいております。

以上で、意見書素案についての説明を終わら

せていただきます。

委員の皆様からのご意見等を踏まえ、今後さ

らに内容を充実してまいりたいと考えておりま

すので、よろしくご審議を賜りますようお願い

申し上げます。

【鵜瀬委員長】ありがとうございました。以上

で説明が終わりました。
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次に、陳情審査を行います。

事前に配付いたしております陳情書一覧表の

とおり、陳情書の送付を受け付けておりますの

で、ご覧願います。

審査対象の陳情番号は29番、30番、31番、32

番、33番、34番、35番、37番、44番、56番、57

番、61番、68番となっております。

陳情書について何かご質問ありませんか。

【堤委員】 おはようございます。

陳情番号37番、平戸市からの要望書がありま

すが、その1番に離島航路対策支援の拡充につい

てというのがあります。離島は、フェリーなど

が唯一の公共交通機関ですけれども、大変厳し

い経営環境にあるということ。

それから、そのフェリーがドック入りしたと

きに代船が運航したりしますけれども、車両を

輸送できず、人だけを輸送する場合もあるし、

なかなかその事業者がほかの独自の対応として、

そこのドックに入っているところにフェリーを

回しても、船員が高齢化したり成り手不足があ

ったり、非常に安定的な運航が難しいというこ

とがここにあります。

離島航路における安定運航の確保と、それか

ら各種船舶の情報共有及び相互ネットワークの

構築ということについて要望が出されています

けれども、この要望について県の見解を求めま

す。

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】平戸市

からの離島航路確保、支援の拡充のご要望につ

いての県の見解ですが、現在、県北地域におい

てドック期間の通常使っている船舶が造船所で

修理、点検などの間、代船の確保については、

現在、各事業者においてもしっかりと確保でき

ていると認識しております。

今後、そういうことができなくなってくる可

能性があるということについては、我々も認識

はしておりまして、そういった事態が生じない

よう検討はしてまいりたいと思います。

それから、（2）各種船舶の情報共有及び相互

ネットワークの構築についてにおいて災害時の

対応についてうたわれておりますが、災害時の

対応につきましては、長崎県の地域防災計画や、

九州と山口県の9県で災害時の応援連携協定を

結んでおりまして、そちらの方で船舶の情報共

有や、県の境目を超えた相互支援のネットワー

クの体制が構築できているところでございます。

それから、（1）に戻りますけども、航路事業

者におきまして、代船の共同船舶化の検討など

が進められる場合は、県としてもその情報提供

や必要な助言などを行ってまいりたいと考えて

おります。

【堤委員】災害時の九州、山口の9県の協力体制

ということをお話になりましたし、必要な情報

を提供していきたいということですけども、本

当にですね、普段フェリーで車両を輸送ができ

ているのが、ドック入りのときに車両が輸送で

きないような、そういう船しか航行しないとな

りますと様々な、ここにも書かれていますけど

も、ごみ収集に支障を来したり、それから車で

島外に通院などをする場合に非常に不便であっ

たり、あるいは様々な生産資材の搬入が制限さ

れたり、そういうことは本当に離島の島の日常

生活に様々支障を来すと思うんですけれども、

そういったところに対する支援というのはどう

なるんでしょうか。

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】そうい

った場合は、特段の予算などはないですけれど

も、船舶の使用可否についての情報提供などを、

国と連携をしているところでございます。

【堤委員】 島民の皆さんが不安に思われたり、
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生活に支障を来したり、できるだけ小さくなる

ような、やはりそういう情報提供、それから予

算はないというお話ですけれども、どういった

支援ができるかということをですね、検討して

いただきたいと思いますし、本当に島のそうい

う生活というのは、本土の方では考えられない

ような、やっぱり唯一の交通手段がうまく動か

ないというか、利用ができないというのは、本

当に大変な支障になると思いますので、そうい

ったところの支援、何ができるかという検討し

ていっていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

【鵜瀬委員長】 ほかに質問ありませんか。

【川崎委員】陳情の61の長崎県タクシー協会さ

んの陳情についてお尋ねいたします。

まずですね、現在の業界の経営状況について、

県の認識を伺います。

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】現在の

タクシー業界の経営状況についてでございます

けれども、全国のタクシー・ハイヤー連合会の

調査によりますと、全国のタクシー事業におけ

る本年2月の営業収入についてコロナ禍直前の

令和5年2月と比較いたしますと、7％の減収をし

ており、コロナ禍前の水準を回復するに至って

ない状態でございます。

それに加えて、昨今の急激な燃料価格の上昇

もございますので、県内のタクシー事業者にお

いても深刻な経営環境に置かれているものと認

識をしております。

【川崎委員】コロナ禍以前にまだ戻ってないと

いう状況にあって、そういったまた燃料の高騰

ということの背景、このようなことからの要望

だというふうに思っておりますが、どのように

対応されていくのか、お尋ねをいたします。

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】県のタ

クシー協会からは、ＬＰガスに係る国の燃油価

格激変緩和対策事業、それから県の公共交通事

業継続緊急支援事業といった、燃料費関係の事

業継続についてご要望をいただいているところ

でございます。

まず前者のＬＰガスに係る国の燃油価格激変

緩和対策事業につきましては、令和4年の1月分

から令和7年5月分までを、タクシー事業者に対

して既に支援されておりまして、現在、令和7年

6月、それから7月分を対象期間とした支援の申

請を本年11月6日までの期限で国の方で受付を

されているところでございます。

それから、県タクシー協会の要望の後者、県

の公共交通事業継続緊急支援事業につきまして

は、燃料価格等の高騰により影響を受けた交通

事業者に対し、その事業継続を目的として、国

の重点支援地方交付金を活用いたしまして、公

共交通事業継続緊急支援事業として実施してき

たものでございまして、タクシー事業者に対し

ても令和4年度から6年度まで支援を行ってきた

ところでございます。

今後の支援につきましても、国の動向や燃料

価格の動向をしっかりと注視しつつ、必要に応

じて検討してまいりたいと考えております。

【鵜瀬委員長】 ほかに質問ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【鵜瀬委員長】ほかに質問がないようですので、

陳情につきましては、承っておくことといたし

ます。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問ありません

か。

【山本委員】 おはようございます。
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この43ページというんでしょうか、島原市か

らの要望に対する回答でですね、島原鉄道に対

する支援についてお伺いをいたします。

これにつきましては、6月の委員会でもお話を

申し上げましたけれども、現在、長崎県地域公

共交通活性化協議会の下に島原鉄道活性化検討

部会というのが置かれていて、ここで具体的に

検討を進めていくと。前回の段階では、いわゆ

る鉄道としてみなし上下分離にするのか、バス

転換にするのかということで、方向性としては

鉄道の方なんだけれども、いろんな費用負担の

話でですね、各市との調整を続けているという

ふうなお話でした。

現在のこの検討部会の状況、それから各市と

の協議の状況について、まずお伺いをします。

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】島原鉄

道に対する支援に関する現在の検討状況でござ

いますけれども、6月にご説明したときから引き

続き各沿線の3市、それから島原鉄道との調整を

続けているという段階でございます。

ちょうど今月、2週間ほど前にも、3市の各市

長または副市長と面会し、県の考え方を伝えた

上で意見交換を続けてまいりましたが、やはり

費用負担のところがまだ合意に至ってないとい

うところで、引き続き調整を行っているところ

でございます。

【山本委員】 ありがとうございます。

この計画を進めるに当たってですね、県の方

もこれまで、まずはその島原鉄道さん自体の収

支改善、経営改善が必要だということで、これ

に関しては今、県と島原鉄道さんのその間でで

すね、島原鉄道さんのその収支改善計画等につ

いて話合いが行われているのか、それをお伺い

します。

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】島原鉄

道の利用促進が非常に大事だと思っておりまし

て、鉄道の利用促進協議会を通じて補助などを

行っております。そのほか、九州ＭａａＳを通

じた一日券、二日券の販売や、インバウンドの

取り込みなどの補助も決定されているところで

ございます。

【山本委員】 ありがとうございました。

ここの陳情・要望に対する対応としてはです

ね、鉄道、もしみなし上下分離となった場合に

は、保有管理に対する新たな負担が生じるから、

財政、県としても沿線自治体としても新たな財

政支援が必要であるので、国に対して必要な予

算の確保を求める。

それから、施設整備に関しても、結局地方が

負担した分についての交付税措置の強化を要望

しているということなんですけれども、現状、

国の方の動きとしてはどういう状況でしょうか。

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】国の方

で次年度の予算化に向けた予算要求などが行わ

れているところですけれども、まだ財務省との

調整が始まったばかりと伺っておりまして、今

後、情報を収集してまいりたいと思っておりま

す。

【山本委員】 ありがとうございました。

ということは、今、県と市、市町さんもかも

しれませんけれども、その財政負担の部分につ

いて話す段階においては当然それはまだ、当然

読めないということでやっている。

それ以外にですね、例えばちょっとこれは市

とか県の話なんですけど、例えばふるさと納税

であったり、これ島原さんであればクラウドフ

ァンディングであったり、こういったものでで

すね、この必要な事業費をですね、賄うという

ふうな話というのは何かあってるんでしょうか。

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】先ほど
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申し上げましたけれども、今月、市長または副

市長と面会した中で、島原市とお話をしている

ときには、ふるさと納税を活用することも案と

してその場では出ました。

ただ、安定的な財源ではないという問題があ

り、そこが解決できるのかなという疑問はその

場では残ったところでございます。

【山本委員】 取りあえず最後にします。

以前お話をお伺いしたときですね、国に対し

てになるんですかね。鉄道事業の再構築実施計

画というのを、これを提出をしないと、そうい

う手順、スキームが進まないと。これ自体がち

ょっと私の記憶、うろ覚えですけども、秋ぐら

いまでに出さないと今年度、いわゆる来年度か

らの実施というのが難しいというふうに認識を

しているんですけども、この辺のタイムスケジ

ュールはどうお考えでしょうか。

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】ご指摘

の再構築計画につきましては、国の方では明確

な期限というものはないのですけれども、来年

度4月1日から新しいスキームを行うとなります

と、県や市の方でも2月議会での予算化などが必

要になりまして、それを見越しますと、少し余

裕を見て、できれば秋にやりたいとは思ってお

りますが、デッドラインは今年の冬だと思って

おります。

【山本委員】 ありがとうございました。

これ自体、とにかく残さないといけないとい

う前提の中でですね、じゃあどういうふうに県

の方にもお願いをするしさ、沿線市の方にもこ

れやっぱり負担をしなきゃいけないだろうとい

うふうに思っておりますし、先ほどちょっと紹

介したような新たな事業費のですね、工面とか

十分含めてですね、島鉄さん含めて、私も一緒

に考えていきたいと思っておりますので、どう

ぞ引き続き、県のさらなる支援の方も含めてで

すね、よろしくお願いをいたします。

【鵜瀬委員長】 ほかに質問ありませんか。

【中村（俊）委員】事前にお伺いをしておくべ

きだったんですが、この場をお借りして１点だ

け確認をさせていただきたいと思います。

政策等決議資料の3ページのですね、契約方法

の中の随契の括弧、公募型プロポーザルがござ

います。1番と2番、3番、6番になるかと思うん

ですが、これそれぞれ受注希望者、何社ずつあ

ったかだけ確認をさせていただきたいと思いま

す。

【中村地域づくり推進課企画監】 1番の令和7

年度ながさき「しま」のビジネスチャレンジ開

催業務委託につきましては、プロポーザルに参

加した事業者数は4社でございます。

【梅田地域づくり推進課長】 2番目のデジタル

ノマド受入推進事業につきましては、2社の応募

がございました。3番目のながさきＵＩターン魅

力発信事業につきましては、3社の応募があって

おります。

【松島県庁跡地活用室長】 6番目の県庁舎跡地

に係る民間活力導入に向けた詳細調査業務委託

につきましては、4社の応募がございました。

【鵜瀬委員長】 ほかに質問ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【鵜瀬委員長】質問はないようですので、次に

議案外所管事務一般について、ご質問ありませ

んか。

なお、委員1人1回当たり20分程度前後に質問、

応答をお願いします。ございませんでしょうか。

【田中委員】議案外ということだけども、総論

的になるのが新幹線についてね、ちょっと議論

を深めていこうと思うんで、まず部長にね、長

崎県の当初のアセスルートが変更されてね、短
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絡ルートになった。この県の選択、県の判断に

ついての見解をいただきたい。

【渡辺地域振興部長】 ご質問ありましたのは、

今の九州新幹線、西九州新幹線のルートがこの

短絡ルートになったということについての県の

考え方ということでございますけども、それは

これまで本当に新幹線の整備に関しては、この

開通まで50年の経過がありまして、私もその経

過については十分承知をしているところでござ

います。

短絡ルートになったということについては、

長崎県としては苦渋の判断というか選択があり

まして、そういう経過になったということだと

認識しており、その後ＪＲ九州さんや関係者と

協議を進める中でですね、今の形があるという

ふうに受け止めております。

【田中委員】それはそれで一応聞いたというこ

とにしておきますがね、新幹線の開業効果、達

成と書いていることに関してはね、我々は大変

不満を持ってる。新幹線の完成でその開業効果

の拡大、達成。県北は何もないよ。新幹線建設

に対しての効果は。むしろマイナスだと思って

る。何の効果もない。

これは当時、朝長市長がね、いみじくもテレ

ビでね、何も効果がありません、県北は。明言

した記憶が私は思い出すけれどもね、当時の市

長がね。今もってあなたたちは、新幹線ができ

たできた、長崎だけが完成した、それはそれで

認めるけどもね。長崎県の中の県北地域ね、佐

世保を中心とした、何のプラスもない。

ハウステンボスあたりのお客がね、増えたと

いうことになれば、若干それはあったかなと思

うけども、調査をしたことありますか。

【川口新幹線対策課長】西九州新幹線開業に伴

いまして、県北地域、あるいは県内各地にです

ね、どのような効果がもたらされたか、その調

査をしたかというご質問でございます。

これに関しましては少し古い資料になるんで

すけれども、開業1年間、開業して令和4年開業

して1年間たった後のですね、新幹線の効果とい

うのを長崎県の方で調査をいたしております。

その際に調査した内容ですけれども、西九州新

幹線を利用して、長崎を訪れた観光客の方とい

うのを調べております。これアンケートに基づ

いて調査をいたしておりますが、その観光客の

数が開業1年間で約103万人、そのうち新規の観

光客が33万9,000人ということになっておりま

す。

それに基づきましてですね、経済波及効果と

いうのも試算をいたしておりまして、新幹線を

利用した観光客が1年間でもたらした経済波及

効果、これは県全体の数字にはなりますが、1年

間で193億円という試算をいたしております。

それに合わせまして、その際に旅行会社にも

アンケート調査をいたしておりまして、旅行商

品でどのような宿泊先を選ばれたかというのも

調査をいたしております。その際のパーセント

にはなるんですけれども、西九州新幹線を組み

込んだ旅行商品による宿泊先、一番多いのはや

はり長崎エリアでございまして46％ではござい

ますが、2番目に多かったのは佐世保エリアで、

41％という数字になっております。

それ以外の地域で申し上げますと、多い順で

いきますと島原半島が7％、そして五島にもお客

様は行かれておりまして、五島は約1.8％という

ような結果になっております。

【田中委員】当時、私は佐世保市議会の議長を

してたからね、今もって、もう50年間近い政治

生活の中で最大の屈辱だった。しかし、佐世保

が反対すると新幹線もできないんですよと言わ
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れると、最終的には容認とまでいかないけども、

見過ごすほかなかった。その歴史がある中でね、

当時の県と市の約束事というのがあるんですよ、

一番大きな約束事。新幹線が博多までね、開通

できれば、福岡まで開通できれば、武雄で直通

乗り入れを、極端に言うと約束しますよという

ような話、これは西岡、当時の総務会長の卑下

論だったけどね。まず長崎つくらせてくれ、あ

と佐世保もちゃんと考えるから、卑下論だった。

それが今、議論としてはもう一つ先に進んで

ね、長崎、武雄間が開通した、3年前。その先は

どうするのかという最大の課題があったはずだ、

県は、その先をどうするんだ、武雄から先は。

この3年間、結果はね、私から見ると何も進ん

でない。一歩も進んでない。どうですか、見解

聞かせてください、3年間。

【川口新幹線対策課長】 3年間どのような協議

を行ってきたか、進んでいないんではないかと

いうご指摘でございます。

まず、令和4年9月に開業して、この9月に3年

迎えていると。この間でございますが、国と佐

賀県で幅広い協議を続けられてきたというもの

がまずベースにございます。これ開業前の令和

2年からですね、未整備区間をどうするのだとい

うことで、国と佐賀県の間で協議を重ねられて

きた。その中におきましては、様々な検討がさ

れております。三つのルートとか南回りのルー

トの検証とかもなさっておりますが、国と佐賀

県の協議の中においてはですね、いまだ何か決

定したものというのはないというのは事実でご

ざいます。

ただ、一方で長崎県といたしましても、当然

佐賀県の理解を得られないとこの全線フル規格

というのは実現しないというのは承知しており

ますので、大石知事を先頭にですね、私どもと

しては佐賀県と様々な機会を捉えて、意見交換

というのを重ねてまいりました。

その結果といいますか、実現したことという

のが、この8月にもありましたけれども、大石知

事と山口知事と古宮社長の地元の3社のトップ

がですね、新幹線についてどうするんだという

率直な意見交換を交わすことができたというこ

と。そして2回やっております。2回目が8月に行

われたんですけれども、その際に一致した点と

いうことで、先ほど部長の説明にもありました

けれども、国のフリーゲージトレイン導入断念

の責任があるということで、それに対しての課

題に向けた解決策というのを求めるということ

に関しては一致したということでございまして、

今後、私ども長崎県、これまでも課題解決を国

に対して働きかけてまいりましたが、今後は佐

賀県と一緒にですね、佐賀県のお考えをお聞き

しながら、どうしたことができるのかというこ

とを話し合えるようになったということに関し

ては、一定前進しているものと考えています。

ただ、まだまだ道半ばといいますか、全然進

んでいないというのも当然承知はしております

が、少しでも、一日でも早く全線フル規格につ

ながるよう、今後も努力してまいりたいと考え

ております。

【田中委員】 課長の答弁が、この三、四年ぐら

いで少し変わってきたね、いい方に。

佐賀県の意向を聞きながらというような話が

ちょっと出てきたんですね。今までそんなこと

なかったじゃない。長崎県の立場だけでね、一

人でやりよった、国に対しての陳情にしたって

どうしたって。

だから、その間、佐賀県と一緒にやらなけれ

ば何の効果もないんだよと、私はずっと課長に

は言ってきたつもりだけども、少し変わってき
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たような。課長が変わったって駄目だ、知事が

変わらなきゃ。

それで結論ちょっと聞きますが、フル規格と

いうことはね、佐賀県と長崎県の共有はできて

るんですか。

あと、武雄から鹿児島を取りつなぐね、これ

についてフル規格でやるという結論が出てるの

かどうか。

もう一つは、何と言ってもね、ルートが決ま

らなければ、アセスをやってくれなんておかし

な話を長崎県についてはするなと思うけど、ル

ートが決まらなきゃどうしようもない。アセス

はあった。一番当初計画でね。しかし、それだ

って短絡ルートで簡単に変えられてしまったん

だ、アセスルート。簡単に変えられた、中央で。

だから、武雄から先どうなるかっちゅうのは、

まだ私としては不明だなと思ってる。どうなる

のか、鹿児島ルートにどうやってつなぐのかな

と。もう既成概念としてずっと在来線をね、都

市につなぐんだという話はもう消えてしまって

る。武雄から先どうするのかというのは、白紙

でも考えざるを得ない。

だから、フル規格の共用はできてるのか、ル

ートは長崎県と佐賀県で共通した認識に立って

いるのか、そこを聞かせてください。

【川口新幹線対策課長】全線フル規格とルート

に関して佐賀県の考えと、それについて長崎県

と佐賀県で合意している、合意というかですね、

協議できているのかというご質問だと理解して

おります。

まず、フル規格に関してなんですけれども、

これは山口知事がですね、佐賀県議会でご答弁

なさっております。フル規格について、これは

今までフル規格整備には手を挙げていないとい

うことは明言されております。

ただし、フル規格を否定したこともないとい

うことをおっしゃられているということで、こ

れから議論していくということ。付け加えさせ

ていただきますと、フル規格以外の選択肢がこ

れまであったと。いわゆるフリーゲージトレイ

ンでありますとか、あるいはスーパー特急、ミ

ニ新幹線とかあったんですけれども、今議論な

さっている、佐賀県の中で議論なさっているの

は、フル規格で整備する場合についてどうなん

だということを議論なさっているものと認識を

いたしております。

そしてルートにつきましても、山口知事のご

答弁がありまして、県議会の中では、ルートに

ついて確たるものがなかったと。新たな話とし

て、地元の合意が必要だという見解は示されて

おります。

一方で、私ども長崎県といたしましては、ま

ず運行主体であるＪＲ九州、それから与党ＰＴ

が、収支採算性であるとか、利便性の観点から、

駅ルートが最適だというご意見であります。

それを踏まえまして、本県といたしましても、

時間短縮効果、それから新幹線事業そのものの

持続可能性、こうしたことを考えると、やはり

駅ルートが最も合理性が高いというふうに考え

ております。

【田中委員】佐賀駅ルートに長崎県が固執する

限り、進展は望めないですよね。佐賀県も佐賀

市もあり得ないと。私、直接聞いたわけじゃな

いけど、報道ではそういう報道になっている。

佐賀駅通る新幹線はあり得ない。

長崎県は、いや佐賀駅だ、佐賀駅だ。ＪＲ九

州も佐賀駅だと言ってたって、それは進まない

ですよ、進まない。

時間の関係でね、まとめるけども、要は今ま

での話は話、今後の話。次期総合計画があるで
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しょう。令和8年度から12年度まで、何で長崎県

と佐世保市が約束した直通運行の話が出てこな

いんだ、この中に、5年間の中に。

ということは、あなたたちは新幹線の再開、

工事の再開はずっと先だと思ってるわけだね。

この5年間にあるとすれば、必ず長崎県と佐世保

市の約束事についても言及があってしかるべき

だ。何もない。企画部長にも、おかしくないか

と言ったけども、それはもう地域振興部で指摘

してくださいという話だった。企画は、上がっ

てきたことをやってきた。肝心のあなたたちが

全然その長崎県の佐世保市との約束を守る気が

ないと、新幹線対策課はね、そう断言せざるを

得ない。その5年間の計画に入ってないんだから、

何も文言が一言もない。

簡単にできるもんじゃないからね。いろいろ

検討の時間が必要。私は、この5年間ぐらいで、

これは私の話だけど、5年間ぐらいで新幹線の再

開の準備もしなきゃいかんし、こっちもしなき

ゃいかんな。そして、建設期間は大体10年とな

ってるとかね。15年先を目指してやらなきゃい

かんなという話にはなるんだけども、この5年間

の中で準備をしとかなきゃ、約束事の準備を。

また国と一緒でね。むつの念書なんて、だま

したりだまされたりですなんて言うて笑われた

けれどもね。そんなもんじゃないと思うよ。長

崎県と佐世保市が正式にね、武雄駅から乗り入

れできるようなことに努力をするという約束は

ね。それが何も将来計画の中に入ってない。

これは部長に聞こうかな。肝心なとこ、こん

な大事なことがね、何の文言も入ってない。も

う長崎県は守る気がないのかどうか、部長から

答弁を頼もう。

【渡辺地域振興部長】ご指摘ございました、総

合計画の中での県の取組、地域振興部の取組の

中でそういう記載がなかったということでござ

います。

私どもそういうお話お聞きしましたので、こ

こは今回案として示させていただいた中でです

ね、ご意見も踏まえてですね、そういったとこ

ろもしっかり捉まえて、検討したいと思います。

【田中委員】 やっぱりね、行政同士の約束、石

木ダムも、ちょっと関係ないけど石木ダムの問

題についてもね、私はいつも疑問に思うんだけ

ど、知事が変われば一からね、検討するなんて

ことじゃね、やっぱりうまくいかない。新幹線

だってそうだ。知事が変われば方針が変わるっ

ちゅうのはね、あんまりよくないと思うよ。や

っぱり継続性みたいなものは担保してもらわな

いと。

それは昔の話だ。平成4年11月の話だから、平

成4年11月議会で、長崎県議会、長崎県案が決ま

ったんだよ、11月議会。私たちは傍聴してたけ

どね。やじってたけど、議会で。議長は一言も

注意をしなかった、あの当時ね、県の議長は。

それは正当性があったからこそ、短絡ルート

反対という。長崎県の均衡ある発展がね、そぐ

われるんじゃないか、これでいいのか。長崎、

諫早、大村はいいだろうけども、県北の佐世保

が何で外されなきゃならないの。今もってね、

外したことが私はよかったかどうかっちゅうの

がね、身びいきだけどもね、ばかなことに容認

してしまったなという感じがする。

しかし、私も立場上、仕方なかった。勝手に

やれって言って終わったけどね。

終わります。

【鵜瀬委員長】 ほかに質問ありませんか。

【川崎委員】公共交通のことについてお尋ねい

たします。前回の委員会でバスの分野ですか、

前回の委員会で運転者不足に対して外国人材の
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活用を検討してほしいと、このように申し上げ

ました。

先般、佐世保市議会にて外国人材の採用に向

け、佐世保市、バス事業者、そして日本語学校

で協議中と、議論が行われておりました。実現

には課題が多いと思いますけれども、もう避け

て通れない状況かと思ってます。県下全域で運

転手不足が深刻化する中に、着手が遅れる分だ

け解決が遅れてしまうと思ってます。この外国

人材活用の実現に向けまして、速やかに県がイ

ニシアチブを取ってですね、推進すべきと考え

ますが、見解を伺います。

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】運転士

の不足は、バスのみならずタクシーやトラック

など、運輸業全体に共通する非常に大きな課題

であると思っております。

その中で外国人の活用というのは、運転士不

足に対する有効な手段の一つであると考えてお

りまして、県としても運輸業界と意見交換を行

っているところでございます。

今後も意見交換を行い、課題について整理し、

必要な取組を検討してまいりたいと考えており

ます。

【川崎委員】佐世保市の事例からいくと、佐世

保市と事業者、日本語学校と、まさによくでき

たコンソーシアムというか、そういうことなん

だろうと思うんですが、やはり事業者さんだけ

ではなかなか大変だと思っててですね、よって

佐世保市も乗り込んだというふうに思いますが、

ぜひこの県下全域ということであれば、先ほど

申し上げました、イニシアチブを取ってですね、

推進をしていただきたいなと思っております。

次にですね、バス運行の維持に欠かせない整

備士についてお伺いをいたします。自動車の整

備士資格取得の試験申請者が、昨年度3万5,504

人と、過去最低だったということが判明をいた

しました。20年前の半分以下ということであり

ます。整備士不足はつかんでおりましたけれど

も、自動車の安全運行に非常に大きな影響が生

じるものとも思っています。

バスの安全な運行維持に整備士の方々は法定

点検はもちろんですけども、日常ですね、車両

整備に取り組んでおられます。運行確保に運転

者不足ばかり目線が行っておりますけれども、

整備士不足もですね、重大な課題だと考えます。

分野は異なりますけども、ドクターヘリがで

すね、搭乗する整備士が確保できずに運航休止

を余儀なくをされて、命に関わる重大な問題と

なってます。バスにもですね、同様なことが起

こるとも限らないと思っておりまして、運休す

れば仕事に行けない、学校に通えない、病院に

行けないなど、生活は混乱をすると思います。

運転士不足はですね、運転者不足とセットで

取り組むべきと、このように思いますが、見解

を伺います。

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】整備士

の不足に関するご質問でございます。バスの安

全運行におきまして、車両の整備というものは

非常に重要でございまして、それを担われる整

備士の確保は、喫緊の課題であると感じており

ます。

そのため、国に対して要望する際に、運転士

のみならず整備士も含めまして、地域公共交通

の担い手不足の解消について、政府政策要望を

行っております。

県といたしましても、整備士を含む人材確保

に向けまして、昨年度に引き続き、バスなどの

業界団体と連携した合同企業説明会を10月5日

に開催する予定でありまして、自動車の整備科

を有する県立の高等技術専門校にも開催案内を
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送付するなど、取組を行っているところでござ

います。

【川崎委員】なかなかピークの半数ということ

はですね、かなり深刻でして、こちらでも外国

人材の活用というところもですね、少し報道等

で知っておりますが、こういった分野もですね、

ぜひ検討いただきたいと思っております。

次にですね、新大村駅と長崎空港間におけま

す自動運転バスの実証運行についてお尋ねいた

します。2024問題の影響で路線バスの運転手不

足がさらに深刻化しており、今後移動サービス

の提供が困難となる地域の増加が懸念をされる

という環境の下、背景の下、国は全国における

地域の移動手段の確保の観点から、デジタル技

術を活用した移動サービスについて実証段階か

ら実装への移行を加速化するため、社会実験に

取り組んでいくとし、特定の条件下での完全自

動運転であるレベル4自動運転を2027年度まで

に100か所以上で実現することを目指している

ということで、県が令和6年度には地域公共交通

ネットワーク再構築事業費2,000万円を計上し、

さらに国の地域公共交通維持改善事業費補助金

を活用して、県内において自動運転の社会実験

等の取組を行うことで、交通事業者や市町にお

ける自動運転の検討、導入、促進につなげると、

このような目途、資料をですね、ちょっと今か

いつまんで確認をさせていただいてるところで

ございますが、このようなことからですね、ま

ず伺いますが、令和6年度、昨年度、どのような

事業にですね、取り組んで、そして成果を得ら

れたのかお尋ねをいたします。

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】昨年度、

令和6年度に行った事業でございますけれども、

こちらは国の支援の下、長崎空港と新大村駅の

間で自動運転バスの実証運行を行うために必要

となる道路や、周辺の状況を示した高精度な3Ｄ

マップの作成、将来の自動運転バスの事業性や、

利用者、住民等の社会的な需要性についての検

証、それからルート上の危険箇所を分析、評価

するリスクアセスメント等を実施いたしました。

【川崎委員】令和6年度は事前準備ということで

お取組をし、いよいよ今年は実証事業に取り組

もうとされて、長崎県が応募申請をしていた国

土交通省所管の地域公共交通確保維持改善事業

費補助金のこの審査結果で残念ながら予算1億

円は不採択になったということでありました。

一方ではですね、他の都道府県では54件も事

業が採択をされているわけです。国は100か所目

指そうとして、54件はもう採択をされた。なぜ、

長崎県は漏れたんですか、お尋ねいたします。

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】令和９

年度に特定の条件の下での運転士を必要としな

い自動運転レベル4で運行することを見越して、

まず令和7年度は運転士による常時監視のもと

での自動運転レベル2での実証運行を行うため

に、国の補助事業に申請を行っておりましたが、

不採択となってしまったものでございます。

こちら、国から、レベル4自動運転の実現性や、

いわゆる収支、採算性などから、自動運転バス

事業の持続可能性のような点を審査で重視した

というふうにお聞きをしておりますので、そう

いった視点から、現在、関係事業者とともに、

不採択となったその要因の分析を行っていると

ころでございます。

【川崎委員】 レベル4事業の実現性ということ

は、そんなですね、難しい何か道路事情という

か、幅は広いし、くねくねしてるわけでもない

し、実現性がないようには思えなくてですね、

問題というと、収支採算性ということについて

は、ここはやっぱりよくよく試算をしていく必
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要があるんだろうとは思ってます。

空港と新幹線の駅、ここをつなぐということ

は、非常に象徴的ではあるんですが、果たして

そこを乗り継いでというようなことで、利用者

が果たしてどの程度いたのかというところにつ

いては、よくよくやっぱり試算をしていただき

たいなと思うのと、一方では、今現在もそのタ

クシーも、まさにもちろん、タクシーも必ず待

っておられるという環境じゃないですもんね。

議会でも移動しようと思うと、ちょっと難儀な

ことがありましたよ。

こういうことを考えるとですね、採算もさる

ことながら利便性、こういった重要なですね、

交通結節点をきちんとつないでおかないといけ

ないということは大変重要なことでありまして、

まずこの2次交通の確立としてですね、しっかり

と取り組んでいただきたいなというふうに思っ

てるわけであります。

この自動運転の実現に向けてですね、どのよ

うに対応していくのかお尋ねをいたします。

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】持続可

能な地域公共交通を構築するために、自動運転

技術の活用というのは、特に運転士不足が深刻

化している昨今におきまして、重要と考えてお

りますので、引き続き県内の交通事業者や市町

への自動運転に対するセミナーなどを行うなど

して、県内における自動運転の推進について取

り組んでまいりたいと思っております。

【川崎委員】 必ず実現してくださいね、これ。

大変大事なテーマでありますんで、よろしくお

願いします。

次に、長崎県総合計画の進捗状況についてお

尋ねいたします。資料の85ページ、県や市町の

窓口を通した移住者の数というところで、令和

3年度からの目標値、そして実績値が紹介をされ

ておりました。

令和3年度が目標に対して87％、令和4年は

78％、令和5年は76％、昨年度は65％。ずっと下

がってきてるわけですよ。原因は何でしょうか、

お尋ねいたします。

【梅田地域づくり推進課長】移住者数の目標と

達成率についてのお尋ねでございます。まず、

現総合計画の目標の考え方について先にご説明

します。現計画の目標につきましては、基準年

である平成30年の県全体の転出超過数が約

6,000人ございました。そのうち約半数の3,200

人をこの県外からの移住者で確保し社会減を抑

制しようということで目標を設定したものでご

ざいます。平成30年度の移住者実績が1,100人ぐ

らいだったということを踏まえますと、非常に

高い目標を掲げて取り組んでいる状況でござい

ます。

この間でございますが、コロナがございまし

て、地方回帰の流れといったことで、そういっ

た機運も全国的に盛り上がりまして、令和3年に

は東京23区で初めて転出超過といったような状

況も起こったんですけれども、コロナが終息し、

この地方回帰の機運も一定落ち着き、現在、再

び東京一極集中が加速化しているといった状況

となっております。

また、この移住者につきましては、移住者の

奪い合いといいますか、移住施策に力を入れて

いる自治体が多くございまして、この移住者獲

得競争が全国で激化しているといったような状

況もございます。

本県の移住施策につきましては、県のみなら

ず市町と連携をしながら、移住の促進に取り組

んできておりまして、年々増加傾向にはあるん

ですけれども、残念ながら目標達成率につきま

しては、少し低くなっているといったような状
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況にあるというふうに考えております。

【川崎委員】背景は分かりました。原因は何か

ということについては、もう少し詳しく分析を

し、説明を行っていただきたいなと思っており

ます。

ちょっとそういったことで本年度見通しもな

かなか厳しいんだろうというように思いますが、

先ほど目標の設定についての説明がありました

けども、次年度の総合計画は目標をまたさらに

下げてですね、2,600人ということにされており

ます。ちょっとでも下げ過ぎじゃないですかね。

高い目標を掲げて取り組んでいって、何かも

う白旗上げたような状況に見えますよ。もう少

し力入れて取り組むべきと思いますが、いかが

でしょう。

【梅田地域づくり推進課長】次期総合計画の目

標についてですけれども、令和5年の転出超過数

が約4,000人、それから令和6年の転出超過数が

約2,700人でございまして、現計画と同じような

考え方をしてしまいますと、現在の実績より減

少するため、次期総合計画ではこの転出超過数

を基にした目標は採用しておりません。

今回、目標の考え方なんですけれども、まず

日本全体で人口減少、少子高齢化が本格化して

おりまして、また全国の移住者獲得競争も激化

する中で、やはり移住者を増やすという状況は

今まで以上に非常に困難な状況になっていくも

のと考えております。

ただ一方で、県、市町連携して取り組んでお

りますので、やはり県として移住施策に力強く

取り組んでいくということで、毎年増加してい

くということはお見せしたいと考えており、令

和6年度の移住実績2,000人に加えて毎年100人

ずつ増加させていき、最終的に2,600人の移住者

を目指していきたいというふうに考えておりま

す。

【川崎委員】しっかりした目標達成をお願いし

たいと思います。

関係人口についてお尋ねいたします。資料85

ページにありますけど、関係人口の創出と、ま

た拡大につながる取組件数ということで紹介が

されて、こちらは目標を掲げた数値をもうクリ

アをしているという報告でありますが、まず関

係人口の実態、そして把握の仕方についてお伺

いいたします。

【梅田地域づくり推進課長】まず、関係人口で

ございますが、移住した定住人口でもなく、観

光に来られた交流人口でもない、地域と多様に

関わる人々を指す言葉とされておりまして、国

の方では、特定の地域に継続的に多様な形で関

わる者とされております。

具体的には、地域のイベントですとかボラン

ティアに参加する人、それからふるさと納税を

通して地域を応援したりですとか、地域の農産

物を通信販売で購入される方、それからＳＮＳ

などで地元の魅力をＰＲする人など、積極的に

関わる方がいらっしゃる一方で、本県に中学校

や高校までいた方、それから転勤で勤務したこ

とある方なども関係人口ということができるた

め、その把握は非常に困難な状況であるという

ふうに考えております。

そのため、現計画の目標では、関係人口の創

出や拡大につながる取組件数として、県が新た

に関係人口の創出等に取り組んだ延べ件数とい

うことを設定している状況でございます。

なお、この関係人口の把握についてなんです

けれども、国の地方創生2.0基本構想におきまし

て、関係人口の創出拡大を柱の一つとされてお

ります。その中で関係人口を見える化する仕組

みとして、今後、実際に住んでいない地域に対
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して継続的に関わる意思のある人を、ふるさと

住民として登録して、登録者数や属性、地域へ

の関わり方などをデータとして把握できるよう

にしていくというふうにされておりますので、

このような国の動きも注視しながら、実態把握

に努めていきたいというふうに考えております。

【川崎委員】定義が明確になってないから、も

う把握しようがないということですね。何かち

ょっと雲をつかむような政策なのかなと思いま

すが、その把握の仕方について期待をしたいと

思いますけど。この取り組んだ事業ですね、本

当に件数はクリアしてるということであります。

一、二個ぐらい、何か主な事業を紹介してくだ

さい。

【梅田地域づくり推進課長】地域づくり推進課

所管の分でございますと、ワーケーション推進

事業でございますとか、今年度のデジタルノマ

ド受入推進事業費などがございますが、他部署

でございますと、農林部の方の農山村ボランテ

ィアですとか、産業労働部の方のスタートアッ

プ事業などが該当しております。

【川崎委員】ちょっと本県経済にどのような効

果をもたらしたかというのをお尋ねしようと思

いましたが、ちょっとなかなかですね、今の状

況であれば聞いてもあれかなと思いますんで、

その把握のことが明確になったそういったとこ

ろもですね、ちょっと整理してお尋ねしたいな

と思ってます。

ちょっとすいません。時間ですが、最後に離

島の課題についてですね、お尋ねいたします。

離島、ちょっと伺った、先ほどの公共交通に関

わってくるわけですが、脆弱な状況なもんです

から、厳しさも増しておりまして、一方ではそ

れに伴いまして生活の維持のために自動車はで

すね、必要な生活インフラとなっていると思っ

てます。

一方では、ガソリンなどの価格は本土地区と

比べて割高でありまして、整備に関わる資材の

運送コスト、いろんな部材だとか部品とか、そ

んなところ、コストも重なって、その価格転嫁

をですね、ユーザーに転嫁すればユーザーの負

担、そうでなければ整備工場の負担となって、

いずれにしてもこの離島のですね、自動車保有

環境は厳しい状況というふうに思ってます。

国境離島法は、離島に住み続けられることを

趣旨として、航路・航空路の運賃に支援が講じ

られているわけでありますが、このようにです

ね、自動車維持のための課題、これもですね、

国境離島に限るものではないなというふうに思

っておりますので、まずですね、実態把握をで

すね、やっていただきたいんですね。その上で

しかるべき支援をぜひ構築をしていただきたい

というふうに思っておりまして、これについて

の見解を伺います。

【中村地域づくり推進課企画監】小規模離島に

おいては、島内で車検が受けられない状況があ

るということは承知しております。県も市町か

ら要望を受けているところですが、近年、具体

的にこのような話題についての要望はございま

せん。

そういったこともあって、まだ正確にどの島

が車検を受けられないのかというような調査を

行っておりませんので、一度そのような調査を

してみたいと思います。

なお、この車検の費用負担が大きいというこ

とについては、離島関係の法令に関係する27都

道県で構成しております全国離島振興対策協議

会という団体があり、その団体として要望活動

を行っておりまして、その中ので、車検費用の

軽減を求めるといったことを要望しているとこ
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ろでございます。

【川崎委員】間違えないように、車検だけの話

ではありませんから。自動車が壊れましたと、

部品を取り寄せますと、そういったときにコス

トがかかるわけですよ。そういったところもあ

ってですね、ぜひ適正な支援を検討いただきた

いなと思います。よろしくお願いします。

【鵜瀬委員長】 ほかに質問ありませんか。

【徳永委員】長崎空港についてですけど、ちょ

っとお伺いをしたいんですけども、市の要望の

中にも国際線についてですね、非常に要望され

ておりますけども、ただ施設の狭隘ということ

で、これ私も以前からそういう思いがあります。

利用者数も302万人を超えたといいますけども、

国際線も4万人に足らずということで、やはりこ

ういったこの施設の影響もあるのではないかな

という思いがありますけども、その辺どういう

ふうに受け止められるのか質問いたします。

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】長崎空

港の国際線ターミナルにつきましては、施設が

狭いことや、時期や時間帯により、出入国の手

続に時間を要することから同一の時間帯で複数

の便を受け入れることが難しいなどの課題があ

ると承知しております。

全国的にインバウンドの需要が高まる中、長

崎空港におきましても、国際線の運航の再開が

進んでいるところでありまして、現在の就航状

況や今後の路線誘致の動向も踏まえ、より適切

な受入れ体制が確保できるよう、現在、空港関

係者と検討を行っているところであり、引き続

き検討を進めてまいりたいと考えております。

【徳永委員】 いやいや、もうそうじゃなくね、

やる方向で考えなきゃならないんですよ。実際、

私も議長のときにですね、空港ビルディング等

ともお話をしております。

その一方でですね、やはり今のこの施設自体

もですね、例えば売店についても、これも狭隘

なんですね。それもいろいろとですね、もう50

周年を迎えた中で、この施設の改修等をいくら

かはやりましたけども、いろいろですね、消防

法とかですね、いろんな問題もあって、なかな

かその売店も面積も増やせないし、出店者につ

いてもそういった影響があるということ。

これ踏まえればですね、やはりこの50年を機

に、やはりこの施設ターミナルの私は改修より

も、建設というのは非常に大事だと思いますけ

ども、そのことについて、部長、これをどうい

うふうに捉えているのか。

そして、私はそういうふうにもうここでです

ね、やるべきだと思っておりますけども、どう

でしょうか。

【渡辺地域振興部長】私も先日改めて国際線タ

ーミナルの方も見させていただきましたけれど

も、先ほど次長から答弁申し上げましたように、

施設が狭隘であり、かなり老朽化しているため、

まずはスピード感を持って対応する部分と、今

後の就航状況といったものを踏まえて、体制や、

整備の在り方をどういうふうにしていくかとい

うところも考えながら、特に国の関係機関とも

協議が必要ですので、そういったところを含め

て、引き続きNABICはじめ空港関係者とも検討を

進めてまいりたいと考えております。

【徳永委員】これもうやらなければですね、そ

ういうね、国際都市長崎、そしてまた海外にも

非常に知名度がある。クルーズ船も停まってお

ります、船多い中でですね、なぜ空港がこうな

のかと。やっぱりはっきり分かってるんですよ。

だって4万人ですよこれ、外国の方が。

国際線のターミナルつけるところもないです

よ、これはもう本気で、そんな悠長なことを言
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ってる場合じゃないんですよ。九州で考えても

それ分かるでしょう、数字がですね、どれぐら

いかっちゅうのはですね。鹿児島空港なんか全

然ですよ、それは。今、熊本もそうですしね。

いわゆる福岡空港から来るからいいんだとい

うようなね、そういう考え方は駄目だと思うん

ですよね、僕はですね。ここは国内が300万人も

来るんですから、先ほど言った、離島対策、定

住いろんな問題がですね、そういうところもや

はり長崎の場合は航空路というのは非常に大事

なところでありますから、そこをしっかりとで

すね、国際線も含めた中で、今からやってもら

いたい。それはそれでよろしくお願いしたいと

思っております。

それともう一つはですね、先ほど田中委員か

らもありました新幹線ですけども、この新幹線

というのは、私も今議連の会長をさせていただ

いておりますけども、今、佐賀の会長ともです

ね、いろいろと意見交換をしております。

先般、特別委員会で私申し上げましたけども、

正直言って、佐賀県もですね、いろいろありま

すけども、しかし議連はですね、フル規格でと

いうこと、これはもう我々と共有しております。

その中でやはり一番の問題は、もう分かるよ

うに、予算、歳出、財政なんですね。今回のシ

ンポジウム、福岡でもやったように、新幹線に

ついてはやはりこれは国策なんだと。そして現

在、今まではですね、日本がリードを取ってい

たこのこういった高速鉄道、そして鉄道事業等

についてですね、もう今、諸外国にだんだん近

づかれ、追い越されていってるという中で、や

はりこれは西九州ルートだけではなくですね、

全国の鉄道ネットワークを考えれば、やはりで

すね、こういったこの西九州ルートのこの短い

区間でですね、こういうことをやってると。や

はり国のですね、リーダーシップ。ましてやこ

のルートについては、国の責任がですね、非常

に大きいというのは、周知の事実でありますか

ら、やはりそこをしっかりとですね、絞り込ん

でですね、やはりやらなければ。先ほど田中委

員が申し上げたように、やはりその佐賀県とそ

ういう連携が取れていると確認を言われて褒め

られておりましたけども、そういうことが行政

側であってるんだと、なお一層ですね、問題点

は分かってるんですから、やはり国はもっとし

っかりそういったものを含めてやるべきだと思

っておりますけども、それどうでしょうか。

【川口新幹線対策課長】西九州ルートの全線フ

ル規格に向けての動きでございますが、やはり

新幹線というのは全国の新幹線ネットワークに

つながってこそ、初めてその効果が最大化され

るというふうに認識しております。

ですから、やはり一日でも早い全線フル規格

を実現しなければならないというのは、もう当

然県民の思いでありますし、私どもそれは十分

認識しております。

その上で今まさに未整備区間でございますが、

本来であれば、フリーゲージトレインを導入し

て全国のネットワークにつながるということが

これまでの計画でありました。ですからこれは

繰り返しになりますが、様々な経緯があってフ

リーゲージトレインを断念したということ、こ

れはやはり国の責任だということで、これは佐

賀県、長崎県、ＪＲ九州でも認識を一致いたし

ております。

ですから、全線フル規格につなげるためには、

まず国の方でですね、フリーゲージトレイン導

入断念を踏まえた課題の解決策をどのようにし

てくれるかということについては、これからも

強く働きかけてまいりたいと思っております。
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ただ、それだけではなく、当然課題を解決す

るためにはルートでありますとか、在来線とか、

こういった地方でも検討できる、話し合えるこ

とはあると思っておりますので、そうした点に

つきましては、三者の意見交換、あるいは様々

な関係者と協議を重ねながら、少しでも合意と

いうか、解決策に結びつけるよう努力してまい

りたいと考えております。

【徳永委員】課長さん、分かられておりますの

で。やはり今までが長崎、佐賀県がおのおのの

考えでやってたという中で、なかなか先が進ま

ない。ルートも含めて財政もそうなんですけど

も、ただ、国の責任、フリーゲージトレイン、

ここはですね、これ共有してるわけなんですよ

ね。

だからやっぱりお互いそこのですね、共有し

てる分はあります。一番大きな部分なんですね。

だから、そこをもっとやはり両県でですね、こ

れを強化をしていくということ、これはやはり

私は、我々もそうなんですけどですね、そこは

やはり基軸にして、やはり国へもっともっとや

っぱり要望していくということ。

そしてまた、この両県がですね、やはりフル

規格の効果というものも、佐賀県さんも分かっ

ておられます。

だから、そういう中で正しいやはりそういっ

たいろんな今までの問題というのがなかなか、

やはりそこを簡単に解消するということも難し

い。これはやはり、意見交換する中で佐賀県の

そういった考え、そしてまた問題点については

ですね、やっぱり我々も理解をいたします。

やはり、そういうところを考えればですね、

何が一番共有できるかっちゅうことを、ここは

ですね、さらにやはり両県で一致をしていただ

いて、今後やはりこれはもう無理じゃないのか

ということはないですので、そこをしっかりと

やってもらいたいんです。

最後に、部長の見解を聞きたいと思います。

【渡辺地域振興部長】委員がご指摘されたとお

りですね、今年度、三者でのＪＲ九州、それか

ら佐賀県知事、トップの三者での意見交換も実

現したところでありますけども、そこで国の責

任については認識を一致したということで、そ

の中でも間を置かずですね、また再度、三者で

の意見交換も進めていきたいというお話もあっ

ておりますので、先日、佐賀県知事の記者会見

でも、なかなか現行のスキームで新しい話を作

り上げていくのは難しいというようなお話もあ

った一方で、聞く耳をずっと持っておきたいと

いうような、地元の三者では話合いをしたいと

いうようなお話もありましたので、我々として

も担当部長の方ともですね、今お話を進めて、

事務的にもですね、そういった形でできるだけ

早くそういった意見交換を実現するように努め

てまいりたいというふうに考えております。

【鵜瀬委員長】 ここで暫時休憩します。

― 午前１１時５６分 休憩 ―

― 午前１１時５７分 再開 ―

【鵜瀬委員長】 再開します。

ほかに質問はないようですので、次に進みま

す。

次に、意見書審査を行います。

先日、9月2日の離島・半島地域振興特別委員

会において、「有人国境離島法の改正・延長に

関する意見書（案）」の提出が決定されており

ますが、自由民主党会派からも同様の内容で意

見書提出の提案が総務委員会にあっております

ことから、事務局より文書の配付をお願いしま

す。
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〔意見書案配付〕

それでは、宅島委員より、意見書案の提出に

ついての提案趣旨説明等をお願いいたします。

【宅島委員】 お疲れさまです。

今般ですね、有人国境離島法の改正の延長に

関する意見書案ということでお配りをさせてい

ただいております。

現行の有人国境離島法ですね、これが平成29

年に施行されまして、令和9年の3月で期限切れ

となるということを踏まえましてですね、先ほ

ど地域づくり推進課の企画監から詳しく説明が

あってましたとおり、令和8年度のですね、通常

国会において、ずっとこの離島の延長の議論が

なされるということであります。

長崎県議会といたしましてもですね、特にこ

の国境離島を有する、長崎県の重要な地域柄で

あります。全国の有人国境離島法の約半分ほど

は、長崎県が有しております。この延長につい

て、県議会、長崎県一体となってですね、政府・

与党に、強くこの法律の延長を求めていかなけ

ればならないというように思っておりますので、

この意見書案に即してですね、この委員の皆様

方のご賛同を賜ればと思います。

よろしくお願いします。

【鵜瀬委員長】 ありがとうございました。

ただいま説明がありました「有人国境離島法

の改正・延長に関する意見書（案）」について、

ご質問等ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【鵜瀬委員長】ほかに質問等もないようですの

で、意見書の提出について採決を行います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 零時 ０分 休憩 ―

― 午後 零時 ０分 再開 ―

【鵜瀬委員長】 委員会を再開いたします。

意見書案の提出について採決を行います。

本提案のとおり、意見書案を提出することに

ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【鵜瀬委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、「有人国境離島法の改正・延長に関

する意見書（案）」については、提出すること

に決定されました。

なお、以前、離島振興法の改正・延長の際に、

「新たな離島振興法に関する意見書」の動議の

提出を、総務委員会並びに離島・半島地域振興

特別委員会の連名で行っていることから、提出

の方法及び体裁の修正等については、正副委員

長にご一任願うことでご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【鵜瀬委員長】それでは、正副委員長にご一任

願います。

以上で、委員会の審査が終了いたしましたの

で、地域振興部関係の審査結果について整理し

たいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 零時 １分 休憩 ―

― 午後 零時 １分 再開 ―

【鵜瀬委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、地域振興部関係の審査を

終了いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、9月29日月曜日

は午前10時から委員会を再開し、秘書、広報戦

略部、総務部、危機管理部関係の審査を行いま

す。大変お疲れさまでした

― 午後 零時 ２分 散会 ―



第 ４ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和７年９月２９日

自  午前 ９時５９分

至  午後 ２時 ５分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

鵜瀬 和博 委員長(分科会長)

大久保堅太 副委員長(副会長)

田中 愛国 委 員

徳永 達也 〃

山田 朋子 〃

川崎 祥司 〃

山本 由夫 〃

宅島 寿一 〃

堤  典子 〃

中村 俊介 〃

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

陣野 和弘 秘書・広報戦略部長

黒島  航 秘書課長（参事監）

永川 慎吾 ながさきＰＲ戦略課長

松浦 浩二 広 報 課 長

中尾 正英 総 務 部 長

猿渡 圭子 総 務 部 次 長

小林 陽子 総務 文書課 長

桒原  恵 県民センター長

徳永 真一 人 事 課 長

井手美和子 新行政推進室長

井手 潤也 職員 厚生課 長

髙橋  圭 財 政 課 長

赤尾 美望 財政 課企画 監

森  祐子 管 財 課 長

坂本 将志 管財 課企画 監

田端 健二 税 務 課 長

田島 義史 税務 課企画 監

佐藤 荒樹 債権 管理室 長

湯川 亮一 スマート県庁推進課長

江口 詔一 スマート県庁推進課企画監

本村  篤 総務事務センター長

今冨 洋祐 危機 管理部 長

坂木 勇夫 危機管理対策監

杉浦 一也
危機管理部政策監
（基地政策担当）

飛永 琢也 防災 企画課 長

山口 大吾 基地対策・国民保護課長

松尾 健自 消防 保安室 長

６、審査の経過次のとおり

― 午前 ９時５９分 開議 ―

【鵜瀬委員長】それでは、委員会及び分科会を

再開いたします。

これより、秘書・広報戦略部、総務部及び危

機管理部関係の審査を行います。

審査に入ります前に、理事者側から人事異動

による新任幹部職員の紹介を受けることにいた

します。

【今冨危機管理部長】 8月19日付の人事異動に
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伴い、今回初めて総務委員会に出席する新任幹

部職員を紹介させていただきます。

〔新任幹部職員紹介〕

【鵜瀬委員長】 ありがとうございました。

それでは、これより審査に入ります。

【鵜瀬分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案を議題といたします。

まず、総務部長より予算議案の説明を求めま

す。

【中尾総務部長】おはようございます。総務部

関係の議案についてご説明いたします。総務部

の「予算決算委員会総務分科会関係議案説明資

料」をお開きください。

今回ご審議をお願いいたしておりますのは、

第88号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予算

（第4号）」のうち関係部分であります。

歳入予算は、地方交付税1億3,940万9,000円の

増、県債3,720万円の増、合計1億7,660万9,000

円の増、歳出予算は、総務管理費361万3,000円

の増、合計361万3,000円の増となっております。

この歳出予算の内容は、会計年度任用職員の

報酬等の計算を行う既存システムについて、子

ども・子育て支援法等の改正に伴う新たな掛金

の徴収等に対応するために、改修を実施する経

費の計上によるものであります。

以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【鵜瀬分科会長】 ありがとうございました。

以上で説明が終わりましたので、これより予

算議案に対する質疑を行います。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【鵜瀬分科会長】質疑がないようですので、こ

れをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【鵜瀬分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第88号議案のうち関係部分は、原案のとおり

可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【鵜瀬分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、第88号議案のうち関係部分は原案の

とおり可決すべきものと決定されました。

【鵜瀬委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

議案を議題といたします。

まず、総務部長より総括説明を求めます。

【中尾総務部長】総務部関係の議案についてご

説明いたします。総務部の「総務委員会関係議

案説明資料」をお開きください。

今回ご審議をお願いいたしておりますのは、

第93号議案「権利の放棄について」、第94号議

案「訴えの提起について」、第95号議案「和解

について」であります。

まず、第93号議案「権利の放棄について」で

すが、この議案は、生活保護法第78条費用徴収

金について、債務者が死亡し、相続放棄により、

相続人もなく、また、充当可能な財産もないこ

とから、債権の回収が不能であるため、権利を

放棄しようとするものであります。

次に、第94号議案「訴えの提起について」で

すが、この議案は、県管理港湾である対馬市の

竹敷港において、個人所有の漁船が沈没したた
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め、平成23年8月に県が引揚げを行い、その引揚

げ等に要した費用のうち、未納の額について、

死亡した沈没船所有者の相続人に対し、法定相

続割合に応じた相続した額の支払いを求めて、

訴えを提起しようとするものであります。

最後に、第95号議案「和解について」ですが、

この議案は、中小企業高度化資金貸付金債権の

連帯保証人が配偶者に対して行った不動産所有

権移転登記が県に対する詐害行為に当たるとし

て、同不動産の贈与契約の取消し及び当該移転

登記の抹消を求め提訴した事件について、和解

しようとするものであります。

次に、議案外の報告事項についてご説明いた

します。

権利の放棄についてでありますが、1件50万円

以下である生活保護法第63条費用返還金2件の

権利の放棄について、地方自治法第180条の規定

に基づく軽易な事項として専決処分させていた

だいたものであります。

訴えの提起についてでありますが、県営住宅

の滞納家賃の支払いにつき、訴えの提起1件を地

方自治法第180条の規定に基づく軽易な事項と

して、専決処分をさせていただいたものであり

ます。

訴えの提起は、度重なる支払いの催告にも応

じない債務者の相続人について、裁判手続によ

り、滞納家賃の支払いを求めるものであります。

次に、議案外の所管事項についてご説明いた

します。

今回ご報告いたしますのは、長崎県総合計画

チェンジ＆チャレンジ2025等の進捗状況につい

て、新たな総合計画の策定について、新たな行

財政改革について、中期財政見通しについてで

あります。

まず、長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ

2025等の進捗状況についてでありますが、令和

3年度から今年度までの5年間を計画期間とする

長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ2025に掲

げる令和6年度末における施策の進捗状況につ

いては、施策体系を共通化し、一体的推進を図

っている第2期長崎県まち・ひと・しごと創生総

合戦略の関連施策も含め、評価・分析を行った

ところであり、総務部関係部分については、配

付している資料のとおりであります。

次に、新たな総合計画の策定についてであり

ますが、去る6月定例会において、素案骨子をお

示しし、県議会や有識者による懇話会でのご議

論のほか、県内各地域での意見交換会や市町の

ご意見等を踏まえながら、内容の検討を深め、

今般、計画素案を策定いたしました。

計画素案では、各種施策における事業群や主

な取組について国の地方創生2.0の考え方等も

踏まえつつ具体化するとともに、離島・半島を

有する本県特有の課題について、きめ細かな対

応を図ることとしております。

また、施策の構築に当たっては、デジタル技

術の活用や戦略的情報発信・ブランディングの

展開、稼ぐ視点の反映等の基本的な姿勢を持ち、

分野横断的な取組を充実・強化したところであ

ります。

このうち、総務部においては、基本戦略「活

力にあふれた持続可能な地域をつくる」に関連

施策等を位置づけております。

基本戦略「活力にあふれた持続可能な地域を

つくる」では、デジタル技術を活用した地域活

性化と行政運営の効率化に関する施策において、

県庁ＤＸの実現に取り組んでいくこととしてお

ります。今後も引き続き、県議会や有識者懇話

会のご意見をお伺いするとともに、パブリック

コメント等により県民の皆様の声をお聞きしな
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がら、今年度中の計画策定に向けて検討を進め

てまいります。

次に、新たな行財政改革についてであります

が、計画の策定に当たっては、県庁が目指す姿

として「挑戦する姿勢や変化に向き合うマイン

ド」、「健全な行財政基盤」、「働き方など「ヒ

ト」に関する制度や職場環境」の三つの要素を

示し、取組の具体化に向けた議論を進めている

ところです。

検討に当たっては、人材獲得競争の激化や職

員構造の変化、厳しさを増す財政状況といった

県庁を取り巻く環境変化を十分に考慮するとと

もに、民間有識者等のご意見を幅広く伺いなが

ら、今年度中の計画策定を目指してまいります。

最後に、「総務委員会関係議案説明資料（追

加1）」をお開きください。

中期財政見通しについてでありますが、今後

の収支見通しを踏まえた計画的な財政運営を行

うため、令和8年度から12年度までの5年間の中

期財政見通しを策定し、去る9月8日に公表いた

しました。この中期財政見通しは、令和7年度当

初予算を基礎として今後見込まれる税収の伸び

や、地方財政対策などについて、一定の仮定に

基づき試算を行ったものであります。

本県の財政は、これまで実施してきた継続的

な収支改善対策や国の財政措置等により、令和

3年度以降、財政調整のための基金を取り崩さな

い財政運営を達成しており、基金残高は、令和

2年度末の203億円から令和6年度末には390億円

に増加してきたところです。

しかしながら、今後は、昨今の金利上昇の影

響もあり、実質的な公債費の増加等により再び

財源不足となることが見込まれており、本県の

財政状況はさらに厳しさを増していく状況にあ

ります。

今後においては、物価高騰による影響など社

会経済情勢を十分に注視しながら、より稼ぐ視

点を持って、税源涵養につながる施策や新たな

歳入確保策に取り組むなど、歳入・歳出両面か

らの一層の収支改善に力を注ぐとともに、将来

の公債費抑制に向けて、投資事業の重点化・効

率化を図るなど、持続可能な財政運営に努めて

まいります。

また、国に対しては、全国知事会等と連携し

ながら、地方創生・人口減少対策をはじめＤＸ・

ＧＸの推進、防災減災対策等の地方の課題に適

切に対応するために必要な地方税財源の確保・

充実について強く要請してまいりたいと考えて

おります。

以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。よろしくご審議を賜りますようお願い

いたします。

【鵜瀬委員長】 ありがとうございました。

次に、秘書・広報戦略部長より、所管事項説

明を求めます。

【陣野秘書・広報戦略部長】 秘書・広報戦略部

関係の議案外の所管事項についてご説明いたし

ます。

秘書・広報戦略部の「総務委員会関係説明資

料」をお開きください。

今回ご報告いたしますのは、ながさきピース

文化祭2025における行幸啓について、長崎ブラ

ンディング・情報発信戦略の策定について、大

阪・関西万博への出展について、長崎県総合計

画チェンジ＆チャレンジ2025等の進捗状況につ

いてであります。

このうち、主なものについてご説明いたしま

す。

ながさきピース文化祭2025における行幸啓に

ついて。
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去る9月14日から、本県で開催されている、な

がさきピース文化祭2025において、天皇皇后両

陛下のご臨場を賜りました。両陛下におかれま

しては、ご即位後初めてのご来県であり、ご滞

在中は同文化祭の開会式にご臨席を仰ぐととも

に、県内で実施した国民文化祭事業や、障害者

芸術・文化祭事業をご覧いただきました。

また、今年が戦後80年の節目の年に当たるこ

とから、愛子内親王殿下をご同伴され、平和公

園でのご供花や、長崎原爆資料館のご視察、恵

の丘長崎原爆ホームへのご訪問など、県内事情

についてご視察いただいたところであります。

このたびのご来県に当たりましては、県民の

皆様の心のこもった歓迎と県議会をはじめ、多

くの関係者の皆様のご協力に厚くお礼を申し上

げます。

ながさきブランディング情報発信戦略の策定

について。

県では、国内のみならず、世界に存在感を示

す選ばれる新しい長崎県の実現を目指し、県庁、

民間の若手職員をはじめ、県内外の有識者、関

係団体等の皆様から幅広くご意見を伺いながら、

総体的なイメージ向上につなげるためのブラン

ディング及び情報発信の戦略を策定いたしまし

た。その中で、長崎県民の包容力や多様性とと

もに、県民一人一人の魅力が咲き、希望が輝く

ことをイメージしたシンボルマークとブランド

メッセージ、「みなが咲き、ながさき。」を作

成したところであります。

シンボルマークとブランドメッセージの選考

に当たりましては、選考過程から県民の皆様に

も関わっていただき、今後、共に長崎のブラン

ディングに取り組んでいきたいとの思いから、

去る8月12日から26日までの間、県民の皆様に広

くご意見を募集し、これまでの検討経過を総合

的に勘案した上で、県において選定したもので

あります。

戦略においては、このブランドメッセージ等

を活用しながら、まずは県民の皆様に長崎県の

魅力を再認識していただくためのインナーブラ

ンディングに取り組みつつ、県外の方にも魅力

を発信するアウターブランディングにも併せて

取り組むことで、県民の皆様がふるさとに誇り

を持ち、将来に希望を抱ける長崎県の実現を目

指していくこととしております。

また、本定例会で、次期総合計画の素案をお

示ししておりますが、本戦略を施策の構築に当

たっての基本姿勢の一つである戦略的情報発

信・ブランディングの中に位置づけ、総合計画

とも連動し、取り組んでいくこととしておりま

す。

今後は、長崎県のブランドの考え方を県民の

皆様にしっかりとお伝えし、県議会の皆様にも

ご協力をいただきながら、市町や民間、関係団

体の皆様と一体となって、ブランディングの取

組を進めてまいります。

次に、「総務委員会関係説明資料（追加1）」

をお開きください。

大阪・関西万博への出展について。

去る9月3日から5日までの3日間、大阪・関西

万博において、「九州の宝を世界へ―Ｔｒｅａｓｕｒｅ

Ｉｓｌａｎｄ ＫＹＵＳＨＵ―」をテーマに、

テーマに、九州7県合同で出展を行ってまいりま

した。3日間で目標を大きく上回る約4万7,000人

の方々にご来場いただき、九州の豊かな自然や

歴史・文化、そして魅力的な食のＰＲを行った

ところであります。

長崎県ブースにおいては、豊富な食や絶景の

紹介、伝統工芸の展示や体験、ステージイベン

トなどを通じて、本県の魅力を体感いただき、
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会場で実施したアンケートでは、約98％の方か

ら長崎県に訪れてみたいとの回答をいただきま

した。加えて、県観光連盟のインスタグラムに

ついても、約1,200名のフォロワー増につなげた

ところであります。今後も市町や関係団体等、

そして庁内関係部局と連携を図りながら、一体

的かつ戦略的に情報発信し、本県の認知度向上

やさらなる関西からの誘客促進等につなげてま

いります。

以上をもちまして、秘書・広報戦略部関係の

説明を終わります。よろしくご審議を賜ります

ようお願い申し上げます。

【鵜瀬委員長】 ありがとうございました。

次に、危機管理部長より所管事項説明を求め

ます。

【今冨危機管理部長】危機管理部関係の議案外

の所管事項についてご説明いたします。

配付しております危機管理部の「総務委員会

関係説明資料」の2ページをお開きください。

まず、前畑弾薬庫の移転・返還に関する日米

合意についてですが、去る8月28日、防衛省から

佐世保弾薬補給所（前畑弾薬庫）の移設先の施

設の配置案について、日米合同委員会で合意さ

れたとの発表がありました。前畑弾薬庫の移転・

返還については、平成23年1月の日米合同委員会

での返還合意から既に14年が経過しているもの

の、移設先の施設配置案が決定されないことか

ら、工事着工にも至らない状況にありました。

これまで、県としても、佐世保市と一体とな

って配置案を早急に決定し、事業の進捗を図る

よう、政府施策要望や渉外知事会など様々な機

会を捉えて、国へ強く要望してきたところであ

り、今般、日米間で配置案の合意がなされたこ

とは、佐世保市や地域の皆様にとって長年の課

題である前畑弾薬庫の移転・返還に向けた重要

な一歩であると考えております。

国からは、本年度、移設先の施設の整備に必

要な浚渫範囲等について検討した後、来年度以

降に環境影響評価手続と調査・設計を並行して

実施し、その後、公有水面埋立申請手続を経て、

工事を実施していく予定であるとの説明を受け

ております。

佐世保港のすみ分けの早期実現に向け、引き

続き佐世保市と連携しながら取り組んでまいり

ます。

次に、大村市の特定防衛施設関連市町村の指

定についてですが、去る9月1日、法に基づき、

大村飛行場が特定防衛施設に指定され、併せて

大村市が特定防衛施設関連市町村に指定されま

した。本制度は、市町村が行う公共用の施設の

整備又は生活環境の改善、開発の円滑な実施に

寄与する事業について、特に配慮すると認めら

れる防衛施設があるとき、防衛大臣が指定する

ものであり、指定された市町村は、特定防衛施

設周辺整備調整交付金の交付対象となります。

今回の指定については、大村市と連携しなが

ら、県の政府施策要望の最重点項目として国に

求めていたものであり、大村市が実施する基地

政策の充実・強化に寄与するものと考えており

ます。

県としましては、引き続き、地元自治体と連

携して、基地と地域との共存共生を推進してま

いります。

次に、説明資料の3ページをご覧ください。

原子力発電施設等立地地域の財政支援対象拡

大についてですが、去る8月29日、国から対象地

域について、従来、原発から概ね10キロ圏内で

あったものを、概ね30キロ圏内に拡大すること

が発表されました。本県では、佐世保市、平戸

市、松浦市、壱岐市の4市がこの拡大する圏内に
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該当し、今後対象地域に指定されると、同法に

よるインフラ整備に対する財政支援の対象とな

ります。

4市においては、平成24年の法改正以降、立地

自治体と同等の原子力災害対策を実施する責務

を課されているにもかかわらず、立地自治体と

の財政格差は解消されることなく、不安と負担

を強いられてきました。こうした状況を踏まえ、

県では、本年1月には、県内関係4市と、また6月

には、原発周辺自治体6府県とともに、国に対し

て格差是正の要望を行ってきたところであり、

このたびの決定は、立地自治体と格差是正に向

けた大きな前進であると受け止めております。

地域指定までの具体的なスケジュールについ

ては、今後国から示されることになりますが、

関係市長の意見を聴取の上、県から国に指定の

申出を行い、原子力立地会議の審議を経て、国

から指定を受けることとなります。

今後、国はさらなる支援措置を検討するとし

ていることから、県としては、国の動向を注視

しつつ、県民の安全・安心の確保に向けて、引

き続き関係自治体と連携して取り組んでまいり

ます。

次に、令和7年度原子力安全連絡会の開催につ

いてですが、玄海原子力発電所から30キロメー

トル圏内に所在する4市において、長崎県原子力

安全連絡会を7月25日に壱岐市、翌週28日に平戸

市、29日に松浦市と佐世保市で開催いたしまし

た。

当日は、地域の関係機関や地区の代表者を対

象に、県からは4月に原子力規制庁が取りまとめ

た屋内退避の運用や、昨年度実施した原子力防

災訓練の結果と課題、今年度実施予定の訓練概

要について説明を行いました。また、各市から

は、避難計画や訓練等のこれまでの取組につい

て、九州電力株式会社からは、玄海原子力発電

所の現状について説明が行われました。参加し

た皆様からは、避難集合場所について、旧行政

区域にこだわらず、最寄りの集合場所も選択で

きるよう配慮してほしいとのご意見をいただく

など、情報共有や意見交換等を通じて、原子力

発電所に関する理解を深めることができました。

いただきましたご意見等につきましては、原

子力防災訓練をはじめ、今後も原子力防災対策

に反映してまいります。

次に、玄海原子力発電所のドローンらしき3つ

の光体についてですが、去る7月26日、玄海原子

力発電所構内において、ドローンらしき3つの光

体を確認したことについては、県民の安全・安

心を脅かす重大な事案であるため、翌週28日に

平戸市、29日に松浦市と佐世保市で開催した長

崎県原子力安全連絡会において、地元自治体や

関係団体の代表者の皆様が同席される中、県か

ら九州電力株式会社に対し、これまでの安全対

策や情報共有に加え、警戒態勢の強化のほか、

今回のような事案を起こさせないような対策を

検討するよう要請しました。引き続き、県民の

安全安心の確保に向け、関係自治体と連携しな

がら、国や九州電力株式会社に働きかけるなど、

原子力防災対策に力を注いでまいります。

次に、令和7年8月6日からの大雨による災害に

ついてですが、去る8月6日以降の停滞した前線

の影響により、九州各県をはじめ、全国的に記

録的な大雨となり、河川の氾濫や土砂災害によ

る甚大な災害が発生いたしました。県内におい

ては、幸いにして人的被害が生じておりません

が、8月11日に線状降水帯が長時間にわたり発生

し、住家の一部損壊3棟、床上浸水2棟、床下浸

水1棟のほか、土砂崩れや陥没による道路の損壊

等の被害が生じ、開設された125か所の避難所に
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最大で163人の方が避難されるなど、県民生活に

影響を及ぼしました。

県としましては、長崎県災害警戒本部を設置

し、市町との気象情報等の共有や情報収集を図

るとともに、長崎地方気象台などの防災機関と

の連携を密にしながら、対応に当たったところ

です。引き続き、国による激甚災害の指定を踏

まえ、被害状況を確認し、必要な対策を講じる

とともに、様々な事態に備えて日頃から関係機

関との連携を図り、有事即応体制の充実・強化

に取り組んでまいります。

次に、長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ

2025の進捗状況についてでございます。

危機管理部関係については、配付している資

料のとおりであります。引き続き、施策の推進

に努め、総合計画、総合戦略の実現を図ってま

いります。

説明資料の6ページをご覧ください。

最後に、新たな総合計画の策定についてです

が、このうち危機管理部においては、説明資料

6ページ、下から4行目になりますが、基本戦略

「災害に強い県土をつくる」に関連施策等を位

置づけております。

基本戦略「災害に強い県土をつくる」では、

「災害など様々な危機から県民の命を守る体制

づくり」に関する施策において、近年の災害を

踏まえた総合的な防災危機管理体制の構築や防

災訓練及び有事発生時の対応訓練の実施に取り

組むほか、消防団などの地域防災力の充実強化、

基地対策と国民保護の取組の推進等に取り組ん

でいくこととしております。

今後も引き続き、県議会や有識者懇話会のご

意見をお伺いするとともに、パブリックコメン

ト等により、県民の皆様の声をお聞きしながら、

今年度中の計画策定に向けて検討を進めてまい

ります。

以上をもちまして、危機管理部関係の説明を

終わります。よろしくご審議を賜りますよう、

お願いいたします。

【鵜瀬委員長】 ありがとうございました。

次に、債権管理室長より補足説明を求めます。

【佐藤債権管理室長】私の方から、第94号議案

「訴えの提起について」及び第95号議案「和解

について」、補足してご説明いたします。

まず、第94号議案「訴えの提起について」で

ございます。

お手元の「令和7年9月定例県議会総務委員会

説明資料」の6ページ、訴えの提起に係る議案の

概要をご覧ください。

まず、(1)訴えの相手方は、県管理港湾である

対馬市竹敷港において、個人所有の漁船が沈没

し、平成23年8月に県が引揚げを行った際の費用

を一部未納のまま死亡した沈没船所有者の相続

人となります。

(2)訴えの内容につきましては、法定相続割合

に応じて相続した額38万3,862円について、支払

いを求めるものです。

(3)経過及び(4)訴えの理由につきましては、

(1)記載の訴えの相手方に対し、県は、支払い督

促という法的措置を行ったところ、訴えの相手

方から相続放棄を行う旨の申立てがありました

が、現時点において相続放棄の手続は行われて

いません。加えて、県への弁済もないことから、

相続債務の支払いを求め、訴えを提起し、場合

によっては、訴訟上の和解を行うものです。

(5)その他につきましては、今回の訴えの提起

に当たっては、少額訴訟により行い、訴訟代理

人は弁護士に委任せず、職員が行うこととして

おります。

以上の理由により、地方自治法第96条第1項第



令和７年９月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（９月２９日）

- 74 -

12号の規定により、議会の議決をいただいた上

で、訴えの提起をしようとするものでございま

す。

次に、第95号議案「和解について」でござい

ます。同じ資料の9ページ、和解議案の概要をご

覧ください。

まず、(1)和解の相手方は、中小企業高度化資

金貸付金の連帯保証人から不動産の所有権移転

登記を受けた連帯保証人の妻で、1審の被告かつ

控訴審の控訴人となります。

(2)訴訟の経過につきましては、令和5年11月

定例会で訴えの提起について議決をいただき、

令和6年2月に長崎地方裁判所平戸支部に、不動

産の贈与契約の取消し及び移転登記の抹消を求

めて提訴し、同年12月、県の請求が全部認めら

れたものの、本年1月、被告の控訴により、控訴

審に移行したものでございます。

(3)和解案の概要に、和解案の根幹となる2点

を記載しております。

まず1点は、和解の相手方が夫の連帯保証債務

を認める内容であること、2点目は、解決金とし

て250万円を支払い、貸付金債務への充当を認め

る内容となっていることです。

この2点については、(4)和解する主な理由に

記載していますように、これまで夫の連帯保証

債務の成立を認めようとしなかった相手方がこ

れを改め、250万円を一括して支払おうとしてお

り、相手方の誠意が一定認められます。

さらに、仮に和解せずに、不動産の登記が連

帯保証人に戻った後、自主的に支払いがなけれ

ば裁判所に不動産の競売を申し立てて、債権回

収を図るしかありませんが、その場合の配当見

込額等の比較において和解による250万円の解

決金を得た方が、債権回収上も有利であると考

えられるためでございます。

(5)今後の見込みにつきましては、本定例会で

議決をいただいた後、10月17日に福岡高等裁判

所にて和解が成立する見込みとなっております。

以上の理由により、地方自治法第96条第1項第

12号の規定により、議会の議決をいただいた上

で和解しようとするものでございます。

なお、最後に、本議案に係る債権の概要を記

載しておりますが、令和7年8月15日現在の収入

未済額は、7億837万3,000円となっております。

以上で、補足説明を終わります。よろしくご

審議を賜りますようお願い申し上げます。

【鵜瀬委員長】ありがとうございました。以上

で説明が終わりましたので、これより議案に対

する質疑を行います。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【鵜瀬委員長】質疑がないようですので、これ

をもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【鵜瀬委員長】討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論は終了しましたので、

採決を行います。

第93号議案乃至第95号議案につきましては、

原案のとおり可決することにご異議ございませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【鵜瀬委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、第93号議案乃至第95号議案は原案の

とおり可決すべきものと決定されました。

次に、提出のあった「政策等決定過程の透明

性等の確保などに関する資料」について、説明

を求めます。
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【黒島秘書課長】「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出しており

ます秘書・広報戦略部関係の本年6月から8月ま

での実績に関する資料について、ご説明いたし

ます。

資料の2ページをお願いいたします。

1,000万円以上の契約案件につきましては、大

阪・関西万博九州7県合同催事「長崎県ブース」

展示・運営等業務委託の1件であり、契約内容に

ついては記載のとおりでございます。

続きまして、資料の3ページをお願いいたしま

す。

附属機関等会議結果報告につきましては、な

がさきブランド検討懇話会、ながさきブランド

検討会議の2件を開催しており、本県の総体的な

ブランディング及び情報発信の戦略を策定する

に当たり、有識者における意見交換が行われま

した。

議事概要等は4ページ及び5ページに記載のと

おりでございます。

資料の説明は以上でございます。よろしくご

審議を賜りますようお願い申し上げます。

【小林総務文書課長】「政策等決定過程の透明

性の確保及び県議会議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出しており

ます総務部関係の資料についてご説明いたしま

す。なお、今回の報告対象期間は、令和7年6月

から8月までとなっております。

2ページをお開きください。

1,000万円以上の契約状況一覧でございます

が、今回の報告対象期間における実績は計12件

であり、各契約の内容は資料に記載のとおりで

あります。

また、4ページから13ページにつきましては、

入札結果一覧表を添付いたしております。

14ページをご覧ください。

陳情・要望に対する対応状況でございますが、

知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

今回の報告対象期間において、県議会議長宛て

にも同様の要望が行われたものは、長崎県町村

会、壱岐市、島原市からの計4件となっておりま

す。具体的な要望項目及び県の対応については、

資料に記載のとおりであります。

20ページをご覧ください。

最後に、附属機関等会議結果報告でございま

すが、今回の報告対象期間における実績は、長

崎県行政不服審査会が1件、長崎県公益認定等審

議会が1件、長崎県情報公開審査会が3件、長崎

県個人情報保護審査会が1件、長崎県政策評価委

員会が1件の計7件となっております。

それぞれの会議結果につきましては、21ペー

ジから27ページにお示しをしております。

以上で資料の説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議賜りますようお願いします。

【飛永防災企画課長】「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会議員との協議等の拡充に

関する決議」に基づき、本委員会に提出してお

ります危機管理部関係の本年6月から8月までの

実績に関する資料についてご説明いたします。

資料の2ページをご覧ください。

1,000万円以上の契約案件につきましては、長

崎県における場外地着陸場適地調査業務委託な

どの4件であり、契約内容につきましては、記載

のとおりであります。

また、入札結果一覧表を3ページに添付してお

ります。

続きまして、資料4ページから26ページになり

ますが、知事及び部局長等に対する陳情・要望

のうち、本年6月から8月に県議会議長宛てにも
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同様の要望が行われたものにつきましては、松

浦市からの要望が1件、佐世保市からの要望が6

件、大村市からの要望が1件、壱岐市からの要望

が2件、雲仙市からの要望が1件、平戸市からの

要望が1件、島原市からの要望が2件の計14件と

なっており、具体的な要望項目及び県の対応に

つきましては、記載のとおりでございます。

以上をもちまして、危機管理部関係の説明を

終わります。よろしくご審議を賜りますようお

願い申し上げます。

【鵜瀬委員長】ありがとうございました。次に、

ながさきＰＲ戦略課長より、補足説明を求めま

す。

【永川ながさきＰＲ戦略課長】私から、ながさ

きブランディング・情報発信戦略概要につきま

してご説明申し上げます。

補足説明資料の2ページをお開きください。

まず、戦略策定の目的でございます。

本県には、美しい自然、海外の文化を受け入

れながら栄えてきた歴史や文化、豊かな食など

他県にはない長崎県固有の魅力や強みがござい

ます。県民の皆様にそのような本県の多様な魅

力を再認識していただき、ふるさとに誇りを持

っていただけるような長崎県のブランド価値を

県民の皆様とともに見つけ、県外に向けて発信

するブランディングに取り組んでまいりたいと

考えてございます。

次に、ながさきブランド構築の基本的な考え

方でございます。

ブランディングには、長崎県のよいところに

対する長崎県民の理解を深め、誇りに思う気持

ちを育むインナーブランディングと県外に対し

まして、その価値を広め、浸透させていくアウ

ターブランディングがございます。その両方を

うまく循環させながら、長崎県のブランド価値

を高め、県内外の多方面から選ばれる長崎県を

実現してまいりたいと考えております。まずは、

県民の皆様に長崎県の魅力を再認識していただ

くインナーブランディングに注力してまいりた

いと考えております。

3ページをご覧ください。

ながさきブランドについてでございます。今

回の戦略策定に当たりまして、県内外の方々へ

のインターネットでのアンケートや県内6地域

の市町や民間の方々、県内在住の外国人の方々

へのグループインタビュー、県庁と民間の若手

職員のワーキング会議を実施いたしまして、長

崎県の魅力などについてご意見を伺いました。

その結果でございますが、長崎県へ魅力を感

じるかの魅力度や長崎県に愛着を感じているか

の愛着度は、どちらも約7割と高い結果となりま

したが、長崎県を誇りに思うかという誇り度に

つきましては、県職員が約4割、県内在住者・県

民の方が約5割という結果となり、愛着と誇りに

ギャップがあることが見えてまいりました。

なお、長崎県を想起する色については、青色

系が5割を超えておりました。

続きまして、長崎県のブランド価値でござい

ます。

調査結果から、長崎県のブランド価値は、県

民の皆様が長崎県の強みや魅力を感じている自

然、歴史・文化、食文化などにグループ化され、

これらが長崎県への愛着や誇りにもつながって

いることが見えてまいりました。今回このブラ

ンド価値から導き出された長崎県のブランドコ

アを「長崎県の歴史や地形などの幅広い多様性

が長崎県民の包容力を生み出し、その包容力で

海外の文化などを受け入れ、全国へ発信しなが

ら、さらなる多様性を生み出してきた」と定義

いたしまして、このブランド価値を言語化、可
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視化することといたしました。

4ページをご覧ください。

今回、ブランドメッセージを「みなが咲き、

ながさき。」といたしまして、併せてブランド

ステートメント等を作成いたしました。

5ページをご覧ください。

ブランドメッセージに込められた思いでござ

いますが、食や文化、伝統、暮らし、平和など、

全ての長崎県の構成要素の源となる「人」を表

現いたしまして、「みなが咲く」ということで、

長崎県の全てのまちの魅力を尊重し、それが長

崎県のエネルギーであることを表現しておりま

す。

ブランドロゴにつきましては、こちら五島市

を例示しておりますが、21市町、それぞれの大

地、海、空を包む柔らかいエレメントで花びら

を表現いたしました。それらが集まって一輪の

花を形成することで、一人一人の魅力が咲く県

であることを表現し、真ん中に平和の象徴であ

るハトを描くことで、長崎県民の内なる平和へ

の願いも表現をいたしました。

なお、ブランドロゴにつきましては、カラー

展開も可能といたします。

また、今回のブランドロゴやメッセージにつ

きましては、去る8月12日から26日までの間、作

成段階から県民の皆様にもご参画いただきたい

との思いから、まずは県民の皆様にもご意見を

お伺いいたしました。結果、約8割弱の皆様から

こちらの「みなが咲き、ながさき。」の案が、

より長崎県にふさわしいとのご回答をいただき

まして、例えば、「人を大切にして咲くことが

すごくイメージできた」などの好意的なご意見

を多数いただいたところでございます。

なお、今回のブランドメッセージは、県民の

皆様と一緒に長崎県の総体的なイメージ向上を

目指す旗印として作成したものでございます。

企業でいいますコーポレートメッセージに近

いものと考えておりまして、例えば、飲料メー

カーでございますサントリーのコーポレートメ

ッセージは、「水と生きるサントリー」でござ

います。こちらは水がなければ何も生み出せな

い企業といたしまして、水を生み出す自然や生

態系への感謝や水を守り育てる志と活動、社員

一人一人が水のように柔軟に挑戦する姿勢を表

現されたと伺っております。同様に、「みなが

咲き、ながさき。」は、長崎県として、県民の

皆様一人ひとりを咲かせていくこと、そういっ

た理念の下に県職員として事業に取り組み、ま

た県民や事業者の皆様にも一緒に取り組んでい

ただきたいというメッセージでございます。

6ページをご覧ください。

長崎県に暮らしている印象などのながさきブ

ランディングに対する調査結果でございます。

「長崎県に活気があるか」については、約3割、

「出会いの機会があるか」などは2割など、おお

むね低い結果となりました。

先ほどご説明しましたとおり、長崎県への愛

着と誇りにギャップがあることが見えてまいり

ましたが、長崎県の未来への貢献意欲、挑戦意

欲につきましては、長崎県に誇りを持っている

とご回答いただいた方の方が高い結果となり、

誇りの有無と関連していることが分かりました。

7ページをご覧ください。

ながさきブランディングの基本方針でござい

ます。これらの結果から、県民の皆様が長崎県

の未来のために貢献したい、挑戦したいという

気持ちになり、行動していただくためには、愛

情や好きの気持ちを誇りに思う気持ちまで育て

ていく必要があるという仮説を立てて、ブラン

ディングの取組を推進していきたいと考えてお
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ります。

具体的には、統一感のあるながさきブランデ

ィングを推進するための基盤となる基礎取組と

各分野におきまして、①愛着を誇りに昇華させ

る取組、②行動変容を促す取組、③取組支援を

それぞれ実施してまいります。

次に、ながさきブランディングの関連取組例

でございます。今後、県としましては、県内各

地域でのワークショップなどの開催によるブラ

ンディングの考え方の周知・広報に取り組むほ

か、県職員の理解促進等を目的とした研修の実

施など、県全体で統一感のあるながさきブラン

ディングを推進するための基盤整備に取り組ん

でまいります。また、分野ごとの取組につきま

しては、県民の皆様の共感や自発的な行動につ

なげていくために、次期長崎県総合計画と連動

し、各部局とともにブランディングを進めてい

きたいと考えてございます。

続きまして、ながさきブランディングの推進

体制でございます。

庁内の戦略ＰＲ本部会議で部局間連携を継続

して行いつつ、市町や関係団体等で構成するな

がさきブランド推進会議を設置いたしまして、

実施段階においても連携を図りながら進めてま

いります。

8ページをご覧ください。

ながさきブランディングの情報発信戦略でご

ざいます。効果的なブランディングを実施する

ためには、戦略的な情報発信が不可欠と考えて

ございます。そのため、こちらに記載しており

ます、三つの基本方針とそれに基づく四つの基

本戦略を定め、情報の質と量を意識しながら、

ターゲットに届く情報発信を行ってまいります。

続きまして、ながさきブランディングのＫＰ

Ｉでございます。ながさきブランドを確立し、

選ばれる長崎県を実現するためには、県民の皆

様の具体的な行動変容を促していくことが不可

欠でありますことから、長崎県の未来に対する

貢献意欲、挑戦意欲と関連のある誇り度をＫＰ

Ｉとして設定いたします。

具体的な数値といたしましては、令和7年度か

ら16年度までの10年間で、県職員につきまして

はプラス20％の64.5％、県内在住者につきまし

てはプラス10％の61.9％を目指し、ながさきブ

ランディングに取り組みます。

最後に、ブランディングの期間とロードマッ

プでございますが、県内外に浸透させるために

は、長期的に取り組んでいく必要がございます

ことから、おおむね10年を事業期間といたしま

して、戦略策定後に導入期、普及期、展開期の

3期に分けて取組を推進してまいります。

9ページ以降につきましては、参考資料といた

しまして、ながさきブランディング・情報発信

戦略の本編を添付いたしております。

多様な文化を受け入れ、発信してきた長崎県

民の包容力や、長崎の魅力を県民の皆様に再認

識をしていただき、愛着や誇りを高めて、県民

の皆様と一緒に、さらに長崎県の魅力を磨きな

がら、県内外へ発信してまいりたいと考えてお

り、今後この趣旨の理解を深めながら各分野に

おいても様々な取組を進めていただけるよう努

めてまいります。

ながさきＰＲ戦略課からの説明は以上でござ

います。よろしくご審議を賜りますようお願い

申し上げます。

【鵜瀬委員長】ありがとうございました。以上

で説明が終わりました。

次に、陳情審査を行います。

事前に配付いたしております陳情書一覧表の

とおり、陳情書の送付を受けておりますので、
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ご覧願います。

審査対象の陳情番号は29番、30番、33番、34

番、37番、44番、47番、57番、60番、66番、67

番となっております。

陳情書について、何かご質問はありませんか。

【堤委員】 おはようございます。66番、消費者

庁のガイドラインに対応した県の法令違反等通

報制度及び教育委員会法令違反等通報制度への

改善を求める陳情書というのがあります。

この中で、消費者庁で利益相反関係の解除と

いうことで四角囲みで示してありますが、各地

方公共団体の職員は、自らが関係する通報事案

への対応に関与してはならない、これは県の方

には入っているわけであります。2番目の各地方

公共団体は、対応の各段階において関与する者

が当該通報事案に利益相反関係を有していない

かどうかを確認するとありまして、これについ

て、県の方では、「人事課長は」というような

条文がありまして、人事課長が対応するような、

そういう表現になっているんですが、この点、

山梨の例が陳情書の中にありますが、「法令所

管課は」というような文言になっていますが、

ここのところについて県の見解を求めたいと思

います。

【徳永人事課長】 お答えいたします。

まず、人事課長の部分でございますが、記載

のとおり「人事課長は」というところは、関与

してはならないということが定めておりますが、

第9条の4項に、職員等は自らが関係する通報事

案への対応に関与してはならないと定めており

ますので、人事課長だけではなく、そういった

関係しているような者というところは対応させ

ない仕組みになっております。

【堤委員】 今、第9条のところを言われました

けれども、職員等はという文言が入っているの

で、そのことは対応されていると、そういう受

け止めでいいということですね。分かりました。

ありがとうございます。

もう一点、次の67番、平成の公益法人改革の

完遂に関する陳情書とあります。

清算が未了のまま残存している法人が存在す

るということがこの陳情の中に入っているわけ

ですが、基本財産や残余財産の管理が不透明と

なり、法人としての納税義務の履行も不明確と

なっているので対応を求めたいというような、

そういう内容になっているんですが、これにつ

いてはどんなふうにお考えか、お尋ねします。

【小林総務文書課長】いただいております陳情

書に清算のことが書かれておりますけれども、

清算につきましては、法的に県の方ではできな

い仕組みとなっておりますので、当該法人の理

事、普通清算人になりますけれども、そこで、

もともとの定款なり、寄附行為に基づいた決議

をして清算をしなければならないとなっており

ますので、県の方で関与することはできかねる

という認識でございます。

【堤委員】法人の方で定款に基づいて対応しな

ければいけないことであって、県ではこれは対

応ができないというご答弁ですけど、そうしま

すと、やっぱり清算が未了のままの法人という

のは、幾つかあるということですね。それはど

のくらいあるかは把握をされているのでしょう

か。

【小林総務文書課長】私どもが今把握しており

ますのは、一つございます。

【堤委員】分かりました。もっとたくさんある

のかなと思ったんですが、一つということです。

法人の方で対応をされなければいけない。対

応した上で、基本財産や残余財産を整理したり、

あるいは納税の義務があれば、それを果たして
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もらわないといけないと、そういうことですね。

分かりました。ありがとうございます。

【川崎委員】 おはようございます。

57番の長崎市からの陳情についてお尋ねいた

します。

ふるさと納税に係る返礼品についてというこ

とでありますが、同一の返礼品の取扱いに関わ

る県と市町間のルール策定を求めるものという

ふうになっております。

まず、同一品が存在をすることに対する県の

認識についてお尋ねをいたします。

【田島税務課企画監】 ふるさと納税において、

同一返礼品が存在することへの県の認識という

ことですが、ふるさと納税における返礼品につ

いては、地場産品基準などのルールを遵守した

上で、返礼品の提供を通じて新たな資源を発掘

し、地域のＰＲや地域産業の活性化につながる

ものであり、創意工夫が重要であると認識して

おります。

結果として、一部重複する返礼品もあります

が、県としては、寄附者の意思を尊重するとと

もに、返礼品提供事業者の販路拡大につながる

ものと考えており、引き続き、市町との競合を

避けつつ、寄附の拡大に努めていきたいと考え

ております。

【川崎委員】 この陳情書の2ページ目に、主な

品目ということで例示がされています。これを

見ると大体同じようなものかなと思っているん

ですが、これ金額ベースで長崎県はどの程度寄

附をいただいているんでしょうか。

【田島税務課企画監】要望書にありましたリス

トに掲載の返礼品で、本県の令和6年度の実績で

ありますが、確認したところ、件数で15件、寄

附金額で23万円となっております。

【川崎委員】 つまり現状では、15件、23万円で

すから、体制を揺るがすような金額じゃないよ

うに思うわけでありますが、先ほど競合を避け

つつということでありますので、市町の方とよ

くよく協議をしていきながら、共存共栄と言っ

たらおかしいですけど、利用者がこれで気持ち

よくやれるなというようなところを何とか見出

していただきたいなと思いますのでよろしくお

願いいたします。ご見解があれば承ります。

【中尾総務部長】ふるさと納税につきましては、

地方団体にとっても貴重な財源となっておりま

すし、返礼品がそもそもふるさと納税の目的で

あったわけではないんですけれども、結果的に

創意工夫によって各自治体が自分の団体をＰＲ

する材料にもなっているというところは、現状

としてあるというところでございます。

県として、当然ふるさと納税においては、県

と市町は一緒の立場ということでございますの

で、それぞれ創意工夫する必要があると思いま

すが、市町を包括する県として、市町の決して

邪魔といいますか、市町の創意工夫をそぐよう

なことがないように工夫してまいりたいと思っ

ておりますので、その点はよくよくお話をさせ

ていただきながら取り組んでまいりたいと考え

ております。

【鵜瀬委員長】 ほかに質問はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【鵜瀬委員長】ほかに質問がないようですので、

陳情につきましては、承っておくことといたし

ます。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問ありません

か。

【堤委員】 政策等の資料の総務部、1,000万円
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以上の契約状況がありますが、2番に長崎県庁舎

中水設備修理業務1,386万円というのがありま

す。県庁舎で中水が使われているということで、

どういったところに中水を利用されているのか

ということ、それから修理の内容についてお尋

ねします。

【森管財課長】中水は、トイレの洗浄水に使用

しております。

修理の内容ですが、設備内のフィルターが経

年劣化により目詰まりしてしまい、十分にろ過

できなくなったため取替えが必要ということで、

今回契約したものです。

【堤委員】トイレとかいろんな雑用に中水が使

われてるといいますか、トイレの水に使用され

ているということでした。フィルターの目詰ま

りということなんですが、これはまだ県庁舎が

建ってから新しいかと思うんですが、どのくら

いの頻度でというか、大体何年に1回かはこうい

った修理を必要としているのでしょうか。どう

いうふうな状況かお尋ねします。

【森管財課長】申し訳ございませんが、フィル

ターの正確な耐用年数が分かる資料を持ち合わ

せておりませんので、後ほどご報告させていた

だきます。

【堤委員】 後ほどお願いします。

この修理は、今回が初めてなんでしょうか。

前にもされていたんでしょうか。

【森管財課長】今回が初めての修理になります。

【堤委員】 危機管理部にお尋ねをします。

同じく1,000万円以上の契約ですが、1番に長

崎県における場外地着陸場適地調査業務委託

2,827万円があります。これについて、ヘリコプ

ターなどが空港やヘリポート以外の場所に安全

に離着陸できる場所を選定すると、そういうこ

とだと思うんですけれども、この調査の内容、

それから今そういう適地というのは、どのくら

い考えられているのかお尋ねします。

【飛永防災企画課長】場外地着陸場適地調査で

ございますが、こちらは、地域防災計画で定め

ますヘリ離発着適地ごとにその広さや障害物の

有無などを調査し、図面を作成するものでござ

います。ヘリコプターの活用につきましては、

孤立集落が発生した場合、その規模や状況、用

途に応じて使用されるヘリコプターの種類が異

なることから、今回作成する図面を用いまして、

自衛隊等と連携して使用可能な機種や進入経路

等を事前に検討し有事の際に、より迅速に対応

できるようになることを目的として行うもので

ございます。

調査箇所数につきましては、126か所を予定し

てございます。

【堤委員】適地を選定するため、そして図面を

作成するということですけれども、いろんな緊

急に使用しないといけないときの安全に離発着

ができるような、そのための必要な図面だと思

うんですけれども、今図面というのは、どのく

らいできているんでしょうか。今126か所と言わ

れましたけれども、これ全てが対象となるんで

しょうか。

【飛永防災企画課長】 126か所全てを対象と考

えております。

地域防災計画の離発着適地の方には、まだ190

か所から200か所ございますが、例えば100メー

トル四方などが確保できている場所につきまし

ては、一番大きなヘリであっても着陸可能です

ので、今回の調査からは対象外といたしており

ます。

【堤委員】ありがとうございます。災害も頻発

している、激甚化したりしていますから、救助

とか、孤立集落などをつくらないためにも本当
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に必要な調査と思いますので、取組の方、しっ

かりよろしくお願いいたします。

【山本委員】 すみません、1点だけ、総務部の

ところの島原市からの要望書に対する対応のと

ころで、17ページになります。

県官舎の空き室を住居として活用したいとい

うことで、この中で、まずは島原市内の用途廃

止済公舎が3棟ということになっているんです

けれども、県全体で今どれくらいあるのか教え

てください。

【鵜瀬委員長】 暫時休憩いたします。

― 午前１１時 ６分 休憩 ―

― 午前１１時 ７分 再開 ―

【鵜瀬委員長】 再開します。

【森管財課長】知事部局所管の用途廃止済公舎

は、現在、23棟、131戸ございます。

【山本委員】 分かりました。

申し上げたいのは、島原市から看護学校に入

学した生徒さんに対して、空き室を住居として

活用できないかという要望に対する回答なんで

すけれども、島原市への売却等について検討す

るとなっているんですけれども、これは売却し

かないのか。それとも要は要望としては、購入

してということではなくて、この部屋を使えな

いかというふうな要望なんですけれども、この

辺りの対応というのは、売却以外も協議ができ

るのか、そこを確認したいです。

【森管財課長】通常ですと、用途廃止した県の

公舎につきましては、庁内の活用希望の有無を

確認した上で、庁内で活用の意向がなければ、

地元の市町に取得意向を調査したうえで希望が

なければ売却という手続の流れになるのですが、

その流れの中で島原市からの取得意向は上がっ

ていない状況でございます。島原市医師会看護

学校の学生に対する県公舎の活用につきまして

は、地元市町である島原市に対する貸付、また

は、所管する医療政策課・医療人材対策室が人

材確保を目的に公舎を使用したいということで

あれば、売却以外の検討の余地はあるかと思い

ますので、関係部局と協議してまいります。

【山本委員】島原市の要望として上がってきて

ることではあるんですけれども、具体的な要望

になってないから、まだ検討していない。要望

があった場合には、売却だけじゃなくて、それ

以外の例えば賃貸であったり、そういったもの

も検討できるというふうに理解していいですか。

【森管財課長】入居が見込まれない県の空き公

舎につきましては、関係部局と協議の上、可能

であれば、貸付等も考えたいと思っております。

【鵜瀬委員長】 ほかに質問ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【鵜瀬委員長】質問がないようですので、次に、

議案外所管事務一般について、ご質問はありま

せんか。

【山田委員】まず、大村市特定防衛施設周辺整

備調整交付金、今回新たに特に配慮すると認め

られる防衛施設があるときということで、今回

大村市が指定をされたということでありますが、

この文章にある、「特に配慮をすると認められ

る防衛施設」というのをちょっとまず教えてい

ただきたいと思います。

【山口基地対策・国民保護課長】 大村市、今回

の指定に伴う配慮すべき防衛施設というのは、

海上自衛隊の大村航空基地、大村飛行場になり

ます。

【山田委員】その施設があるからこういう書き

ぶりになっていて、その住民生活に何か多大な

影響があるとか、配慮をする、新たに配慮を求

められるようなものではないということで理解
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をいたしました。

そして、今回調整交付金が支給をされる対象

となるということでありますが、大体の見込み

とかそういったもの、これ結構幅広に使えるも

のと思っておりますが、そのあたりのことを把

握しているものがあれば教えていただきたいと

思います。

【山口基地対策・国民保護課長】 まず、大村市

につきましては、まだ指定されたばかりという

ことで、国の具体的な金額というのは把握して

おりませんただ、既に県内には、2市が指定をさ

れておりまして、参考ですが、佐世保市につい

ては、約4億1,000万円、西海市が約7,300万円と

いう金額が令和6年度に交付されているという

実績があります。大村市については、今申し上

げたように、把握できていない状況でございま

す。

【山田委員】 分かりました。大きさ、今金額を

事例として示していただきましたが、大村市に

もそれなりに期待ができるものでありましょう

から、住民生活のインフラ整備等、お使いをい

ただければと思うところであります。

次に、原子力発電施設等立地地域の財政支援

対象になるということで、新たに今回30キロ圏

内ということで、佐世保、平戸、松浦、壱岐が

入りましたが、こちらの方も費用的なこととか

はまだ把握ができていないという状況にあるの

かお聞かせください。

【飛永防災企画課長】原子力発電施設等の立地

地域の振興に関する特別措置法に基づく対象範

囲につきましては、10キロから30キロになると

いうことを国の方から公表されたところでござ

います。今後、この法律が適用されることにつ

きましては、原子力発電施設等立地地域の振興

に関する計画がまず策定をされまして、その中

にその事業が盛り込まれるとことが必要になり

まして、そうした費用について様々な財政的な

支援が対象になっているという流れになります。

財政支援の対象となった場合につきましては、

国の補助率が5％ほどかさ上げをされまして、最

大55％を国が負担してくれるということになり

ますとともに、地方債の特定措置につきまして

も、地方債の元利償還金の70％が基準財政需要

額で算入されることとなります。

したがいまして、例えば、国が補助金50％の

事業を行う場合につきましては、かさ上げ等に

より、県の実質的な負担は13.5％まで軽減され

るというふうになっております。

【山田委員】財政的に様々な優遇措置があるよ

うでありますが、ごめんなさい、申し訳なかっ

たです。使える自由度、通常で考えると住民生

活のインフラ整備とか様々、これ避難に関わっ

て、ごめんなさい、私がちょっと聞き取れなく

て、この事業、佐世保市なら佐世保市がしたい

事業、住民生活のインフラ整備など様々な分野

に使えるのか、それともこの原子力災害に関わ

っての施設整備とか避難の関係だけなのか。ご

めんなさい、ちょっと私が聞き取れずにいまし

た。ちょっと教えていただければと思います。

【飛永防災企画課長】この特例法につきまして、

対象となりますものは、基幹的な道路、鉄道、

港湾等の交通施設、及び通信施設の整備、それ

から農林水産業、商工業、その他の産業振興に

関するもの、それから生活環境の整備に関する

もの、高齢者の福祉に関するもの、防災及び国

土の保全に関するもの、それから教育及び科学

技術の振興に関するものなどと法律の方では定

められております。

【山田委員】ありがとうございました。幅広に

使えるようでありますので、非常に要望等をい
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ただき、拡大されたことは評価をし、ありがた

く思っているところであります。

次に、原子力防災訓練について伺いたいと思

います。

原子力防災訓練でありますが、以前、日時の

設定についてお話をさせていただきました。以

前、10月29日、世知原町ではおくんち、松浦で

は水軍祭りがあってる日に実証されたこともあ

り、今後は住民が参加できやすいように配慮い

ただきたいということを申し上げ、そのように

調整をいただいていると思いますが、今度10月

5日は、佐世保市民大清掃と重なっておりました。

しかしながら、お聞きをするところによると、

両県知事のスケジュール、立地、関係市町にい

ろいろ聞き取りをして、設定をしているという

ことでありますので、佐世保市からバツという

返事がなかったということなので、それは理解

をしたところであります。

そこで、住民の方からお話をいただきました。

今回、私の地元であります佐世保の方、世知原、

江迎、吉井町が入っております。その中で、毎

年避難訓練に参加をいただいている方々がいら

っしゃるんですが、避難場所として、それぞれ

細かく分かれております。それで、ただ訓練は、

訓練のやり方、何か所でもできないから1か所に

集中して人を集めたりしていると思うんですが、

毎年毎年違うところに行くから、ちゃんと自分

が避難すべきところで避難訓練をしたいという

地元の声を聞きました。今計画は、バスを出し

て、集合場所にバスを出して、そこでバスに乗

ってもらう前提だと思いますが、現状の社会的

状況を考えたときに、バスがすぐに運転手もバ

ス自体も確保していけるのか、そのあたりもち

ょっと不明なので、やはりマイカーでの避難と

かもあると思うんですよね、多くが。そういっ

た場合を考えたら、自分が避難する場所という

のは、ここだということをしっかり認識してい

ただく必要があると思いますが、そのことに関

しての見解を求めます。

【飛永防災企画課長】原子力災害の有事の際の

避難場所等につきましては、各市において事前

にどの地域の方がどの地区に避難するかをあら

かじめ定められているところでございます。

したがいまして、訓練を行う際には、実際に

避難をするところに避難をされるよう訓練をす

るのがもちろん正しいし、より実効性が高いと

いうふうに考えているところでございますが、

必ずしも一遍にそれだけの人の動きを求めるこ

とはなかなか難しいということがございますの

で、どこに避難をするのかということにつきま

しては、原子力防災の手引きの中に記載をさせ

ていただき、周知をさせていただいた上で、訓

練におきましては、特に避難をする想定の上で

今回は別の避難先に避難をしていただく形を取

らせていただいております。

それから自家用車の避難につきましては、ご

指摘のとおり、バスだけで全ての住民の避難を

完了することは到底考えられないことであって、

自家用車による訓練も行うべきであるというこ

とは、県としても認識をいたしております。こ

の自家用車の訓練につきましては、従来から各

市に関しましてその実施も促してきたところも

ございますけれども、やはり市の方ではなかな

か報酬の問題や安全、保険の問題等々がありな

かなか踏み切れていないというのが現実でござ

いますが、県といたしましては、引き続き実施

を促していきたいと思っております。

【山田委員】あと意見の中で集合場所ももうち

ょっと柔軟に対応してほしいという話もあった

ようでありますので、避難する住民の方々の声
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を優先した上で、様々な訓練をいただきたいと

思っております。

そこで基本的なことで恐縮ですけれども、そ

れぞれの、遠い昔の私の記憶でいうと、30キロ

圏内に6万2,500人の県民がいました。それから

人口減少しているので、今どれくらいなのか、

ちょっとその数字と、私の地元でいうと、江迎

と吉井と世知原だけだけれども、避難対象人数

というものも含めて、どのように把握している

かをちょっと教えてください。

【飛永防災企画課長】原子力防災の30キロ圏内

に居住されていらっしゃる人口につきましては、

令和7年4月1日現在で、30キロ圏内全域で5万

1,462名でございます。

それから佐世保市につきましては、8,576名で

ございます。

【山田委員】 佐世保だけで8,000人ぐらいで佐

世保で避難所が、避難予定所、結構数はいっぱ

いあります。佐世保市内に37か所ぐらい避難す

るところがあります。これで一応全員避難して

もらうという想定で、バスの手配、あと自家用

車とか、そういったことになっているかと思い

ますが、先ほども申し上げたように、災害協定

を結んでいると思いますけど、バス事業者とか、

例えばＭＲさんとか、大量輸送できますのでＭ

Ｒさんとか、そういったところと協定は結んで

いると思うけれども、もし玄海原子力発電所で

何かあった場合、どれくらいの時間ですぐバス

が、それぞれのところに迎えに行くようになっ

ているとか、行政防災無線で佐世保市管内の中

には、もちろん平戸、松浦、壱岐もそうですが、

放送が入ると思いますが、どのような初動の体

制、避難をするための住民の体制はどのような

ことになっているのかちょっと教えていただき

たいと思います。

【飛永防災企画課長】原子力防災の30キロ圏内、

いわゆるＵＰＺの圏内につきましては、いわゆ

る全面緊急事態が起きた際には、まずは屋内退

避、全ての方に屋内退避をしていただくという

ことが原則でございまして、避難をするタイミ

ングと申しますのは、その地域の中で20マイク

ロシーベルトを超える空間線量が計測された場

合ということになります。

したがいまして、全てのＵＰＺ、いきなり全

て避難させるということではなく、その一定の

放射線量になったところから避難をさせるとい

うことになっておりますので、必ずしも一気に

避難をさせるための訓練や、計画が定められて

いるわけではございません。

また、20マイクロシーベルトを超えた場合に

つきましても、まだそんなに大きな線量ではあ

りませんので、1週間以内に域外へ退避をするこ

とになってございます。

【山田委員】 たちまち、すごく混乱、パニック

になるほど一気に、何時間のうちにバスを手配

して避難しないといけないという状況ではない

ことは理解しましたが、やはり災害規模とかに

よったり、風の向きによってどういうふうに広

がっていくかとか分からないと思うんですよね。

常に訓練をいただきながら危機管理部において

は、県民の命を守るために最善の方法に常に考

えていただいているでしょうし、もし原子力災

害が起きた際にも、住民、生命をしっかり守る

べく取り組んでいただけるものと期待をしてお

りますので、ぜひとも引き続き県民の命を守る

取組を進めていただきたいと思います。

【堤委員】 危機管理部にお尋ねします。

総務委員会の出納局審査があったときに、政

策等決定過程の資料の中に、トイレカーという

のがありました。これを6月に契約をしたという
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のがあったんですけれども、このトイレカー、

1,729万2,000円となっていましたけれども、こ

れは、どこの時点でこの予算化されているので

しょうか、お尋ねします。

【飛永防災企画課長】トイレカーの予算につき

ましては、国の交付金、新しい地方経済生活環

境創生交付金を活用したものでございまして、

令和7年2月議会において承諾をいただいてござ

います。年度末での予算成立でございまして、

年度内の納品が困難であるということから、併

せて繰越明許費につきましても同議会で承認を

いただいておりまして、今年度において執行し

ているものでございます。

【堤委員】 年度末、2月議会でこれは承認され

ているということで、繰越明許費として承認さ

れたということです。能登半島地震を受けて、

国の方も防災対策の見直しということで、県の

見直しも、昨年度つくられていますし、そうい

ったものも関係してると思うんですけれども、

今やはり能登半島地震が発生したということで、

全国的にもやっぱりトイレカーの需要とか高ま

っていると思うんですけれども、この発注状況

についてお尋ねします。トイレカーは、1,729万

2,000円というのは1台の価格でしょうか。

【飛永防災企画課長】 トイレカー2台の価格で

ございます。

【堤委員】 2台ということで、1台850万円ぐら

いするのかなと思いますけれども、このトイレ

カーについて、県内の市町の導入状況というの

はどういうふうなのかお尋ねします。

【飛永防災企画課長】トイレカーにつきまして

は、島原市において既に従来から1台導入されて

いるところでございます。今回、この交付金を

活用いたしまして、県で2台、それから諫早市が

1台購入予定ということで聞いてございます。

【堤委員】島原市のトイレカーは、能登半島に

も出向いて支援に当たられたんではなかったか

と思うんですけど、今後このトイレカーをどの

ように運用されるのか、県外で災害が発生した

場合とか、県外の応援とかにも活用されるのか

お尋ねします。

【飛永防災企画課長】能登半島地震の際に、島

原市のトイレカーは、現地の方に行かれまして、

支援を行ったということで認識してございます。

本県におきましても、今後災害対応車両登録

制度というものが国において整備されることと

なっておりまして、失礼しました、6月からこの

制度につきましては、運用が始まってございま

すので、支援が求められた場合には、直ちに支

援に向かうことができるよう、本県のトイレカ

ーが納品されたならば、速やかに登録したいと

考えております。

【堤委員】 6月から災害対応車両登録制度の運

用が開始されたということでした。そうします

と、例えば県内で災害があったときに、他県か

らもそういう支援に来てもらえるとか、そうい

うことにもなるかと思うんですが、災害時では

ない平時は、このトイレカーはどのように運用

されるのかお尋ねします。

【飛永防災企画課長】トイレカーの平時の利活

用につきましては、県内市町の各種防災訓練や

防災イベントなどに出動いたしまして、被災地

のトイレの確保の重要性など、県民の防災意識

の向上に役立てていきたいと考えております。

【堤委員】ありがとうございました。災害時は、

本当に大活躍してもらえると思いますし、平時

もやはり防災訓練などで使われるということで、

本当に有効活用していただいて、災害を防いで

いくために取組をしっかり進めていただきたい

と思います。
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【鵜瀬委員長】ほかに質問はありませんか。

【田中委員】前畑弾薬庫の移転・返還に関する

日米合意についてということで、質問をさせて

いただきます。

米軍基地の問題なんですが、前畑の針尾島移

転、すみ分けの早期実現が、今言われているの

は、施設配備案が合意されたので、進展するだ

ろうと。10年、日米合意からかかっている案件

ですけれども、もっと言うと50年来の佐世保市

の案件なんだけれども。その中で、はっきりし

ないのは、何年ぐらいで完成するのか。この前

の政務官の話では、最低でも20年、もうちょっ

とかかれば30年ぐらいかかるのかなというよう

な話ですけれども、この辺のことをもう少し的

確に詳しく知らせてください。

【山口基地対策・国民保護課長】前畑弾薬庫の

今後の移転・返還の流れですけれども、国から

は、今委員ご指摘のとおり、少なくとも20年と

いうふうにお聞きをしております。

その内容といたしましては、今後、約5年をか

けて調査・設計でありますとか、環境影響評価

の手続をやっていく。その後、約1年をかけて公

有水面埋立の申請手続をやっていく。そしてそ

の後、工事、実際に埠頭の整備であるとか、安

久ノ浦湾の埋立て、火薬庫の整備等、こういっ

た工事についておおむね十数年程度の工期を想

定していると。合わせて、少なくとも20年程度

はかかるというな説明を受けております。

【田中委員】 その内容は書面であるんですか。

口頭でいろいろ聞くけれども、書面でちゃんと

したものはあるんですか、その計画案みたいな

ものは。

【山口基地対策・国民保護課長】防衛省が作成

した今後の流れという工程についての資料はあ

ります。

【田中委員】それは、個人的にと言いにくいけ

れどもちょっと拝見したいね、その資料は。

あくまでも公表された範囲で10月6日・7日、

地元説明会があることにはなってるけれども、

できれば、ちょっと見させてほしいなと思いま

す。

それから、どちらにしても工事用道路だけは、

先行してやってもらわないといろいろな問題が

あるのでね。この工事用道路は、もう案はでき

てて、いつでも進められるようになっているん

ですか。私は用地買収からまた入るような部分

があるのかないのかね。民間の用地を確保する

ものがあるのかどうか。なぜならば、前畑崎辺

道路でさえ、あれも約束どおり行ってない。三、

四年遅れるみたい。あれはびっくりしたんだけ

ど、私は佐世保市がよくぞ地元負担したなと。

こちらは、3条でやってくれるんだろうからね、

3条的な予算でね。総括した工事用の工事の一環

としての道路ということでね、地元負担がない

ような形でやってもらえると思うが、そこら辺

は県は分かりますか。

【山口基地対策・国民保護課長】前畑弾薬庫の

移転先の工事用道路についてのご質問でござい

ます。

まず、国の方に着手時期やルート等について

確認をしている内容ですけれども、国としては、

今後、工事用道路については、設計をはじめと

する必要な手続を行った後、できるだけ速やか

に工事着手をしたいという見解をいただいてお

ります。

また、ルートにつきましては、早岐射撃場を

通る国有地を活用したルートで計画をしたいと

いうようにお聞きをしております。

また既存道路との接続とか、そういう細かい

内容については、まだ実施設計に至っておりま
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せんので、今後予定している実施設計の中で佐

世保市とか、関係機関、こういったところと協

議をしながら進めていきたいというのが国の見

解でございます。

【田中委員】あの配置案を見ると、改めて今回

宮ノ浦線、東明中学校の脇を通っている宮之浦

線、あそこを活用するような話になっているん

じゃないかとちょっと危惧してるんだけどね。

安久ノ浦、道路的な発想じゃなくてね、射撃場

の。そしてもう一つは、公有水面埋立てで岸壁

をつくろうとしているね。弾薬庫の前ならばま

だ分かる。しかし、完全なる積み下ろしを別の

場所でやろうとしているね、針尾より、公有水

面の埋立。そうなると、どのくらいの規模にな

るのか分からない、港の整備がね、どのくらい

になるのか。そうするとまた改めて、これもず

っと戦後の懸案事項、占領されたままになって

いる制限水域の問題。佐世保湾の80％以上は、

制限水域になっているわけです。これがまた広

がる可能性が出てくると私は思う。そういう問

題等々、地元にいろいろな問題があるので、地

元説明会で私も聞こうと思うけれども、県もで

きるだけやっぱり地元側に立った収集をしてほ

しい。いつから工事に入るか分からない。30年

ぐらい先だと言われればなんだけど、しかしス

タートははっきりしておかなければと思ってい

るから、制限水域の問題が新たにね。

これは制限水域にしているだけで、何の恩恵

もない。基地だと基地交付金も来るし、基地交

付金にしたって固定資産税の代替措置で来るだ

けの話だけどね。だからそういう意味でどうな

っているのか。制限水域の問題は新たな問題と

して、何らかの見返りがないとおかしい、制限

水域にしても。港の80％米軍が制限をしている

のにね、佐世保市長も何も言えない。それは戦

後ずっと続いて、見返りもない。これ非公式だ

けども、一時期漁協への見返りはあってたみた

い。しかし15年ぐらい前、事件が起きて、漁協

長が犯罪行為ということであった。あの後は、

どうも漁協には来てないみたいだね。秘密に出

してたのよ、あの頃ね。全然知らない。我々も

知らない。行政も知らない。ただ、漁協だけが

もらっていたという話。そこら辺で米軍関係の

やっぱりいろいろな問題が出てくる。日米合同

委員会にかけてまでやらないかん事項が、ぜひ

お願いしておきたいと思います。

しかし、ひとまずはスタートできるというこ

とで安堵はしているんですけどね。

それから、陸自施設の問題でちょっともう少

し。早岐射撃場、屋内活動ということで進んだ、

進んだと地元は喜んでいる人もいるし、困った

なという人もいるんだけどね。それはなぜかと

いうと、我々は移転を前提にして話していたか

ら。23万坪という広大な土地が射撃場に使われ

ているわけです。屋根付きにしても幾ら大きく

ても2万坪ぐらいでしょう。２、３万坪。残りの

20万坪はどうするんだという問題が一つ。

それから、今射撃訓練はしませんと、使用し

ませんということになっている。何年間か分か

らんけど。その間、どこに行ってやるのかなと。

水陸機動団が中心だろうと思うんだけど、どこ

でやるのかなと、その代替施設として。もしそ

れができるなら、あそこに移転できるわけだか

ら、極端に言うと。1年間ぐらい待ってくれとい

う話ならともかく、最低でも５、６年はもう使

わないという話になっているからね。そうなる

と恒久的に移転してくれた方がよっぽどいいと

いう関係が一つ。

それからこれは要望ですけど、基地周辺整備

の法律でいろんな事業がやれる。その中で、前
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畑崎辺道路なんかやっているんだけど、７条だ

ったかな。だからこの基地周辺整備の法律をや

っぱりある程度県も関心を持って、地元対策を

考えてくれないと。仮に30年とすれば、その間

何もないというわけにはいかない。私の記憶で

は、35年ぐらい前に、海上自衛隊の金山弾薬庫

を針尾に移した。そのときに、それまで一切防

衛施設庁が受けなかった佐世保市の要望を50件

ぐらいどんと今までの要望を出そうという話に

なった。どのくらい面倒見てくれるかなと。今

までのことがあるので、もう1割か2割だろうな

と思って、全項目を挙げたら、はっきりいって

全項目を引き受けてくれた、防衛施設庁が。そ

れで今大きな施設としては、広田地区に東部グ

ラウンドなんかができているんだけどね。今回

も30年パターンで考えれば、やっぱり地元の要

望的なものをまとめて、並行してこれもお願い

しますよと。できるんだ、それは周辺整備の法

律でやることになっているわけだから。それか

ら防災の問題も含めて、行き止まりの市道が幾

つもある。今まであった道を全部閉鎖して基地

をつくったわけだから、針尾島弾薬庫をね。行

き止まりの市道が幾つもある。それなんかもや

っぱり問題点として残ってくるので。一歩進ん

だといっても、いろんな具体的なものが出てく

る。それについて県は一切知りませんじゃいか

ん。地元の要望ぐらいをまとめる話には、県も

お手伝いできませんかぐらいで佐世保市にやっ

ぱり持っていってもらわないと。そのくらいの

気持ちは持ってもらわないと。今までみたいに、

基地の問題は知らんというような話ではちょっ

と困る。それだけ話しておきたいと思います。

総論的になったけれども、何か回答があれば

お聞きします。

【山口基地対策・国民保護課長】かつて海上自

衛隊の針尾弾薬庫にかかる事業については、市

の方からも国の補助等を活用して様々な事業を

行われたということはお聞きし、承知をしてお

ります。現在の前畑弾薬庫の移転に関しまして

は、県としても、いまだ工事着工に至っておら

ず、地元住民の方々の事業への理解と協力、こ

れが継続していくことがなかなか難しくなって

きているという状況についても今後の課題とし

て市からお聞きをしておりますし、地元の方か

ら市の方に地域振興に係る要望も出されている

ということも承知をしております。

この弾薬庫の移転・返還については、県とし

ても市と連携、協力してこれまでも取り組んで

きたところでありまして、今後もしっかりと市

と連携を図りながら、目に見える形での進捗と

いうのが図れるように、そして早期の返還が実

現するように市と一体となって取り組んでまい

りたいと考えております。

【田中委員】よろしくお願いしたいと思います。

【鵜瀬委員長】 ここで暫時休憩します。

― 午前１１時４７分 休憩 ―

― 午前１１時４７分 再開 ―

【鵜瀬委員長】 再開します。

ほかに質問ありませんか。

【中村(俊)委員】秘書・広報戦略部から万博へ

の出展、あるいはブランディング・情報発信戦

略についてのご説明があった中で、一点だけお

伺いしたいと思います。

万博出展のご説明の中で、このブースを訪れ

られた方のインスタのフォロワー数が1,200人

増加をしたということでありましたけれども、

このインスタのフォロワーを増やすに当たって、

どういった手法でインスタのフォロワーの加入

を促したといいますか、どういう形でやられた
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のかということを教えていただきたいと思いま

す。

【永川ながさきＰＲ戦略課長】 このたびの大

阪・関西万博におきまして、やはり長崎県に来

訪いただきたいという思い、それから長崎の情

報をしっかり効果的に関西の皆様、ご来場され

た皆様に伝えたいという思いから、やはりイン

スタグラムを増やしていこうという方向で検討

いたしました。実際に現場では、佐世保の味カ

レーを景品としてお越しいただいた方にお配り

して、実際に1,200名の方がフォローいただいた

という状況でございます。

【中村(俊)委員】ありがとうございます。一定

の工夫を凝らされたということでありますけれ

ども、ご説明の中で3日間九州の7県合同ブース

を訪れられた方々が約4万7,000人ということで、

そしてまた、アンケート調査を取って、長崎県

へ訪れてみたいという回答をいただいたのは

98％ということでしたけれども、インスタのフ

ォロワー増加数1,200人というと、全体の2.6％

かなというふうに理解して、ちょっと寂しいの

かなという気がいたしました。やはり大切なの

は、まずこの1,200人の方々に対するアフターフ

ォローというのが必ず必要になってくるという

ふうに思います。もちろんその後にいろんな魅

力的な観光地のご案内を受けたりすれば、なか

なか以前受けたものという印象が薄れていくわ

けですから、やはり定期的に情報をその方々に

発信をしていく、ターゲットにリーチをしてい

くということが非常に重要だと思います。

そんな中で、先ほど長崎県の観光連盟の公式

アカウントを拝見しましたら、フォロワー数が

1.9万人であるということでありました。私もち

ょっと議員職を預かってからもう十数年、プラ

イベートで旅行らしい旅行は行ってないんです

が、いろんな団体であったり、国々のそういっ

たアカウントを拝見します。そんな中で、ちょ

っと以前も触れたことがあったんですが、例え

ば、Visit Californiaというインスタのアカウ

ントがあります。こちらフォロワー数が79.1万

人ということで、そして投稿数も6,700を超える

投稿数ですから、当然スタートした時期が違う

わけですから、安易にこれを比較対照にはでき

ないのかもしれませんけれども、こちらを拝見

しておりますと、もちろんリールとかストーリ

ーズという機能はもちろんですけれども、また、

これ例えば、ここに入っていただくと、例えば

地域であるイベントが確認できたり、旅行に対

するＱ＆Ａが見れたり、またブログ、それから

陸路、自動車でその場所に訪れたら、こういう

ルートで回った方がいいというようなTravel 

tipsと書いてありますけれども、助言、アドバ

イスも受けることができるとして、また、家族

向けにファミリートラベルという項目があって、

家族旅行だったら、こういうのはいかがでしょ

うかというような、とにかく機能を余すことな

く活用されている。様々なコンテンツに対応す

る配慮が見てとれるわけですね。ぜひ、この長

崎県観光連盟の公式アカウントのいろいろと機

能を拝見しておりますと、そこまで活用されて

いないのかなという印象を持ちましたし、また

投稿の画像がずっと一覧が出てきますけれども、

このVisit Californiaを見ていると、どうして

もアップして見たくなるような画像が一番最初

にずらっと出てくるわけですけれども、そうい

った工夫の方もしっかりと促していただければ

なというふうに思っております。

恐らくは、ＳＮＳのアルゴリズム等で、こう

いったものに興味がある方にはどんどん拡散さ

れていくものだというふうに思っていますので、
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ぜひその点はよろしくお願いしたいのと、ただ、

ブランディング・情報発信戦略については、ま

ずはインナーブランディングにも注力するとい

う方向性で進めていくということでありますけ

れども、対外的な発信について、ブランディン

グについてもそうですけれども、極力事前に調

査・研究をしていただくようにお願いをしたい

と思いますが、何かあれば教えてください。

【永川ながさきＰＲ戦略課長】今回、インスタ

グラムにつきましては、県の中でどのインスタ

グラムが一番旅行に来ていただくのが適切なの

かということを検討いたしまして、内容はやは

り観光物産の展示でしたので、県観光連盟のイ

ンスタグラムを設定させていただきました。文

化・観光国際部の方が所管しておりますけれど

も、しっかりターゲットに届くような工夫をな

がさきＰＲ戦略課、秘書・広報戦略部も連携し

ながら行ってまいりたいと考えております。

【中村(俊)委員】 ありがとうございます。

すみません、一点だけちょっと言い忘れたん

ですけれども、結局ＳＮＳも国が変わると利用

者数がそのＳＮＳのトレンドというんですか、

例えば日本だと今、フェイスブックとかインス

タグラムがあるんですけど、比較的若い方々は

インスタグラムを多く使われている。要はフェ

イスブックを使っていた方々が流れたという認

識なんですね。今度、米国になると、いまだに

フェイスブックの方が多いということもありま

すので、もし海外発信する場合は、その辺もし

っかり研究をしていただければというふうに思

いますので、よろしくお願いします。

【鵜瀬委員長】審査の途中でございますけれど

も、午前中の審査は、これにてとどめまして、

午後は1時30分から再開し、引き続き、秘書・広

報戦略部、総務部及び危機管理部の審査を行い

ます。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時５４分 休憩 ―

― 午後 １時２８分 再開 ―

【鵜瀬委員長】それでは、委員会を再開いたし

ます。

午前中に引き続き、議案外所管事務一般に対

する質問を行いますが、午前中の堤委員の質問

に対し、管財課長より答弁の申出があっており

ますので、発言を求めます。

【森管財課長】午前中の委員会において、堤委

員よりご質問がありました中水設備修理業務に

ついて、修正及び説明をさせていただきます。

修繕内容について、フィルターの交換とお答

えしましたが、正確には膜ユニット及び活性炭

の取替えでございます。また、ろ過された雑用

水は、トイレの洗浄水のほか、植栽の散水にも

使用しておりました。おわびして修正させてい

ただきます。

答弁できませんでした、膜ユニットの耐用年

数が、使用状況によって異なるため、メーカー

で示されているものはございませんでした。な

お、インターネットの情報を調べた限りでは、

おおむね3年から5年程度が定期的な交換時期と

されております。この設備の保守点検は、日常

点検を週1回、定期点検を四半期に1回行ってお

りまして、定期点検結果に応じて必要な修繕を

実施しているところであり、今回の修繕は、新

庁舎の運用が開始され、初めての修繕となりま

す。

【鵜瀬委員長】それでは、議案外所管事務一般

について、ほかに質問ございませんか。

【川崎委員】午前中、堤委員も触れられました

災害対応車両登録制度について、改めてお尋ね
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いたします。

本制度は、トイレカーなど被災地へより迅速

に派遣できるよう6月に内閣府が創設したと承

知をいたしております。登録対象車両は、キッ

チンカー、トレーラーハウス、ムービングハウ

ス、トイレトレーラー、キャンピングカー、ラ

ンドリーカー、シャワートレーラーなどがあり

ますが、現在、長崎県の支援のために登録をい

ただいている団体の数、並びに台数についてお

尋ねをいたします。

【飛永防災企画課長】災害耐用車両登録制度の

9月5日時点における全国の登録状況につきまし

ては、車両登録台数が3,899台となっており、そ

のうち発災時の支援先として、本県を登録して

いるものにつきましては、3,453台となっており

ます。

【川崎委員】 確認ですけど、これ、1台1台登録

であって、何か団体があって、まとめて何台と、

そういう登録の仕方じゃないんですか。

【飛永防災企画課長】 今申し上げましたのは、

車両台数、本県を支援先とする車両の台数でご

ざいます。

【川崎委員】すみません、もう1回質問します。

例えば、ある団体が、例えば10台所有しており、

団体として登録をして、そこに10台というよう

な登録の仕方なのか、1台1台登録をして、そし

て長崎も応援しますよというような登録の仕方

なのか。グループに何台とか、そういうような

登録の仕方ではないのでしょうかという確認で

す。

【飛永防災企画課長】登録の仕方といたしまし

ては、この制度につきましては、いわゆる個人

として持っておられるものにつきましては、そ

の個人名とその車両台数が記載をされておりま

して、法人としては、例えば一般社団法人の何々

フードトラック協会とか、そういったものが登

録をしておられる場合もございまして、その法

人が10台持っておれば10台という形での記載の

仕方になっております。

先ほど私が申し上げました3,453台というの

は、その法人の数ではなく、車両の数が3,453台、

それが本県を支援先として登録している車両の

数となります。

【川崎委員】法人については、少し整理しない

とぱっと出ないような登録の仕方のように今思

いました。また後ほど確認いたします。

3,453台がありがたくも長崎に何か事があっ

たら支援に駆けつけますよという意思表示をし

ていただいたという状況でして、長崎県に所属

する車もあろうかと思いますけど、県内の登録

状況はどうかお尋ねいたします。

【飛永防災企画課長】9月5日時点において、県

内の事業者の登録はございません。

【川崎委員】 全国から3,453台、長崎県の所在

の方はゼロと。恐らくあまりよくご存じないこ

となんだろうと思ってまして、県内にもキッチ

ンカーがありますし、週末も県庁の防災緑地で

イベントが行われていました。そういったとこ

ろから多くのキッチンカーも集結をしていただ

いておりますので、ぜひ問いかけをしていただ

きながら、お話を進めていただければと思いま

す。長崎県においてもトイレカーの導入を推進

していて、先ほどは、これも速やかに完成次第、

登録をされるということでありましたので、ぜ

ひ長崎の方、キッチンカー、トイレカー、そう

いったものを含めてこの登録制度を積極的に進

めていただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。

【飛永防災企画課長】現在、県におきましては、

ホームページなどによる周知を図っているほか、
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先だってもキッチンカー協会の方に改めて登録

をお願いしたところでございます。

また、今後キッチンカーなど、災害対応車両

が参加するようなイベント等において、国が作

成したリーフレットの配付を行うなど、機会を

捉えて、登録を促してまいりたいと考えており

ます。

【川崎委員】民間の多くの方等のご協力もいた

だきながら、不測の事態に備えていただきたい

と思います。

次に、県有資産の活用についてお尋ねいたし

ます。資産活用の全容ということで、例えば、

県有地のいわゆる空きスペースを活用して自販

機を置いて、そこの収入を得たいということが

あろうかと思いますが、こういったところも含

めて、資産活用の全容についてお伺いをいたし

ます。

【森管財課長】 県有財産のうち、土地・建物、

設備といった財産を経営資産と捉え、経営的な

視点から施設の維持管理に要するコストの最適

化や長寿命化を図るなど、最小のコストで最大

の効果を目指していくというファシリティマネ

ジメントに平成22年から導入基本方針を策定し、

取り組んできているところであります。

委員よりお尋ねがありました令和6年度の実

績額についてお答えいたします。

まず、自動販売機でございますが、庁舎等の

余裕部分と認められる場所を自動販売機の設置

場所として貸し付ける設置料収入は、約4,020万

円でございます。

次に、広告ですが、県有施設の壁面にパネル

等を設置し、企業等が行う広告の掲出場所とし

て得た収入が約391万円、またネーミングライツ

による命名権料による収入が約1,155万円。次に、

行政財産の目的外使用許可による使用料が約

6,261万円、職員公舎の貸付料を除いた普通財産

の貸付料が約2億4,349万円でございます。今述

べました合計は約3億6,176万円となっておりま

す。

【川崎委員】平成22年に方針を策定して、有効

活用し、3億6,000万円ぐらいの収入、税収を上

げておられるということで、ここはないかとい

うことで隙間を見つけていって、幾らかでも有

効活用できるように取り組みいただきたいと思

います。

もう一つ、金融資産についてもお尋ねいたし

ます。

出資の配当などということがあろうかと思い

ますが、金融資産の運用状況についてお伺いい

たします。

【髙橋財政課長】 お答えいたします。

まず、ご質問ありました出資金の配当金につ

きましてでございますけれども、現在、一般会

計等で保有している株式につきましては、地方

自治法第237条第2項に基づきまして、政策目的

の一環として、議会の議決を得て、出資し、財

産として保有管理をしているところでございま

して、その配当金は、一般会計・特別会計を含

めて1,709万円というふうになっているところ

でございます。

またほか金融資産といたしまして、基金を用

いた債券の運用を行っているところでございま

すけれども、本県が設置しております37基金に

おきまして、令和6年度末時点で880億円を運用

してございまして、その運用益は7億2,600万円

となっているところでございます。

【川崎委員】今出資の分として債券のいわゆる

運用利回り、運用利益といいますか、そこの話

がありました。債券だけでいくと886億円とおっ

しゃいましたか。
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【髙橋財政課長】 880億円運用して、その運用

益が7億2,600万円ということでございます。

【川崎委員】 880億円の原資で7億円の利益を

毎年度上げているということですよね。だから

ずっと累積でいくと、非常にあなどれない金額

であろうかと思います。

今、非常に先ほどちょっと部長も触れられま

したけれども、利率が上がる傾向にあって、い

わゆる償還についても一定非常に支出も大きく

なっているということですが、一方では、そこ

を利用して、さらに利益を獲得するという視点

もあろうかと思ってまして、ぜひ、そういった

ところで幾らかでも収入を増やして、政策的な

ものに充ててほしいと思うんです。

一般的で言う株の投資なんていうのはなかな

か難しいということは、法律上もあるのかも分

かりませんが、何とかお知恵を出して、さらに

運用益を高めていただきたいと思うんです。そ

ういった投資といいますか、そういったことに

使うような形で運用というのがさらに知恵を出

しながらできるものなのか、お尋ねをいたしま

す。

【髙橋財政課長】ご指摘ございました株式など

の運用が可能かどうかということにつきまして、

まず地方自治法におきまして、基金は確実かつ

効率的に運用しなければならないというふうに

なってございまして、この解釈として、現状、

元本保証がない株式を取得・保有するというこ

とはできないものというふうに考えているとこ

ろでございます。

一方で、委員のご指摘のとおり、社会経済情

勢が変化してきた中におきまして、こうした制

度も前提とした上で、他県の事例等も調査の上、

確実かつ効率的な運用方法についてより多くの

運用益を得る手法について研究していきたいと

いうふうに考えてございます。

【川崎委員】元本割れするようなことのリスク

を背負うというのは、県民の皆さんからお預か

りしている税ということについては、非常に抵

抗もあるし、法律もそこで制限がかかっている

と思うんですが、そこで生まれた利益を原資と

して、今基金に繰り入れられているということ

でありますが、利益の範囲の中で、その一部で

またさらにチャレンジをしていくということに

ついては、ぜひ研究・検討していただいて進め

ていただきたいなと思います。

国ですから、並列で比較はできませんけど、

年金積立金管理運用独立行政法人、いわゆるＧ

ＰＩＦ、非常に高いリスク管理をしながら、今、

年金財政を安定のために活用されているという

ことがホームページの中でも拝見をいたしまし

た。ぜひ参考ということになるかどうか分かり

ませんけれども、ぜひ長崎県の方でもそういっ

た視点でもって、金融資産を十分に活用いただ

きたいなというふうに思います。

次に、出資団体の管理についてお尋ねいたし

ます。

前回の委員会で、政策等決定過程の透明性の

中で指摘があって、出資団体の中期経営計画の

未整備というところで指摘があって、説明をい

ただく中で、対象が44の団体があるうち、未整

備が24あったということでありますが、この間、

どう指導し、改善を図ったのか、お尋ねいたし

ます。

【小林総務文書課長】県の出資団体の経営評価

診断の対象であります44の団体に対しまして、

例年、経営評価診断表の作成を依頼しておりま

す。今年も実施するんですけれども、団体の所

管課に対して依頼文書を出したところでござい

ます。この出した文書におきまして、前回の委
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員会における委員のご指摘も踏まえまして、中

期経営計画の策定を重点事項と位置づけまして

未策定の団体の所管課に対してヒアリングの実

施を含めて、今後検討状況ですとか、今後の策

定見込みなどを詳細に報告を求めていくことと

しております。

県の公費を使って出資していることを踏まえ

まして、中期経営計画を策定すべきであるにも

かかわらず、その進捗が思わしくない団体につ

きましては、早期策定をこれまで以上に厳しく

指導していきたいと思っております。

【川崎委員】恐らく前からずっと指摘しながら

されていると思うんですが、ずるずる来ている

ということだと思うんですね。やるしかないで

しょう。指導してますじゃなくて、やらないと

出資引き上げますよとか、見直しますよとか、

そういうような形が、一般的にはそうだと思う

んですよね。そういった厳しい姿勢でお願いし

たいと思います。

次に、長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ

2025の進捗状況についてですが、長崎県の自治

体クラウドサービスについてお尋ねいたします。

いま一度確認ですが、この事業の目的につい

てお尋ねいたします。

【湯川スマート県庁推進課長】ご質問いただき

ました長崎県自治体クラウドサービスでござい

ますが、県が自ら開発をしました電子申請、Web

アンケート、公共施設予約システムをネットワ

ークを通じて外部に提供するサービスで、平成

21年12月から順次運用をしております。利用す

る自治体は、一定の利用料を負担するだけで独

自にシステムを構築、保有することなく、住民

の皆様へこれらのサービスを提供することが可

能となります。このサービスを利用いただくこ

とで、県内市町の電子行政の推進及び県民の利

便性の向上を目的としております。なお、電子

申請システム及びWebアンケートシステムは、既

にサービスの提供を終了しておりまして、現在、

令和7年度では、公共施設予約システムのみをサ

ービスとして提供しております。

【川崎委員】 平成21年からスタートですので、

様々なサービスがあって、自治体にすると負担

がかからず利用ができるという、非常に優れた

県のいわゆるサービス事業だというふうに思う

んですが、この利用団体数の目標と実績値を追

いかけてみますと、令和3年度は8件の目標に対

して5件、令和4年度は10件に対して5件、令和5

年度は12件に対して5件、令和6年度は14件に対

して2件、目標は徐々に高くなっていくけど、利

用しているところは下がっていってるわけです。

これ、自治体としては非常にありがたいものな

のに実績がどんどん下がっていってほとんど使

われていないような話になってきてるわけであ

ります。なぜそのようになっているのかお尋ね

いたします。

【湯川スマート県庁推進課長】まず、目標設定

の考え方でございますが、県民の利便性向上に

向けまして、行政の電子化が進んでいない市町

の電子化を進めることを目指しておりました。

しかしながら、特に小・中規模の自治体にお

きましては、例えばシステムの開発経費等々の

負担がネックになっているというような状況も

ございますことから、安価にサービスの提供が

可能となるクラウドサービスに関しましては、

利用いただける自治体は一定増えていくものと

見込んで設定をさせていただきました。

次に、目標達成できていない理由でございま

すが、ＩＴ関連の状況変化は著しく、この間、

市町におかれましては、独自にシステムを開発

されたり、またベンダー等が提供する汎用的な
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システムの利用など、それぞれ工夫をしながら、

行政の電子化に取り組んでこられておりまして、

クラウドサービスの利用団体が増加をせず、逆

に減少という結果になったと受け止めておりま

す。

県としましては、総合計画のＫＰＩとして目

標達成はできておりませんが、市町における行

政電子化の推進と県民サービスの向上という目

指すべき姿、これについては近づいているもの

と認識をしております。

【川崎委員】時代の変化とともに技術も革新を

していって、もう5年前の考え方がなかなか今ぴ

たっと合わないぐらい、それだけやっぱりスピ

ードが速いんだろうと思ってますので、ぜひ次

の総合計画の策定をされてると思うんですけど、

もうちょっとシビアに見直しをしていただけれ

ばなと思います。

最後に、ブランディングの件でお尋ねいたし

ます。

先ほど担当課長より、るるご説明をいただい

たところでありますが、今から「みなが咲き、

ながさき。」の周知をしていくと思いますけど、

この周知の戦略についてお尋ねいたします。

【永川ながさきＰＲ戦略課長】ブランドメッセ

ージなどの浸透と定着を図るための広報でござ

いますけれども、主に県民の皆様と事業者の皆

様に向けて展開をしてまいりたいと考えてござ

います。

まず、県民の皆様には、できるだけ多くの方

が目にする機会を増やすことが重要と考えてお

りまして、ブランディングホームページの作成

や動画の制作、広報紙やＳＮＳによる情報発信、

ポスターや啓発ツール、ストーリーテリングに

よる地域の魅力を伝える冊子等の作成、地域の

魅力を再発見するイベントなどを通じまして、

認知を高めて、趣旨の理解を深めながら県民の

皆様の共感と誇りの醸成を図ってまいりたいと

考えてございます。

また、これからの長崎県の未来を担う子ども

たちへの地域への愛着や誇りを高めるために、

ふるさと教育などで活用できるツール等の作成

や若年層の方にも広報にご参加いただくという

取組などの工夫も検討してまいりたいと考えて

ございます。

次に、事業者の皆様でございますけれども、

地域や各分野におけるワークショップやセミナ

ーなどを実施するとともに、ブランドの理念を

生かした商品開発や取組の推進、プロモーショ

ン支援などを通じまして、県内外への発信力を

高め、地域経済の活性化にもつなげてまいりた

いと考えてございます。県民の皆様を誰もがこ

の「みなが咲き、ながさき。」というブランド

メッセージ等を知っていると言っていただける

ような状況になるよう、積極的な広報や趣旨の

浸透に努めてまいりたいと考えております。

【川崎委員】徹底してやってほしいなと思いま

す。周知徹底、これ時間がかかると思うんです

けれども、しっかりやった方がいいと思います。

頑張ってください。

我々もお手伝いしたいと思いますけど、私た

ちも名刺とか、議員通信とか、こういったとこ

ろに掲載も可能でしょうか。

【永川ながさきＰＲ戦略課長】こちらのブラン

ドメッセージ等でございますけれども、県に関

わる多くの方々に広くご活用いただくことで、

理念の方がより深く浸透いたしまして、共感の

輪が広がっていくことを期待してございます。

そのため、議員の皆様におかれましても、名刺

や議会通信などの媒体におきまして、「みなが

咲き、ながさき。」をご活用いただくことは、
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このブランドの浸透と定着を図りまして、長崎

の総体的なイメージ向上につながるものであり、

ぜひ積極的なご活用をお願いしたいと考えてご

ざいます。今後、使用に当たりましてのマニュ

アルやデザインの素材等につきましても整備、

提供を進めてまいりますので、ぜひ積極的にご

活用いただきまして、県全体で一体となってブ

ランディングに取り組んでまいりたいと考えて

ございます。

【川崎委員】「障害のある人もない人も共に生

きる平和な長崎県づくり条例」というのがあり

ます。これは、情報バリアフリーも求めていま

す。よって、耳から伝えていくといった、そう

いった観点からも、ぜひ音楽、メロディー、そ

ういったところも重要なコンテンツだと思うん

ですが、ぜひ検討いただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。

【永川ながさきＰＲ戦略課長】今回のブランド

メッセージ「みなが咲き、ながさき。」でござ

いますが、県民一人ひとりが自分らしく咲ける

長崎県を目指すという理念の下に策定をいたし

ました、この理念をより多くの方々にご指摘の

ありました障害のある方々にも分かりやすく親

しみを持って受け止めていただきますよう、今

後の広報展開におきましては、視覚、聴覚、認

知など多様な特性に配慮いたしました情報発信

の在り方を検討してまいります。その一つとい

たしまして、川崎委員からご提案ございました

歌やメロディーは、視覚や言葉だけでは伝え切

れない感情やメッセージを届ける力があり、障

害がある方を含めまして幅広い世代にブランド

の理念を浸透させる有効な手段であると考えて

ございます。そういった観点で伝わりやすい手

法の活用についても今後検討してまいります。

【鵜瀬委員長】 ほかに質問ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【鵜瀬委員長】 ほかに質問がないようですの

で、秘書・広報戦略部、総務部及び危機管理部

関係の審査結果について整理したいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 １時５４分 休憩 ―

― 午後 １時５４分 再開 ―

【鵜瀬委員長】 委員会を再開いたいます。

これをもちまして、秘書・広報戦略部、総務

部及び危機管理部関係の審査を終了いたします。

引き続き、委員間討議を行います。

理事者退席のため、しばらく休憩いたします。

― 午後 １時５４分 休憩 ―

― 午後 １時５６分 再開 ―

【鵜瀬委員長】 委員会を再開いたします。

これより予算決算委員会総務分科会の決算審

査の日程について協議を行います。

それでは、審査の方法についてお諮りをいた

します。

協議につきましては、本委員会を協議会に切

り替えて行うことといたしたいと存じますが、

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【鵜瀬委員長】ご異議がないようですので、そ

のように進めることといたします。

それでは、ただいまから委員会を協議会に切

り替えます。

しばらく休憩いたします。

― 午後 １時５７分 休憩 ―

― 午後 １時５９分 再開 ―

【鵜瀬委員長】 委員会を再開いたします。

予算決算委員会総務分科会の決算審査の日程
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については、お手元の審査日程のとおりでよろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【鵜瀬委員長】ご異議がないようですので、そ

のように決定させていただきます。

次に、閉会中の委員会活動について協議した

いと思いますので、しばらく休憩します。

― 午後 １時５９分 休憩 ―

― 午後 ２時 ４分 再開 ―

【鵜瀬委員長】 委員会を再開いたします。

閉会中の委員会活動について、何かご意見は

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【鵜瀬委員長】それでは、正副委員長にご一任

願いたいと思います。

以上をもちまして、総務委員会及び予算決算

委員会総務分科会を閉会いたします。

大変お疲れ様でした。

― 午後 ２時 ５分 閉会 ―



総務委員会委員長 鵜瀬　和博

　　　　議長　　徳永　達也　　様議長 外間　雅広　　様

１　議　　案

審査結果

長崎県議会議員及び長崎県知事の選挙における選挙運動
用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する
条例

原 案 可 決

権利の放棄について 原 案 可 決

訴えの提起について 原 案 可 決

和解について 原 案 可 決

計  ４件  (原案可決  ４件）

総 務 委 員 会 審 査 結 果 報 告 書

　本委員会に付託された事件について審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。

令和7年9月29日

記

番　　　号 件　　　　　　　　　　　　　　　　名

第 90 号 議 案

第 93 号 議 案

第 94 号 議 案

第 95 号 議 案

－99－ 



委 員 長       鵜 瀬  和 博

副   委   員   長     大久保  堅 太

署 名 委 員    徳 永  達 也

署 名 委 員    堤   典 子

書 記   土橋 彰子

書  記   髙栁 雄一郎

   

反訳業務者   神戸綜合速記(株)
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 企画部関係の議案について、ご説明いたします。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第８８号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第４号）のうち関係部分 

であります。 

 

 今回の補正予算は、歳入予算で、 

国 庫 支 出 金               ２２０万   円の増 

  合  計                ２２０万   円の増 

となっております。 

 

今回の補正予算は、他部局で歳出予算を計上しております新しい地方経済・生活環

境創生交付金を活用した事業に対応して、政策企画課において歳入予算を計上するも

のであります。 

 

以上をもちまして、企画部関係の説明を終わります。 

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 
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 地域振興部関係の議案について、ご説明いたします。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第８８号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第４号）のうち関係部分 

であります。 

 

今回の補正予算は、歳出予算で、 

  選   挙   費     １億 ３，５７９万 ６千円の増 

合       計            １億 ３，５７９万 ６千円の増 

となっております。 

 

これは、長崎市選挙区、佐世保市・北松浦郡選挙区の県議会議員補欠選挙の執行

に要する経費を計上いたしております。 

 

（債務負担行為について） 

 令和８年度以降の債務負担を行うものについてご説明いたします。 

 老朽化した高速船ジェットフォイルの更新支援について、物価上昇等に伴う船体価

格の増額及び期間延長に係る令和８年度から１１年度までに要する経費として  

２，４７５万   円 

を計上いたしております。 

 

以上をもちまして、地域振興部関係の説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 
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総務部関係の議案について、ご説明いたします。 

 

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第８８号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第４号）のうち関係部分 

であります。 

 

 歳入予算は、 

地 方 交 付 税           １億  ３，９４０万 ９千円の増 

県       債               ３，７２０万   円の増 

合              計            １億  ７，６６０万 ９千円の増 

となっております。 

 

 歳出予算は、 

総 務 管 理 費                ３６１万 ３千円の増  

合       計                ３６１万 ３千円の増 

となっております。 

 

 この歳出予算の内容についてご説明いたします。 

 

（総務事務センター運営費について） 

 会計年度任用職員の報酬等の計算を行う既存システムについて、子ども・子育て支

援法等の改正に伴う新たな掛金の徴収等に対応するために改修を実施する経費とし

て、 

                           ３６１万 ３千円の増 

を計上いたしております。         
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 以上をもちまして、総務部関係の説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

令和７年９月定例会 
 
 
 
 
 
 
 

総 務 委 員 会 関 係 説 明 資 料 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

警 察 本 部 
 



警察本部関係の議案外の報告事項及び所管事務についてご説明いたします。 

 

はじめに、議案外の報告事項についてご説明いたします。 

 

（和解及び損害賠償の額の決定について） 

 これは、損害賠償事案３件及び公用車による交通事故のうち和解が成立いたしまし

た２件についてであります。 

 損害賠償事案の１件目は、警察本部の職員が、交通事故捜査中、相手方の車両の損

傷箇所を計測する際、携行していた金属製メジャーの先端部を接触させたことにより、

当該車両に損害を与えた事案であり、３万１，６８０円を支払うためのものです。 

 ２件目は警察署の職員が、事案対応中、相手方が管理するアパートの一室において、

天井点検口の蓋を外し、天井裏に置いた際、当該点検口蓋を居室内側の隙間に落下さ

せ、回収不能となり、相手方に損害を与えた事案であり、６万５００円を支払うため

のものです。 

 ３件目は、警察署の職員が、交通事故捜査中、相手方の車両を写真撮影する際、携

行していた資機材を接触させたことにより、当該車両に損害を与えた事案であり、

１０万６，４８０円を支払うためのものです。 

 これら３件につきましては、９月１日付けで専決処分をさせていただいており、損

害賠償金は、全額県費から支払われることになります。 

 また、公用車による交通事故のうち、和解が成立いたしました２件の合計２２万

９，４６０円を支払うため、９月１日付けで専決処分をさせていただいており、この

損害賠償金は、全額保険から支払われることになります。 

 公用車による交通事故を防止するため、各警察署指定の安全運転指導員による同乗

指導や自動車学校のコースを借り上げての体感型運転訓練を行うとともに、公用車事

故を起こした職員には、公用免許の再検定を実施するなど職員の運転技能向上のため
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の取組を行っております。 

 また、そのほかにも各部署の幹部職員による事故防止教養や公用車事故を起こした

職員に対する個別教養、事故発生時や荒天時などに全職員に対する速やかな情報配信

を行うなど、事故防止に必要な運転技能と安全運転意識の両面を向上させる対策に取

り組んでおります。 

 引き続き、交通事故を始めとする損害賠償事案を起こすことがないよう、指導を徹

底してまいります。 

 

 次に、その他の所管事項についてご説明いたします。 

 

（犯罪の一般概況について） 

 令和７年１月から６月末までの県内の刑法犯認知件数につきましては１，９７０件

で、前年同期と比較しますと１４件、０．７パーセント減少しております。 

 罪種別では、窃盗犯が７６件減少しており、これが主な減少要因となっております。 

窃盗犯の中では、特に万引きが前年同期と比較して４７件減少して、３７１件とな 

っております。 

  今後、県内の犯罪情勢を把握・分析の上、県民、事業者、関係機関・団体とも連携

し、県民運動である「犯罪なく３
さん

ば運動」で県民の皆様の防犯意識の高揚を図りつつ、

的確な犯罪抑止対策を推進してまいります。 

 

（人身安全関連事案への取組状況について）  

 令和７年１月から６月末までのストーカー事案の認知件数につきましては１３３件

で、前年同期と比較しますと８件増加しております。このうち、ストーカー規制法に

基づく禁止命令等で３２件の行政措置を行い、ストーカー規制法違反等で１８件を検

挙しております。 
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 配偶者暴力事案の受理件数につきましては２１５件で、前年同期と比較しますと

２件減少しております。このうち、暴行、傷害等で２３件を検挙しております。 

 児童虐待事案の通告件数につきましては２３２件で、前年同期と比較しますと５件

減少しております。 

 児童相談所に通告した被害児童数につきましては３９８人で、前年同期と比較しま

すと１６人減少しております。 

 これらの人身安全関連事案につきましては、被害者の命が奪われるなど、重大な事

件に発展するおそれがありますので、認知の段階から客観的な危険性の判断を的確に

行った上で、被害者等の心情に寄り添いつつ対応を行い、被害者等の保護や加害者の

検挙等の必要な措置を迅速かつ先制的に講じるとともに、県・市町等の関係機関と連

携を図りながら、被害者等の安全確保に努めてまいります。 

 

（ニセ電話詐欺（特殊詐欺）等被害防止対策について) 

 令和７年１月から６月末までのニセ電話詐欺情勢につきましては、認知件数は

１１７件、被害総額は約２億５，９９４万円で、前年同期と比較しますと認知件数が

４６件増加、被害総額が約１億９，０２９万円増加しており、手口としましては、架

空料金請求詐欺が４６件、オレオレ詐欺が４１件と２つの手口で全体の約７４パーセ

ントを占めております。 

 特に昨年下半期からは、警察官になりすました犯人が、電話口で「あなたの口座が

不正に使われている。」「あなたを逮捕する。」などのうそを言い、ＳＮＳのビデオ

通話等で警察手帳や逮捕状の画像を示し、資金調査名目等で現金を振り込ませ、だま

し取るといった手口のオレオレ詐欺が急増しております。 

 このニセ電話詐欺は、県民の皆様の生活を脅かす身近で悪質な犯罪ですので、今後

も「電話がつながりにくい環境づくりの推進」「関係機関・団体と連携した広報啓発

活動」「金融機関やコンビニエンスストア等と連携した声掛けによる水際対策の推進」
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を被害防止対策の３本柱として積極的に推進してまいります。 

 また、ＳＮＳ等の非対面で投資を勧め、投資名目で金銭等をだまし取る「ＳＮＳ型

投資詐欺」や、ＳＮＳ等を通じて知り合い、恋愛感情や親近感を抱かせて金銭等をだ

ましとる「ＳＮＳ型ロマンス詐欺」が、令和５年下半期から全国で急増しております。 

 本県におきましては、本年１月から６月末までの間にＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺

を７２件認知し、被害総額は約３億８，３２９万円に上るなど、極めて憂慮すべき状

況にありますので、県民の皆様に対する効果的な広報啓発活動の推進、金融機関等の

関係事業者と緊密に連携して、官民一体となった被害防止対策を推進してまいります。 

 

（暴力団対策について） 

 県内では、令和７年６月末現在、指定暴力団傘下の８組織と約１００人の暴力団員

等を把握しており、暴力団員等の検挙人員につきましては１１人で、前年同期と比較

しますと５人減少しております。 

 全国的に六代目山口組の分裂抗争に起因する事件等が続いておりますが、本県での

発生はなく、今後も暴力団組織等に対する徹底した取締りや情報収集活動を行い、暴

力団対策法及び暴力団排除条例の効果的な運用を図るとともに、長崎県暴力追放運動

推進センターを始めとする関係機関・団体と連携して暴力団の壊滅を目指してまいり

ます。 

 

（薬物対策について） 

 令和７年１月から６月末までの薬物事犯の検挙人員につきましては１９人で、前年

同期と比較しますと５人減少しております。 

 内訳は、覚醒剤が５人で、前年同期と同数、大麻が１４人で、前年同期と比較しま

すと３人減少しており、その他の薬物事犯の検挙は０人で、前年同期と比較しますと

２人減少しております。 
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 全国的に、薬物事犯の検挙人員は横ばいで推移する中、大麻事犯の検挙人員は、平

成２６年以降増加傾向であり、本県におきましては、平成３０年以降高止まりの状況

にあります。 

 引き続き、薬物情勢等の実態把握に努め、大麻等薬物事犯の徹底した取締りや関係

機関・団体と連携した広報啓発活動等を推進し、薬物事犯の根絶に取り組んでまいり

ます。 

 

（少年非行の概況について） 

 令和７年１月から６月末までの検挙・補導した窃盗等の刑法犯少年につきましては

１１６人で、前年同期と比較しますと３０人増加しており、軽犯罪法違反等の特別法

犯少年は７人で、前年同期と比較しますと２人増加となっております。 

 また、喫煙、深夜はいかい等で補導した不良行為少年につきましては１，０１８人

で、前年同期と比較しますと５４人減少しております。 

 県警察では、少年警察ボランティアと協働した街頭補導活動や、少年の規範意識向

上を目的とした非行防止教室を実施するなど、非行少年を生まない社会づくりに取り

組んでおります。 

 今後も、少年警察ボランティアや関係機関・団体と連携を図りながら、少年の非行

防止、健全育成に努めてまいります。 

              

（生活経済事犯の取締り状況について） 

 令和７年１月から６月末までの生活経済事犯の検挙件数につきましては２３件で、

前年同期と比較しますと１件減少しており、検挙人員は２２人で、前年同期と比較し

ますと２人減少しております。 

 生活経済事犯の取締りにつきましては、悪質な事犯である利殖勧誘事犯、特定商取

引等事犯及びヤミ金融事犯を重点にした取締りを推進するとともに、関係機関・団体
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との連携を図りながら、被害の早期把握とその拡大防止に努めております。 

 引き続き、生活経済事犯取締りの推進及び被害防止に努めてまいります。 

 

（サイバー犯罪の取締り及び被害防止対策状況について）    

 令和７年１月から６月末までのサイバー犯罪の検挙状況につきましては、検挙件数

は５０件で、前年同期と比較しますと１０件減少しており、検挙人員は３０人で、前

年同期と比較しますと２人減少しております。 

 社会のデジタル化の進展に伴い、サイバー空間は、全国民が参画する公共空間へと

変貌を遂げている一方、ランサムウェアの被害やインターネットバンキングでの不正

送金など、サイバー空間の脅威は極めて深刻な情勢にあります。県警察では、悪質・

巧妙化するサイバー犯罪に的確に対応するため、全国の警察と連携したサイバー犯罪

の取締り、地域において活動する多様な主体と連携した社会全体のサイバーセキュリ

ティの向上を図る諸対策に取り組んでおります。 

 今後も、サイバー空間の安全・安心を確保するため、サイバー犯罪の取締り及び被

害防止対策を推進してまいります。 

 

（交通死亡事故抑止対策について） 

令和７年１月から６月末までの交通事故死者数につきましては１３人で、前年同期

と比較しますと１人増加しております。 

本県の交通死亡事故は、死者数に占める高齢者の割合が、依然として高い傾向にあ

ることが特徴と分析しております。 

そのため、高齢者の交通事故抑止対策に重点を置き、交通安全教育や交通指導取締

りを始め、関係機関・団体と連携して、各種広報媒体を活用した広報啓発活動を推進

しております。 

悲惨な交通死亡事故を発生させないため、引き続き、交通事故の分析結果を踏まえ
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た総合的な交通死亡事故抑止対策に取り組んでまいります。 

 

（「長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ２０２５
にせんにじゅうご

」の進捗状況について） 

 令和３年度から本年度までの５年間を計画期間とする「長崎県総合計画チェンジ＆

チャレンジ２０２５
にせんにじゅうご

」に掲げる令和６年度末における施策の進捗状況について、令和

５年度に実施した総合計画の一部見直しに伴う指標改訂の内容を反映のうえ評価・分

析を行ったところであり、警察本部関係部分につきましては、配布している資料のと

おりであります。 

 総合計画の施策及び事業群の指標である６項目の令和６年度の進捗状況は、 

  ・令和６年度の目標値を達成したものが５項目 

  ・令和６年度の目標値を達成しておらず進捗に遅れが見られるものが１項目 

となっております。 

 今回の評価・分析の結果を踏まえ、取組の充実・強化を図りながら、最終目標の達

成に向けて引き続き施策の推進に努め、総合計画の実現を図ってまいります。 

 

（新たな総合計画の策定について） 

 令和８年度以降の県政運営の指針となる新たな総合計画の策定については、去る

６月定例会において、「こども」「くらし」「しごと創造」「にぎわい」「まち」の

５つの柱のもと、１２の基本戦略と、その戦略に基づく施策を掲げた素案骨子をお示

しし、ご議論いただいたところであります。 

 県議会や有識者による懇話会でのご議論のほか、県内各地域での意見交換会や市町

のご意見等を踏まえながら、内容の検討を深め、今般、計画素案を策定いたしました。 

 計画素案では、各種施策における事業群や主な取組について、国の地方創生２．０
にーてんぜろ

の

考え方等も踏まえつつ具体化するとともに、離島半島を有する本県特有の課題につい

ても、きめ細やかな対応を図ることとしております。 
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 また、施策の構築にあたりましては、デジタル技術の活用や戦略的情報発信等の基

本的な姿勢を持ち、分野横断的な取組を充実・強化したところであります。 

 このうち、警察本部におきましては、主に基本戦略「安心して生活できる環境づく

りを推進する」に関連施策等を位置付けております。 

 基本戦略「安心して生活できる環境づくりを推進する」では、「犯罪や交通事故の

ない安全・安心なまちづくり」に関する施策を掲げており、安全・安心を実感できる

社会環境づくり、交通安全対策、組織犯罪対策及びサイバー空間の安全確保に向けた

対策を推進し、犯罪に強く、交通の安全が確保された安全・安心なまちづくりに取り

組んでいくこととしております。 

 今後も引き続き、県議会や有識者懇話会のご意見をお伺いするとともに、パブリッ

クコメント等により県民の皆様の声をお聞きしながら、今年度中の計画策定に向けて

検討を進めてまいります。 

 

 以上をもちまして、警察本部関係の説明を終わります。 

 よろしく、ご審議を賜りますようお願いいたします。 
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人事委員会事務局関係の所管事項についてご説明いたします。 

 

（令和７年度県職員採用試験について） 

大学卒業程度の「行政Ａ」など１６職種にかかる試験については、１次試験を６月

１５日に、２次試験を７月８日から８月１日にかけて実施し、８月２５日に最終合格

者を発表いたしました。２２１人が受験し、１１１人が合格、競争倍率は２．０倍と

なっております。 

また、社会人経験者の「行政」など１０職種にかかる選考試験については、１次試

験を大学卒業程度と同じ６月１５日に、２次試験を７月２１日から２７日にかけて実

施し、大学卒業程度と同じ８月２５日に最終合格者を発表いたしました。９８人が受

験し、１４人が合格、競争倍率は７．０倍となっております。 

さらに、短大卒業程度及び高校卒業程度の試験については、１次試験を９月２８日

に、２次試験を１０月下旬に実施することとしております。 

そのほか、警察官Ⅲ類（男性・女性）試験については、１次試験を１０月１９日に、

２次試験を１１月中旬から下旬にかけて実施するとともに、障害者を対象とした選考

試験については、１次試験を１１月２日に、２次試験を１１月下旬から１２月上旬に

かけて実施することとしております。 

 

 以上をもちまして、人事委員会事務局関係の説明を終わります。 

 



令和 7 年９月定例県議会

総務委員会関係説明資料（追加１）

出 納 局

監 査 事 務 局

人 事 委 員 会 事 務 局

労 働 委 員 会 事 務 局

議 会 事 務 局
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【総務委員会関係説明資料 出納局・各種委員会事務局の２頁１１行目の次に、次

のとおり挿入】

警察官Ⅰ類（男性・女性）Ａ試験については、１次試験を７月１３日に、２次試験

を８月１２日から２８日にかけて実施し、９月１６日に最終合格者を発表いたしまし

た。８１人が受験し、４８人が合格、競争倍率は１．７倍となっております。
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企画部関係の議案外の所管事項についてご説明いたします。 

 

（新たな総合計画の策定について）      

令和８年度以降の県政運営の指針となる新たな総合計画の策定については、去る６

月定例会において、「こども」「くらし」「しごと創造」「にぎわい」「まち」の５つの柱

のもと、１２の基本戦略と、その戦略に基づく施策を掲げた素案骨子をお示しし、ご

議論いただいたところであります。 

県議会や有識者による懇話会でのご議論のほか、県内各地域での意見交換会や市町

のご意見等を踏まえながら、内容の検討を深め、今般、計画素案を策定いたしました。 

計画素案では、「ながさきの誇りと希望を力に、みんなで夢あふれる未来をひらく」

を基本理念とし、県民一人ひとりの長崎県に対する誇りや将来への希望を原動力とし

て、新たな時代を切り拓き、「新しい長崎県づくり」に挑む姿勢を示しております。 

この基本理念のもと、地域社会の基盤となる経済の活性化に向けた力強い産業の実

現や稼ぐ意識・力の底上げに加え、本県の将来を担うこどもたちの能力と可能性を高

めるとともに、すべての世代の方々が健康で安全・安心に暮らせる社会環境づくりな

どに、これまで以上に力を注ぐこととしております。 

また、施策の構築にあたっては、国の地方創生２．０の考え方等も踏まえつつ具体

化するとともに、離島半島を有する本県特有の課題についても、きめ細かな対応を図

るほか、デジタル技術の活用や戦略的情報発信・ブランディングの展開、「稼ぐ」視点

の反映等の基本的な姿勢を持ち、分野横断的な取組を充実・強化したところでありま

す。 

このうち、企画部においては、主に基本戦略「活力にあふれた持続可能な地域をつ

くる」に関連施策等を位置付けております。 

この基本戦略では、「デジタル技術を活用した地域活性化と行政運営の効率化」に関

する施策において、デジタル技術やデジタル人材を活用したサービス創出や県民の利
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便性向上につながるＤＸの推進に取り組んでまいります。 

また、新技術実装連携“絆”特区の指定を踏まえ、ドローン等の先端技術の活用に

よる地域課題への対応、イノベーション創出に加え、次世代モビリティ活用のユース

ケースの検討等にも取り組んでいくこととしております。 

今後も引き続き、県議会や有識者懇話会のご意見をお伺いするとともに、パブリッ

クコメント等により県民の皆様の声をお聞きしながら、今年度中の計画策定に向けて

検討を進めてまいります。 

 

（「長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ２０２５
にせんにじゅうご

」等の進捗状況について）  

令和３年度から本年度までの５年間を計画期間とする「長崎県総合計画チェンジ＆

チャレンジ２０２５
にせんにじゅうご

」に掲げる施策の令和６年度末における進捗状況については、配

付資料「長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ２０２５ 令和６年度の進捗状況」の

とおりとなっております。 

各施策の目標として掲げた施策及び事業群の指標である２７７項目の指標のうち、

目標値を設定していないものや実績値が把握できていないもの等を除いた２６６項目

の令和６年度の進捗状況は、最終目標を既に達成したもの及び令和６年度の目標値を

達成したものが１４０項目で全体の５３％、令和６年度の目標を達成していないもの

の改善傾向にあるものが７０項目で全体の２６％、令和６年度の目標値を達成してお

らず進捗に課題があると考えられるものが５６項目で２１％となっております。 

県全体の進捗状況としては、県民、民間団体等への情報発信・周知啓発の促進や市

町との連携の強化の効果、計画的なインフラ整備の推進等により、目標達成に向けて

取組が進んでいる一方で、エネルギー・物価高騰や人口減少・少子高齢化における地

域や産業の担い手不足等の影響等も一因となり進捗に遅れがみられた項目もあり、引

き続き、社会経済情勢の変化にも的確に対応しながら、最終年度における目標達成に

向け、施策の推進を一層、図っていく必要があると考えております。 
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なお、企画部関係部分の施策及び事業群の指標である９項目のうち、目標値を設定

していないものを除いた８項目の令和６年度の進捗状況は、最終目標を既に達成した

もの及び令和６年度の目標値を達成したものが７項目、令和６年度の目標を達成して

いないものの、改善傾向にあるものが１項目となっております。 

次に、「第２期長崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げるＫＰＩ（重要業

績評価指標）の令和６年度末の進捗状況については、配付資料「第２期長崎県まち・

ひと・しごと創生総合戦略の進捗状況（令和６年度）」のとおりであります。 

ＫＰＩ全１２０項目について、実績値が把握できていないもの等を除いた１１５項

目のうち、令和６年度の目標値を達成したものが５８項目で、全体の５０％、「やや

遅れ」が３２項目で全体の２８％、「遅れ」が２５項目で全体の２２％となっており、

企業誘致や地場産業への支援による新規雇用創出のほか、高校生の県内就職率の改善

や技能実習生など外国人材の受入増加等の成果により、人口の社会減は、全体として

は改善傾向にあります。 

一方で、全国的な人手不足による採用市場の競争の激化により、県内大学生の定着

や福岡県・首都圏等に進学した本県出身者のＵターン就職などの進捗に遅れが見られ

た項目もあり、最終年度における目標達成に向け、国の地方創生２．０の政策とも連

動しながら、地方創生施策の充実・強化を図る必要があると考えております。 

なお、企画部関係部分のＫＰＩである６項目について、目標値を設定していないも

のを除いた５項目の令和６年度の進捗状況は、最終目標を既に達成したものが３項目、

令和６年度の目標値を達成したものが２項目となっております。 

各計画とも、今回の評価・分析結果を踏まえ、取組の充実・強化を図りながら、最

終目標の達成に向けて、引き続き施策の推進に努め、総合計画・総合戦略の実現を図

ってまいります。 

 

（民間企業との連携について）   
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去る８月２５日、県と大成建設株式会社は、全国での活動のノウハウやオープンデ

ータを活かし、年々、頻発化・激甚化する⾃然災害に対する防災まちづくりや、観光

振興の共創など、地方創生の推進を目的としたデジタル技術活用によるまちづくりに

関する連携協定を締結したところであります。  

今後、双方の資源を有効活用しながら、ＤＸを活用した新しいまちづくりや、地域

活性化に関することなど、地域振興や県民サービスの向上に連携して取り組んでいく

こととしております。  

 引き続き、県内外の民間企業等と連携のうえ、地方創生のさらなる推進に努めてま

いりたいと考えております。 

 

（ドローンの社会実装等の推進について） 

県では、昨年７月に、ドローン需給のマッチングサイト「長崎県ドローンプラットフォーム」を

開設し、ドローンサービス事業者と利用者とのマッチングを図り、様々な分野におけるドロー

ンの利活用を促進しているところであります。 

そのため、８月から今月にかけては、島原市及び県庁において、「測量」・「点検」をテーマ

に、「長崎県ドローンプラットフォーム」登録事業者と建設業関係者とのマッチングイベントを

開催し、実際に使用するドローン機体の展示や利活用にかかる相談会を実施しました。参加

した建設業関係者からは、「ドローンの活用方法や得られるデータなどを見ることができ、利

活用のイメージがわいた」などの声をいただいております。 

また、ドローン活用における実証フィールドの創出については、「新技術実装連携“絆”特

区」に係る国の調査・実証事業や、県の補助事業を活用し、民間事業者等による先駆的なド

ローンサービスの実証を推進しております。 

その中でも、今年度の国の調査・実証事業では、本県関係で全国最多の４事業が採択さ

れ、日本では初となるドローンのエリア単位でのレベル４飛行による医薬品・日用品配送のほ

か、ＡＩ技術を活用した目視外飛行のルート拡大などの実証が行われる予定となっております。 
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今後も、様々な分野におけるドローンの利活用促進のため、ドローンサービスの需給創出

の拡大を図るとともに、国や民間事業者、地元市町とも連携しながら、特区制度等を活用し

た社会実装を推進してまいります。 

 

 



令和７年９月定例県議会

総務委員会関係議案説明資料

地 域 振 興 部
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地域振興部関係の議案についてご説明いたします。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第９０号議案 長崎県議会議員及び長崎県知事の選挙における選挙運動用自動車の

使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例

であります。

この条例は、公職選挙法の一部改正により、個人演説会告知用ポスターが令和８年

１月１日以降廃止されること及び公職選挙法施行令に規定される各種選挙運動の公営

の単価が改正されたことに伴い、所要の改正をしようとするものであります。

次に、議案外の報告事項についてご説明いたします。

（和解及び損害賠償の額の決定について）

これは、公用車による交通事故のうち和解が成立した２件につき、損害賠償金合計

４０万５，１０８円を支払うため、去る９月２日付けで専決処分をさせていただいた

ものであります。

なお、この損害賠償金は全額保険から支払われることになっております。

次に、所管事項についてご説明いたします。

（後期過疎地域持続的発展方針等の策定について）

過疎対策につきましては、令和３年４月に施行された過疎地域の持続的発展の支援

に関する特別措置法に基づき、令和３年度から令和７年度までを期間とする「前期」

長崎県過疎地域持続的発展方針の下、各種事業が実施されているところでありますが、

本年度は、令和８年度から令和１２年度までの後期５か年の過疎地域持続的発展方針

を策定することとしております。

この「後期」過疎地域持続的発展方針につきましては、前期方針を踏まえつつ、社
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会環境の変化や県議会のご意見も踏まえて策定することとしており、方針策定後、県

及び過疎市町において過疎地域持続的発展計画の策定を進めてまいります。

（国境離島地域の振興について）

国境離島地域の振興については、平成２９年の有人国境離島法の施行以来、法に基

づく国の交付金を活用しながら、関係市町と一体となって、地域社会の維持・振興に

取り組んでまいりました。

その結果、これまでの８年間で、移住者数は、法施行前の年間１００人程度から  

５００人を超えるまでに増加し、新たな雇用の場が１，６００人以上創出されたこと

等により、一部地域では、人口の社会増が達成されるなど、地域の活力向上や雇用の

確保、交流人口の拡大等において成果が現れております。

一方で、進学や就職に伴う若者の転出、自然減の拡大に伴う人口減少が本土地域以

上に進んでおり、国境離島地域における地域社会の維持・振興を図るには、令和９年

３月末に期限を迎える現行の有人国境離島法の改正・延長が必要不可欠であると考え

ております。

そのため、去る８月２２日、知事は、県議会議長や関係市町等の皆様方とともに坂

井内閣府特命担当大臣など関係者に対する要望活動を実施し、有人国境離島法に基づ

くこれまでの取組の成果等を説明したうえで、この法律が確実に改正・延長され、関

連施策の充実や必要な予算が確保されるよう要請しました。

今後、県では、関係市町や県議会からの制度改正の要望等を踏まえた意見書をとり

まとめ、要望活動を実施するなど、支援策の充実・強化を伴う所要の法改正が行われ

るよう取り組んでまいります。

（松浦鉄道の今後のあり方検討について）

松浦鉄道については、地域住民の生活を支える移動手段として重要な役割を担って
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おりますが、人口減少や自家用車の普及による輸送人員の減少が進む中、厳しい経営

環境が続いております。

このため、令和４年度に松浦鉄道の今後のあり方について検討を開始し、これまで

長崎、佐賀の両県が主体的な役割を担いながら検討を行ってまいりました。

去る８月２２日の松浦鉄道自治体連絡協議会総会において、一部区間のバス転換や、

国の制度を活用した新たな支援制度について協議した結果、バス運転士不足や運賃値

上げにより収益が改善傾向にあることなどから、当面の間、現状の路線を維持し、現

在の施設整備補助のスキームを継続していくことが承認されたところであります。

今後は、松浦鉄道の経営状況を注視・分析しながら、同社と連携を強化し、更なる

経営改善及び自治体による新たな支援の必要性等について検討を進めてまいります。

（九州新幹線西九州ルートについて）

令和４年９月の開業から、今月２３日で３周年を迎える九州新幹線西九州ルート（長

崎～武雄温泉間）につきましては、令和６年度の 1 日あたりの利用者数が７千人を超

え、開業当時の水準を継続して上回るなど、順調に推移しているものと認識しており

ます。

一方で、未整備区間である新鳥栖～武雄温泉間につきましては、国土交通省と佐賀

県による幅広い協議が行われておりますが、未だ整備方式が決定されておらず、議論

の進展には至っておりません。

このため、今後の議論を前に進めるためには、西九州新幹線の効果をさらに拡大さ

せるとともに、全線フル規格による整備に向けた一層の気運醸成が重要であると考え

ております。

そうした中、去る８月１９日には、大石知事が、佐賀県の山口知事、ＪＲ九州の古

宮社長との三者で、九州新幹線西九州ルートの現状や課題について意見交換を行いま

した。
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大石知事からは、議論を進めるため、根拠のあるデータに基づいて具体的に検証す

る必要性を示し、環境影響評価の実施等を国に求めることを提案されました。

また、フリーゲージトレイン導入断念という経緯を踏まえ、国に対して具体的な解

決策を求めること、間を置かずに次回の意見交換を実施することについて、三者間で

認識が一致したことは、今後の議論を進めるうえで意義あるものと受け止めておりま

す。

加えて、去る８月２９日には、福岡市において、県内経済団体の主催による「九州

新幹線西九州ルート整備促進シンポジウム２０２５in 福岡」が開催され、九州各地か

ら経済団体や行政関係者など約８００名の方々が参加されました。

このシンポジウムでは、中川大京都大学名誉教授から、高速鉄道整備の国際的な潮

流を踏まえた日本の鉄道政策のあり方について基調講演があったほか、「全国新幹線

ネットワークが地方にもたらすもの」をテーマに、観光振興や地域経済などの専門家

によるパネルディスカッションが行われ、全線フル規格整備による将来的な西九州地

域の発展の可能性が議論されました。

こうした議論を通じて、全線フル規格整備の必要性について理解が深まり、九州全

体で気運が高まったものと認識しております。

県といたしましては、引き続き市町や関係団体と連携しながら、新幹線効果の拡大

に取り組むとともに、政府・与党をはじめ関係者に対して議論の進展や課題の解決に

ついて働きかけるなど、西九州地域全体の発展に資する全線フル規格での整備を目指

し、力を注いでまいります。

（新たな総合計画の策定について）

令和８年度以降の県政運営の指針となる新たな総合計画の策定については、去る６

月定例会において、「こども」「くらし」「しごと創造」「にぎわい」「まち」の５

つの柱のもと、１２の基本戦略と、その戦略に基づく施策を掲げた素案骨子をお示し
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し、ご議論いただいたところであります。

県議会や有識者による懇話会でのご議論のほか、県内各地域での意見交換会や市町

のご意見等を踏まえながら、内容の検討を深め、今般、計画素案を策定いたしました。

計画素案では、各種施策における事業群や主な取組について、国の地方創生２．０

の考え方等も踏まえつつ具体化するとともに、離島半島を有する本県特有の課題につ

いても、きめ細かな対応を図ることとしております。

また、施策の構築にあたっては、デジタル技術の活用や戦略的情報発信・ブランデ

ィングの展開、「稼ぐ」視点の反映等の基本的な姿勢を持ち、分野横断的な取組を充

実・強化したところであります。

このうち、地域振興部においては、主に基本戦略「地域の魅力で人を惹きつける」

や「活力にあふれた持続可能な地域をつくる」等に関連施策等を位置付けております。

基本戦略「地域の魅力で人を惹きつける」では、ながさき暮らしの魅力で呼び込む

ＵＩターンの促進やデジタルノマド等の関係人口と地域との交流促進に関する施策に

おいて、ＵＩターン促進のための情報発信の強化や、デジタルノマドと地域との交流

促進等に取り組んでいくこととしております。また、基本戦略「活力にあふれた持続

可能な地域をつくる」では、離島・半島などの地域社会の維持・活性化や地域を支え

る公共交通の維持・確保に関する施策において、地域の特色を活かした地域づくりや

持続可能な公共交通ネットワークの構築等に取り組んでいくこととしております。

今後も引き続き、県議会や有識者懇話会のご意見をお伺いするとともに、パブリッ

クコメント等により県民の皆様の声をお聞きしながら、今年度中の計画策定に向けて

検討を進めてまいります。

（「長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ２０２５」等の進捗状況について）

令和３年度から本年度までの５年間を計画期間とする「長崎県総合計画チェンジ＆

チャレンジ２０２５」に掲げる令和６年度末における施策の進捗状況については、施
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策体系を共通化し一体的推進を図っている「第２期長崎県まち・ひと・しごと創生総

合戦略」の関連施策も含め、令和５年度に実施した総合計画の一部見直しに伴う指標

改訂の内容を反映のうえ評価・分析を行ったところであり、地域振興部関係部分につ

いては、配付している資料のとおりであります。

総合計画の施策及び事業群の指標である１９項目のうち、目標値を設定していない

ものや実績値が把握できていないもの等を除いた１８項目の令和６年度の進捗状況は、

最終目標を既に達成したもの及び令和６年度の目標値を達成したものが８項目、

令和６年度の目標を達成していないものの、改善傾向にあるものが７項目、

令和６年度の目標値を達成しておらず進捗に遅れが見られるものが３項目

となっております。

次に、「第２期長崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げるＫＰＩである

１２項目のうち、実績値が把握できていないもの等を除いた１１項目の令和６年度の

進捗状況は、

最終目標を既に達成したもの及び令和６年度の目標値を達成したものが５項目、

令和６年度の目標を達成していないものの、改善傾向にあるものが４項目、

令和６年度の目標値を達成しておらず進捗に遅れが見られるものが２項目

となっております。

各計画とも、今回の評価・分析の結果を踏まえ、取組の充実・強化を図りながら、

最終目標の達成に向けて引き続き施策の推進に努め、総合計画・総合戦略の実現を図

ってまいります。

以上をもちまして、地域振興部関係の説明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
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【総務委員会関係議案説明資料 地域振興部の５頁６行目の次に、次のとおり挿入】 

 

さらに、７月の石破内閣総理大臣の来崎時に九州新幹線西九州ルートに言及された

ことを受け、去る９月４日には、県選出国会議員の皆様をはじめ、外間県議会議長、

沿線市長、市議会議長、県内経済団体の皆様とともに、首相官邸を訪問し、林内閣官

房長官同席のもと、石破総理に対し、フリーゲージトレイン導入断念に伴い増加が見

込まれる地方負担など、想定される課題に対する具体的な解決策の提示や、環境影響

評価の早期実施について強く要望するとともに、国が責任を持って主体的に調整を行

い、関係者間の協議を加速させることで、全線フル規格による整備の早期実現を図る

よう求めました。 

 

 

【総務委員会関係議案説明資料 地域振興部の５頁１６行目の次に、次のとおり挿

入】 

 

去る９月６日には、ＪＲ九州が開業３周年記念イベント「ＧＯＷＥＳＴ３」を開催

し、１日限定で西九州新幹線が乗り放題となる「Ｔシャツきっぷ」の販売や、大村車

両基地での新幹線かもめの清掃体験イベントなどを実施されたほか、新幹線各駅にお

いても沿線市と連携したイベントが開催されました。 

県では、県内周遊の促進を目的に、波佐見町やきもの公園で「かもめのよりみちフ

ェスタ」を開催し、地元出身アーティストによるトークショーやヒラマサの解体ショ

ー、特産品販売などを通じて県北地域の魅力を発信し、多くの来場者で賑わいました。 



令和７年９月定例県議会

総務委員会関係説明資料（追加２）

地 域 振 興 部
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【総務委員会関係議案説明資料 地域振興部の３頁２３行目の次に、次のとおり挿入】

（地価動向について）

国土利用計画法に基づく地価調査について、県下４４７地点の基準地における７月

１日現在の価格について調査を行い、去る９月１６日に、「令和７年長崎県地価調査の

結果概要」について公表を行ったところであります。

その概要については、県下の地価動向は、住宅地、商業地、工業地などを合わせた全

用途での令和７年の対前年平均変動率はプラス０．１％で、前年の０．０％から０．１

ポイント上昇し、平成１０年から続いていた下落から、上昇に転じております。

具体的には、住宅地においては、令和７年の対前年平均変動率は０．０％で、前年の

マイナス０．２％から０．２ポイント下落幅が縮小し、平成１１年から続いていた下落

が下げ止まり、横ばいに転じております。

また、商業地においては、対前年平均変動率は０．４％で、前年の０．３％から   

０．１ポイント上昇し、２年連続のプラスとなっております。

背景としては、近年進められている都市部中心の開発への期待感や、都市部でのホ

テル等事業用地の需要及び住宅地需要などがいまだ堅調で、その効果が周辺部にも波

及しているなど、全体的に平均変動率が上昇傾向となり、令和３年以降その傾向が継

続しております。一方で、都市部では地価の上昇が続いているものの、人口減少により

過疎化が進む地域では地価の下落傾向が続いており、二極化が進んでいると分析して

おります。

今後も引き続き、土地取引に関して円滑な運用を図るとともに、国が行う地価公示

制度とあわせて、一般の土地取引に対して適切な指標の提供に努めてまいります。
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秘書・広報戦略部関係の議案外の所管事項について、ご説明いたします。 

 

（ながさきピース文化祭２０２５における行幸啓について） 

去る９月１４日から本県で開催されている「ながさきピース文化祭２０２５」にお

いて、天皇皇后両陛下のご臨場を賜りました。 

 両陛下におかれましては、ご即位後初めてのご来県であり、ご滞在中は、同文化祭

の開会式にご臨席を仰ぐとともに、県内で実施した国民文化祭事業や障害者芸術・文

化祭事業をご覧いただきました。 

また、今年が戦後８０年の節目の年にあたることから、愛子内親王殿下をご同伴さ

れ、平和公園でのご供花や長崎原爆資料館のご視察、恵の丘長崎原爆ホームへのご訪

問など、県内事情についてご視察いただいたところであります。 

このたびのご来県にあたりましては、県民の皆様の心のこもった歓迎と県議会をは

じめ多くの関係者の皆様のご協力に厚くお礼を申し上げます。  

 

（ながさきブランディング・情報発信戦略の策定について） 

県では、国内のみならず世界に存在感を示す、選ばれる「新しい長崎県」の実現を

目指し、県庁、民間の若手職員をはじめ、県内外の有識者、関係団体等の皆様から幅

広くご意見を伺いながら、総体的なイメージ向上につなげるためのブランディング及

び情報発信の戦略を策定いたしました。 

その中で、長崎県民の包容力や多様性とともに、県民一人ひとりの魅力が咲き、希

望が輝くことをイメージしたシンボルマークとブランドメッセージ「みなが咲き、な

がさき。」を作成したところであります。 

シンボルマークとブランドメッセージの選考にあたりましては、選考過程から県民

の皆様にも関わっていただき、今後共に長崎県のブランディングに取り組んでいきた

いとの思いから、去る８月１２日から２６日までの間、県民の皆様に広くご意見を募
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集し、これまでの検討経過を総合的に勘案したうえで、県において選定したものであ

ります。 

戦略においては、このブランドメッセージ等を活用しながら、まずは、県民の皆様

に長崎県の魅力を再認識していただくためのインナーブランディングに取り組みつつ、

県外の方にも魅力を発信するアウターブランディングにも併せて取り組むことで、県

民の皆様がふるさとに誇りを持ち、将来に希望を抱ける長崎県の実現を目指していく

こととしております。 

また、本定例会で次期総合計画の素案をお示ししておりますが、本戦略を施策の構

築にあたっての基本姿勢の一つである戦略的情報発信・ブランディングの中に位置付

け、総合計画とも連動し取り組んでいくこととしております。 

今後は、長崎県のブランドの考え方を県民の皆様にしっかりとお伝えし、県議会の

皆様にもご協力をいただきながら、市町や民間、関係団体の皆様と一体となってブラ

ンディングの取組を進めてまいります。 

 

（「長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ２０２５」等の進捗状況について） 

令和３年度から本年度までの５年間を計画期間とする「長崎県総合計画チェンジ＆

チャレンジ２０２５」に掲げる令和６年度末における施策の進捗状況については、施

策体系を共通化し一体的推進を図っている「第２期長崎県まち・ひと・しごと創生総

合戦略」の関連施策も含め、評価・分析を行ったところであり、秘書・広報戦略部関

係部分については、配付している資料のとおりであります。 

総合計画の施策、事業群並びに「第２期長崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略」

の指標のうち該当する１項目については、令和６年度の目標値に加え、最終年度の目

標値を既に達成しております。 

各計画とも、今回の評価・分析の結果を踏まえ、取組の充実・強化を図りながら、

引き続き施策の推進に努め、総合計画・総合戦略の実現を図ってまいります。 
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以上をもちまして、秘書・広報戦略部関係の説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

 



令和７年９月定例県議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務委員会関係説明資料（追加１） 
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【総務委員会関係説明資料 秘書・広報戦略部の３頁１３行目の次に、以下のとおり

挿入】 

 

（大阪・関西万博への出展について） 

去る９月３日から５日までの３日間、大阪・関西万博において、「九州の宝を世界へ

―Treasure Island・KYUSHU―」をテーマに九州７県合同で出展を行ってまいりました。 

３日間で目標を大きく上回る約４万７千人の方々にご来場いただき、九州の豊かな自

然や歴史、文化、そして魅力的な食のＰＲを行ったところであります。 

長崎県ブースにおいては、豊富な食や絶景の紹介、伝統工芸の展示や体験、ステージ

イベントなどを通じて、本県の魅力を体感いただき、会場で実施したアンケートでは、

約98％の方から「長崎県に訪れてみたい」との回答をいただきました。   

加えて、県観光連盟のインスタグラムについても約1,200名のフォロワー増につなげた

ところであります。 

今後も、市町や関係団体等、そして庁内関係部局と連携を図りながら、一体的かつ戦

略的に情報発信し、本県の認知度向上や、さらなる関西からの誘客促進等につなげてま

いります。 



 

 

令和７年９月定例県議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務委員会関係議案説明資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総 務 部
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総務部関係の議案についてご説明いたします。 

 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第９３号議案 権利の放棄について 

第９４号議案 訴えの提起について 

第９５号議案 和解について 

であります。  

 

第９３号議案 権利の放棄について 

この議案は、生活保護法第７８条費用徴収金について、債務者が死亡し、相続放棄

により相続人もなく、また充当可能な財産もないことから、債権の回収が不能である

ため、権利を放棄しようとするものであります。 

 

第９４号議案 訴えの提起について 

この議案は、県管理港湾である対馬市の竹敷港において個人所有の漁船が沈没した

ため、平成２３年８月に県が引揚げを行い、その引揚げ等に要した費用のうち未納の

額について、死亡した沈没船所有者の相続人に対し、法定相続割合に応じて相続した

額の支払いを求めて訴えを提起しようとするものであります。 

 

第９５号議案 和解について 

この議案は、中小企業高度化資金貸付金債権の連帯保証人が配偶者に対して行った

不動産所有権移転登記が県に対する詐害行為に当たるとして、同不動産の贈与契約の

取消し及び当該移転登記の抹消を求め提訴した事件について、和解しようとするもの

であります。 
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次に、議案外の報告事項についてご説明いたします。 

 

（権利の放棄について） 

１件５０万円以下である生活保護法第６３条費用返還金２件の権利の放棄につい

て、地方自治法第１８０条の規定に基づく軽易な事項として専決処分させていただい

たものであります。 

 

（訴えの提起について） 

県営住宅の滞納家賃の支払いにつき、訴えの提起１件を地方自治法第１８０条の規

定に基づく軽易な事項として専決処分をさせていただいたものであります。 

訴えの提起は、度重なる支払い催告にも応じない債務者の相続人について、裁判手

続きにより滞納家賃の支払いを求めるものであります。 

 

次に、議案外の所管事項についてご説明いたします。 

 

（「長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ２０２５」等の進捗状況について） 

令和３年度から本年度までの５年間を計画期間とする「長崎県総合計画チェンジ＆

チャレンジ２０２５」に掲げる令和６年度末における施策の進捗状況については、施

策体系を共通化し一体的推進を図っている「第２期長崎県まち・ひと・しごと創生総

合戦略」の関連施策も含め、評価・分析を行ったところであり、総務部関係部分につ

いては、配付している資料のとおりであります。 

総合計画の施策及び事業群の指標である３項目の令和６年度の進捗状況は、最終目

標を既に達成したものが２項目、令和６年度の目標値を達成しておらず進捗に遅れが

見られるものが１項目となっております。 
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次に、「第２期長崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げるＫＰＩである 

３項目の令和６年度の進捗状況は、最終目標を既に達成したものが２項目、令和６年

度の目標値を達成しておらず進捗に遅れが見られるものが１項目となっております。 

各計画とも、今回の評価・分析の結果を踏まえ、取組の充実・強化を図りながら、

最終目標の達成に向けて引き続き施策の推進に努め、総合計画の実現を図ってまいり

ます。 

 

（新たな総合計画の策定について） 

令和８年度以降の県政運営の指針となる新たな総合計画の策定については、去る６

月定例会において、「こども」「くらし」「しごと創造」「にぎわい」「まち」の５

つの柱のもと、１２の基本戦略と、その戦略に基づく施策を掲げた素案骨子をお示し

し、ご議論いただいたところであります。 

県議会や有識者による懇話会でのご議論のほか、県内各地域での意見交換会や市町

のご意見等を踏まえながら、内容の検討を深め、今般、計画素案を策定いたしました。 

計画素案では、各種施策における事業群や主な取組について、国の地方創生２．０

の考え方等も踏まえつつ具体化するとともに、離島半島を有する本県特有の課題につ

いても、きめ細かな対応を図ることとしております。 

また、施策の構築にあたっては、デジタル技術の活用や戦略的情報発信・ブランデ

ィングの展開、「稼ぐ」視点の反映等の基本的な姿勢を持ち、分野横断的な取組を充

実・強化したところであります 

このうち、総務部においては、基本戦略「活力にあふれた持続可能な地域をつくる」

に関連施策等を位置付けております。 

基本戦略「活力にあふれた持続可能な地域をつくる」では、デジタル技術を活用し

た地域活性化と行政運営の効率化に関する施策において、県庁ＤＸの実現に取り組ん
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でいくこととしております。 

今後も引き続き、県議会や有識者懇話会のご意見をお伺いするとともに、パブリッ

クコメント等により県民の皆様の声をお聞きしながら、今年度中の計画策定に向けて

検討を進めてまいります。 

 

（新たな行財政改革について） 

 令和８年度以降の新たな行財政改革に関する計画の策定にあたっては、県庁が目指

す姿として、「挑戦する姿勢や変化に向き合うマインド」、「健全な行財政基盤」、

「働き方など「ヒト」に関する制度や職場環境」の３つの要素を示し、取組の具体化

に向けた議論を進めているところです。 

 検討にあたっては、人材獲得競争の激化や職員構造の変化、厳しさを増す財政状況

といった県庁を取り巻く環境変化を十分に考慮するとともに、民間有識者等のご意見

を幅広く伺いながら、今年度中の計画策定を目指してまいります。 

 

以上をもちまして、総務部関係の説明を終わります。 

よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。 



 

 

令和７年９月定例県議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務委員会関係議案説明資料 

（追加１） 
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【総務委員会関係議案説明資料 総務部の５頁１２行目の次に、次のとおり挿入】 

 

（中期財政見通しについて） 

今後の収支見通しを踏まえた計画的な財政運営を行うため、令和８年度から１２年

度までの５年間の中期財政見通しを策定し、去る９月８日に公表いたしました。 

この中期財政見通しは、令和７年度当初予算を基礎として、今後見込まれる税収の

伸びや地方財政対策などについて、一定の仮定に基づき、試算を行ったものでありま

す。 

本県の財政は、これまで実施してきた継続的な収支改善対策や国の財政措置等によ

り、令和３年度以降、財源調整のための基金を取り崩さない財政運営を達成しており、

基金残高は令和２年度末の２０３億円から、令和６年度末には３９０億円に増加して

きたところです。 

しかしながら、今後は、昨今の金利上昇の影響もあり、実質的な公債費の増加等に

より再び財源不足となることが見込まれており、本県の財政状況はさらに厳しさを増

していく状況にあります。 

今後においては、物価高騰による影響など社会経済情勢を十分に注視しながら、よ

り稼ぐ視点を持って、税源涵養につながる施策や新たな歳入確保策に取り組むなど、

歳入・歳出両面からの一層の収支改善に力を注ぐとともに、将来の公債費抑制に向け

て投資事業の重点化・効率化を図るなど、持続可能な財政運営に努めてまいります。 

また、国に対しては、全国知事会等と連携しながら、地方創生・人口減少対策をは

じめ、ＤＸ・ＧＸの推進、防災・減災対策等の地方の課題に適切に対応するために必

要な地方税財源の確保・充実について強く要請してまいりたいと考えております。 



令和７年９月定例県議会 
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危機管理部関係の議案外の所管事項について、ご説明いたします。 

 

（前畑弾薬庫の移転・返還に関する日米合意について） 

去る８月２８日、防衛省から、佐世保弾薬補給所（前畑弾薬庫）の移設先の施設の

配置案について、日米合同委員会で合意されたとの発表がありました。 

前畑弾薬庫の移転・返還については、平成２３年１月の日米合同委員会での返還合

意からすでに１４年が経過しているものの、移設先の施設配置案が決定されないこと

から、工事着工にも至らない状況にありました。 

これまで、県としても、佐世保市と一体となって、配置案を早急に決定し、事業の

進捗を図るよう、政府施策要望や渉外知事会など様々な機会を捉えて国へ強く要望し

てきたところであり、今般、日米間で配置案の合意がなされたことは、佐世保市や地

域の皆様にとって長年の課題である前畑弾薬庫の移転・返還に向けた重要な一歩であ

ると考えております。 

国からは、本年度、移設先の施設の整備に必要な浚渫範囲等について検討した後、

来年度以降に環境影響評価手続きと調査・設計を並行して実施し、その後、公有水面

埋立申請手続を経て、工事を実施していく予定であるとの説明を受けております。 

佐世保港のすみ分けの早期実現に向け、引き続き佐世保市と連携しながら取り組ん

でまいります。 

 

（大村市の特定防衛施設関連市町村の指定について） 

去る９月１日、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律に基づき、大村飛行

場が特定防衛施設に指定され、あわせて、大村市が特定防衛施設関連市町村に指定さ

れました。 

本制度は、市町村が行う公共用の施設の整備又は生活環境の改善、開発の円滑な実

施に寄与する事業について、特に配慮すると認められる防衛施設があるとき、防衛大
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臣が指定するものであり、指定された市町村は、特定防衛施設周辺整備調整交付金の

交付対象となります。 

今回の指定については、大村市と連携しながら、県の政府施策要望の最重点項目と

して国に求めていたものであり、大村市が実施する基地対策の充実・強化に寄与する

ものと考えております。 

県としましては、引き続き地元自治体と連携して、基地と地域との共存共生を推進

してまいります。 

 

（原子力発電施設等立地地域の財政支援対象拡大について） 

去る８月２９日、国から、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の

対象地域について、従来、原発から概ね１０キロ圏内であったものを、概ね３０キロ

圏内に拡大することが発表されました。 

本県では、佐世保市、平戸市、松浦市、壱岐市の４市が、この拡大する圏内に該当

し、今後、対象地域に指定されると、同法によるインフラ整備に対する財政支援の対

象となります。 

４市においては、平成２４年の原子力災害対策特別措置法の改正以降、立地自治体

と同等の原子力災害対策を実施する責務を課されているにもかかわらず、立地自治体

との財源格差は解消されることなく、不安と負担を強いられてきました。 

こうした状況を踏まえ、県では、本年１月には、県内関係４市と、また、６月に

は、原発周辺自治体６府県とともに、国に対して、格差是正の要望を行ってきたとこ

ろであり、このたびの決定は、立地自治体との格差是正に向けた大きな前進であると

受け止めております。 

 原子力発電施設等立地地域指定までの具体的なスケジュールについては、今後、国

から示されることになりますが、関係市長の意見を聴取のうえ、県から国に指定の申

出を行い、原子力立地会議の審議を経て、国から指定を受けることとなります。 
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今後、国は、さらなる支援措置を検討するとしていることから、県としては、国の

動向を注視しつつ、県民の安全・安心の確保に向けて、引き続き、関係自治体と連携

して取り組んでまいります。 

 

（令和７年度原子力安全連絡会の開催について） 

九州電力玄海原子力発電所から３０キロメートル圏内に所在する４市において、玄

海原子力発電所における安全対策等の情報の共有と意見交換を行うため、長崎県原子

力安全連絡会を７月２５日に壱岐市、翌週２８日に平戸市、２９日に松浦市と佐世保

市で開催いたしました。 

当日は、地域の関係機関や地区の代表者を対象に、県からは、４月に原子力規制庁

が取りまとめた屋内退避の運用や、昨年度実施した原子力防災訓練の結果と課題、今

年度実施予定の訓練概要について説明を行いました。また、各市からは、避難計画や

訓練等のこれまでの取組について、九州電力株式会社からは、玄海原子力発電所の現

況について説明が行われました。 

参加した皆様からは、「避難集合場所について、旧行政区域にこだわらず、最寄り

の集合場所も選択できるよう配慮してほしい。」とのご意見をいただくなど、情報共

有や意見交換等を通じて、原子力発電所に関する理解を深めることができました。 

いただきましたご意見等につきましては、原子力防災訓練をはじめ、今後の原子力

防災対策に反映してまいります。 

 

（玄海原子力発電所のドローンらしき３つの光体について） 

 去る７月２６日、玄海原子力発電所構内において、ドローンらしき３つの光体を確

認したことについては、県民の安全安心を脅かす重大な事案であるため、翌週２８日

に平戸市、２９日に松浦市と佐世保市で開催した長崎県原子力安全連絡会において、

地元自治会や関係団体の代表者の皆様が同席される中、県から九州電力株式会社に対
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し、これまでの安全対策や情報共有に加え、警戒体制の強化のほか、今回のような事

案を起こさせないような対策を検討するよう要請しました。 

 引き続き、県民の安全安心の確保に向け、関係自治体と連携しながら、国や九州電

力株式会社に働きかけるなど、原子力防災対策に力を注いでまいります。 

 

（令和７年８月６日からの大雨による災害について） 

去る８月６日以降の停滞した前線の影響により、九州各県をはじめ、全国的に記録

的な大雨となり、河川の氾濫や土砂災害による甚大な被害が発生いたしました。 

県内においては、幸いにして人的被害が生じておりませんが、８月１１日に線状降

水帯が長時間に渡り発生し、住家の一部損壊３棟、床上浸水２棟、床下浸水１棟のほ

か、土砂崩れや陥没による道路の損壊等の被害が生じ、開設された１２５箇所の避難

所に、最大で１６３人の方が避難されるなど、県民生活に影響を及ぼしました。 

県としましては、長崎県災害警戒本部を設置し、市町との気象情報等の共有や情報

収集を図るとともに、長崎地方気象台などの防災機関との連携を密にしながら、対応

にあたったところです。 

引き続き、国による激甚災害の指定を踏まえ、被害状況を確認し、必要な対策を講

じるとともに、様々な事態に備えて、日頃から関係機関との連携を図り、有事即応体

制の充実強化に取り組んでまいります。 

 

（「長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ２０２５」の進捗状況について） 

令和３年度から本年度までの５年間を計画期間とする「長崎県総合計画チェンジ＆

チャレンジ２０２５」に掲げる令和６年度末における施策の進捗状況については、令

和５年度に実施した総合計画の一部見直しに伴う指標改訂の内容を反映のうえ、評価・

分析を行ったところであり、危機管理部関係部分については、配付している資料のと

おりであります。 
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総合計画の施策及び事業群の指標である７項目の令和６年度の進捗状況は、最終目

標を既に達成したもの及び令和６年度の目標値を達成したものが５項目、令和６年度

の目標を達成していないものの、改善傾向にあるものが１項目、令和６年度の目標値

を達成しておらず進捗に遅れが見られるものが１項目となっております。 

今回の評価・分析の結果を踏まえ、取組の充実・強化を図りながら、最終目標の達

成に向けて引き続き施策の推進に努め、総合計画・総合戦略の実現を図ってまいりま

す。 

 

（新たな総合計画の策定について） 

令和８年度以降の県政運営の指針となる新たな総合計画の策定については、去る６

月定例会において、「こども」「くらし」「しごと創造」「にぎわい」「まち」の５つの柱

のもと、１２の基本戦略と、その戦略に基づく施策を掲げた素案骨子をお示しし、ご

議論いただいたところであります。 

県議会や有識者による懇話会でのご議論のほか、県内各地域での意見交換会や市町

のご意見等を踏まえながら、内容の検討を深め、今般、計画素案を策定いたしました。 

計画素案では、各種施策における事業群や主な取組について、国の地方創生２．０

の考え方等も踏まえつつ具体化するとともに、離島半島を有する本県特有の課題につ

いても、きめ細かな対応を図ることとしております。 

また、施策の構築にあたっては、デジタル技術の活用や戦略的情報発信・ブランデ

ィングの展開、「稼ぐ」視点の反映等の基本的な姿勢を持ち、分野横断的な取組を充実・

強化したところであります。 

このうち、危機管理部においては、基本戦略「災害に強い県土をつくる」に関連施

策等を位置付けております。 

基本戦略「災害に強い県土をつくる」では、「災害などさまざまな危機から県民の命

を守る体制づくり」に関する施策において、近年の災害を踏まえた総合的な防災、危
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機管理体制の構築や、防災訓練及び有事発生時の対応訓練の実施に取り組むほか、消

防団などの地域防災力の充実強化、基地対策と国民保護の取組の推進等に取り組んで

いくこととしております。 

今後も引き続き、県議会や有識者懇話会のご意見をお伺いするとともに、パブリッ

クコメント等により県民の皆様の声をお聞きしながら、今年度中の計画策定に向けて

検討を進めてまいります。 

 

以上をもちまして、危機管理部関係の説明を終わります。 

よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。 


